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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
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「
福
岡
城

下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」

報
告
要
旨
・
討
論
・
ア
ン
ケ
ー
ト

史
料
紹
介
・
伊
丹
資
料
「
四
道
具
現
調
子
帳
」
、

キ
ー
ワ
ー
ド

　
　
　
福
岡
城
下
の
橋
門
（
下
ノ
橋
門
）

　
　
　
戸
前
　
武
器
庫
　
城
・
櫓
・
門
の
機
能

「
大
小
御
筒
玉
現
調
子
」
ほ
か

突
き
揚
げ
戸
　
左
右
引
き
戸

　
復
原

服
　
無
縫
　
雄

　
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
2
0
0
7
年
3
月
1
7
日
に
六
本
松
N
1
1
0

番
教
室
で
開
催
し
た
（
主
催
者
は
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
歴
史
資
料
情
報
講
座
）
。
急

な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
で
あ
っ
た
。
す
で
に
進
行
し
て
い
る
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
に
は
誤
り
が
あ

る
。
そ
れ
を
な
ん
と
か
是
正
し
た
い
。
さ
い
わ
い
多
く
の
方
の
協
力
が
え
ら
れ
て
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

基
調
報
告
は
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服
部
英
雄
（
九
州
大
学
）
「
現
在
行
わ
れ
て
い
る
福
岡
城
大
手
門
（
下
の
橋
門
）
復
原
は
正
し
い
の
か
」

千
田
嘉
博
（
奈
良
大
学
）
「
全
国
で
の
史
跡
整
備
・
建
物
復
原
は
正
し
い
の
か
」

で
あ
る
。
準
備
も
不
足
し
て
い
た
が
、
西
日
本
新
聞
、
読
売
新
聞
、
毎
日
新
聞
、
朝
日
新
聞
、
そ
し
て

西
日
本
テ
レ
ビ
が
事
前
事
後
に
広
報
・
取
材
報
道
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
福
岡
地
方
史
研
究
会
の
協
力

も
得
ら
れ
、
7
0
人
ほ
ど
の
参
加
が
あ
っ
た
。
問
題
提
起
の
会
と
し
て
は
成
功
と
い
え
る
。

　
当
日
簡
単
な
レ
ジ
メ
は
配
布
し
た
が
、
詳
細
な
論
証
過
程
の
文
章
は
作
成
し
て
い
る
余
裕
が
な
か
っ

た
。
以
下
に
各
報
告
を
紹
介
す
る
が
、
服
部
報
告
分
に
つ
い
て
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
後
に
み
つ
け
た
史

料
で
補
強
で
き
る
点
も
多
数
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
含
め
、
現
段
階
（
0
7
秋
）
で
の
知
見
の
報
告
と
す

る
（
当
日
の
報
告
ど
お
り
で
は
な
い
）
。

〈
報
告
要
旨
〉
現
在
行
わ
れ
て
い
る
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
は
正
し
い
の
か

服
部
報
告
の
要
点

　
福
岡
城
下
の
橋
門
を
今
の
案
の
ま
ま
で
復
原
す
る
と
、
本
来
の
優
れ
た
防
御
施
設
が
、
た
だ
の
城
門

風
の
形
を
し
た
建
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
ま
ず
窓
の
構
造
が
お
か
し
い
。
他
の
福
岡
城
の
城
門
窓
が
す
べ
て
突
き
揚
げ
戸
（
押
し
上
げ
式
）
な

の
に
、
こ
の
門
の
み
が
左
右
引
き
戸
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
渡
櫓
だ
か
ら
二
階
内
部
が
通
行
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
片
側
に
だ
け
入
り
口
を
二
つ
も
設
け
、
反
対
側
に
は
一
つ
も
な
い
。
内
部
を
通

行
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
城
の
施
設
と
し
て
は
、
あ
り
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
一
部
分
の
問
題
で
は
な
く
、
城
理
解
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
説
の
対
立
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
反
証
が
多
す
ぎ
る
復
原
案
は
学
説
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。
ま
し
て
や

市
民
税
（
公
金
）
で
復
原
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

　
福
岡
城
三
の
丸
西
門
で
あ
る
下
の
橋
門
（
写
真
1
）
は
、
福
岡
県
指
定
文
化
財
で
あ
る
。
本
来
二
層

（
二
階
）
だ
っ
た
下
の
橋
門
は
、
い
ま
は
建
物
の
一
層
部
分
の
み
が
残
る
。
上
（
二
階
）
は
福
岡
連
隊

の
時
期
に
取
り
外
さ
れ
た
。
平
成
1
2
年
に
不
審
火
に
よ
っ
て
、
一
部
焼
損
し
た
。
た
だ
し
木
材
は
表
面

の
焼
損
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
現
在
修
理
を
進
め
つ
つ
、
古
写
真
に
基
づ
き
、
往
時
の
二

階
櫓
門
と
し
て
復
原
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
二
階
が
あ
っ
た
頃
の
姿
が
わ
か
る
写
真
は
な
い
。
別
の

門
だ
が
、
上
の
橋
門
の
古
写
真
が
残
っ
て
い
る
（
写
真
2
、
3
）
。
上
の
橋
門
は
平
面
プ
ラ
ン
や
規
模
が

エ
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英
雄
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記
録
。
シ
ン
ポ
シ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
く
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

損前）下の橋門書

上の橋懸古写真（A、福岡市教育委員会資料集）2

か多い、手前右の石3　上の橋門古写真（B、福岡県教育委員会所蔵、

垣周辺か暗い）
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7 北側8 南側

お
お
む
ね
一
致
し
、
同
一
構
造
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
そ
の
古
写
真
を
参
考
に
し
て
復
原
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
図
4
か
ら
9
が
、
波
多
野
純
建
築
設
計
室
作
成
の
復
原
案
で
、
現
在
こ
の
姿
に
向
け

て
建
築
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
復
原
案
と
い
う
場
合
に
は
、
平
成
1
7
年
8
月
9
日
福
岡
市

教
育
委
員
会
『
史
跡
福
岡
城
跡
「
下
の
橋
大
手
門
」
復
元
設
計
資
料
』
を
指
す
。

批
判
の
き
っ
か
け

　
復
原
図
を
は
じ
め
て
見
て
、
下
の
世
業
二
階
窓
が
ず
い
ぶ
ん
右
に
寄
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
右
側
に

よ
り
す
ぎ
て
い
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
二
階
窓
は
通
路
幅
全
体
に
対
し
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
さ
れ
る
。

城
門
窓
は
防
衛
…
機
能
を
担
う
か
ら
で
あ
る
。

　
窓
は
階
下
の
門
扉
の
位
置
で
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
通
路
全
体
か
ら
決
定
さ
れ
て
い
る
。

機
能
を
考
え
れ
ば
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
る
。
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鱒　本丸表門図（復療設計より）古写真次頁11を図化したもので、現物にきわめて近い。

　左側にもうひとつ銃眼が付くが、松に隠れていたため図化されていない。図5と比較すれ

　ば全く異なる建物のような印象を受けるが、窓さえ修正すれば、両者はうり二つである。

　両者を比較するだけで、復原設計案の窓がおかしいことが明瞭になる。なお復原設計書は

　窓を「掛け雨戸」と説明しているのだが、「掛け雨戸」は主に茶室で用いることばである。

　城郭で使用するだろうか。戸は「後編」という誤った認識にならざるをえなかった。

＊
『
フ
ォ
ー
冥
濁
8
』
〇
七
年
一
〇
月
号
に
よ
れ
ば
、
福
岡
市
教
育
委
員
会
側
は
門
扉
の
中
心
線
で
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ

て
い
る
か
ら
、
問
題
な
い
と
い
う
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
判
断
は
誤
り
で
、
古
写
真
に
よ
っ
て
明
確
に
窓

の
構
造
が
わ
か
る
本
丸
表
門
の
事
例
を
見
れ
ば
（
写
真
1
0
、
1
1
）
、
通
路
全
体
の
中
心
線
に
窓
の
中
心
を
置
い
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
左
右
に
一
対
の
銃
眼
が
あ
る
。
銃
眼
は
通
路
全
体
に
対
し
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
さ
れ
て
い
る
。
銃
眼

を
基
準
に
考
え
て
見
れ
ば
、
現
在
の
復
原
案
の
不
自
然
さ
は
明
確
で
あ
る
。
図
の
み
を
見
て
も
不
自
然

な
の
だ
か
ら
、
現
物
が
で
き
た
ら
、
よ
り
異
様
に
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　
窓
の
数
が
、
城
外
側
（
表
）
が
2
、
内
側
（
裏
）
が
3
と
内
側
の
方
が
多
い
こ
と
も
直
感
と
し
て
不

自
然
だ
っ
た
。
敵
は
外
に
い
る
、
外
か
ら
攻
め
て
来
る
と
い
う
前
提
で
城
は
作
ら
れ
る
。
よ
っ
て
窓
は

外
側
の
数
が
多
い
。
む
ろ
ん
採
光
も
あ
る
か
ら
内
外
同
数
の
も
の
も
あ
る
が
、
外
側
よ
り
内
側
の
窓
が

多
い
と
い
う
門
は
正
門
格
の
門
で
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
こ
の
復
原
で
は
外

側
が
2
、
内
側
が
3
で
あ
っ
て
、
一
般
則
に
反
し
て
い
る
。
城
を
見
慣
れ
た
人
、

城
に
つ
い
て
詳
し
い
人
な
ら
違
和
感
が
あ
ろ
う
。
複
数
の
違
和
感
は
、
復
原
案

の
ど
こ
か
に
誤
り
が
あ
り
、
不
自
然
な
建
物
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。
結

論
か
ら
い
え
ぼ
、
城
を
軍
事
施
設
と
み
な
さ
な
か
っ
た
こ
と
。
全
て
が
そ
こ
に

起
因
し
て
い
る
。

問
題
点
一
　
窓
の
形
状

窓
の
数

　
上
の
橋
門
古
写
真
2
、
3
に
は
窓
の
よ
う
に
見
え
る
影
が
写
っ
て
い
る
。
こ

の
影
に
よ
っ
て
二
つ
の
窓
が
あ
り
、
引
き
二
野
（
左
右
の
い
ず
れ
か
に
横
に
引

く
窓
、
o
。
ま
ぎ
ぴ
q
害
簿
8
吋
≦
ヨ
α
○
≦
）
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
復
原
案
が
作
ら

れ
た
。
門
表
側
に
窓
が
二
つ
し
か
な
い
。
福
岡
城
内
の
ほ
か
の
門
と
比
べ
て
み

よ
う
。
三
門
の
窓
数
は
以
下
の
通
り
で
、

本
丸
表
門
6

本
丸
裏
門
6

二
の
丸
東
門
6

松
木
坂
門
8
（
4
間
分
）

で
あ
る
。
下
の
橋
門
は
6
つ
窓
が
あ
っ
た
本
丸
表
門
よ
り
も
一
間
分
大
き
い
の

だ
か
ら
、
6
よ
り
多
い
は
ず
な
の
に
、
窓
数
2
と
著
し
く
少
な
い
こ
と
は
お
か
し
い
。

　
窓
の
数
が
、
外
側
2
、
内
側
3
と
い
う
点
も
含
め
て
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
す
ぎ
る
。

福
岡
城
門
は
連
続
窓
・
な
ぜ
連
続
窓
が
採
用
さ
れ
る
の
か

　
な
ぜ
こ
う
し
た
不
自
然
な
案
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
下
の
橋
の
窓
を
非
連
続
窓
に
し
た
か
ら
で
あ

る
。
非
連
続
、
つ
ま
り
窓
と
窓
の
間
に
壁
（
窓
の
面
積
と
同
じ
面
積
の
壁
）
が
あ
る
。
引
き
戸
だ
と
収

納
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
に
な
る
。
窓
の
数
は
半
減
す
る
。
古
写
真
に
明
ら
か
な
よ
う
に
福
岡
城
の
城
門
は

通
路
の
上
は
す
べ
て
連
続
窓
に
な
っ
て
い
る
。
本
丸
表
門
（
写
真
1
1
＞
、
本
丸
裏
門
（
写
真
1
2
）
、
松
の

木
坂
門
（
写
真
1
3
）
、
そ
し
て
絵
画
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
二
の
丸
東
門
（
3
1
）
、
す
べ
て
に
つ
い
て
い

え
る
。

　
城
門
は
厳
重
な
よ
う
に
見
え
る
が
、
弱
点
が
多
い
。
ま
わ
り
は
石
垣
だ
か
ら
、
そ
こ
は
ま
ず
壊
れ
な

4



い
。
し
か
し
門
の
部
分
だ
け
が
木
で
あ
る
。
門
の
扉
は
閂
（
か
ん
ぬ
き
）
で
閉
じ
る
が
、
閂
は
か

す
が
い
釘
に
よ
っ
て
支
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
外
側
で
十
字
に
開
く
釘
を
使
う
が
、
し
ょ
せ
ん

釘
は
釘
で
あ
る
（
写
真
1
5
、
1
6
）
。
強
い
力
で
押
し
戻
せ
ば
、
や
が
て
外
れ
る
。
忠
臣
蔵
で
お
な
じ

み
の
よ
う
に
、
丸
太
や
木
槌
で
、
ど
ん
ど
ん
門
を
叩
け
ば
、
閂
も
釘
も
懸
板
も
破
損
す
る
。
そ
れ

ほ
ど
の
時
間
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
門
は
破
壊
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
門
に
届
く
距
離
に
ま
で
、

敵
を
近
づ
け
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
。
門
に
近
づ
く
敵
を
排
除
す
る
た
め
、
最
大
の
努
力
を
す
る
。

福
岡
城
で
は
そ
の
工
夫
を
四
点
指
摘
で
き
る
。

城
門
の
防
衛

　
第
一
は
升
形
で
あ
る
。
升
形
で
は
三
方
向
か
ら
の
防
護
射
撃
が
で
き
る
。
下
の
橋
門
で
い
え
ば

　
　
　
　
　
　
さ
　
　
ま

門
の
あ
る
東
、
狭
間
塀
の
続
く
南
と
西
か
ら
の
射
撃
で
あ
る
。
升
形
の
完
成
形
態
と
さ
れ
る
江
戸

城
や
大
坂
城
、
名
古
屋
城
の
門
升
形
に
は
一
の
門
（
櫓
門
）
と
二
の
門
（
高
麗
門
）
が
あ
る
（
写

真
1
8
）
＊
。
一
の
門
（
櫓
門
）
の
み
な
ら
ず
、
二
の
門
（
高
麗
門
）
が
あ
れ
ば
、
二
重
の
守
り
で

堅
固
・
堅
牢
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
福
岡
城
の
升
形
に
は
二
の
門
が
な
い
。
な
ぜ
か
。
二
の
門
で
の

防
衛
は
、
枡
形
外
部
へ
向
け
て
の
一
方
向
の
み
か
ら
の
射
撃
防
衛
に
な
る
。
こ
こ
で
は
枡
形
機
能

は
発
揮
で
き
ず
、
正
面
攻
撃
の
み
で
側
面
射
撃
を
欠
く
。
弾
を
は
じ
く
竹
束
列
や
、
装
甲
し
た
車

な
ど
で
攻
め
ら
れ
た
ら
苦
戦
す
る
。
一
の
門
で
あ
れ
ぼ
三
方
向
か
ら
の
防
衛
が
で
き
る
。
雛
束
が

有
効
な
距
離
は
六
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
と
い
う
か
ら
（
上
野
晴
朗
『
武
田
信
玄
　
城
と
兵
法
』
）
、
枡

形
内
に
入
れ
ば
薄
束
の
防
衛
能
力
は
無
力
化
し
、
枡
形
の
攻
撃
機
能
が
万
全
に
発
揮
で
き
る
。
効

率
的
で
弾
薬
の
節
約
も
で
き
る
。
　
一
の
門
で
の
防
衛
は
、
二
の
門
を
破
ら
れ
た
後
に
な
る
か
ら
、

士
気
に
も
影
響
す
る
。
効
率
・
弾
薬
消
費
の
点
か
ら
い
っ
て
も
実
戦
的
な
の
は
、
む
し
ろ
一
の
門

（
櫓
門
）
と
升
形
全
体
で
の
防
御
と
考
え
ら
れ
る
。
熊
本
城
に
も
柳
川
城
に
も
二
の
門
は
な
い
（
写

真
1
7
）
。
朝
鮮
に
て
最
後
の
大
規
模
戦
闘
・
籠
城
を
経
験
し
た
加
藤
氏
や
立
花
氏
そ
し
て
黒
田
氏
が

選
択
し
た
の
は
一
の
門
の
み
で
の
防
禦
で
あ
っ
た
。
寧
寒

＊
一
の
門
、
二
の
門
の
呼
称
は
本
文
の
よ
う
な
理
解
が
通
例
で
あ
る
。
一
の
門
が
主
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

金
沢
城
で
は
外
部
か
ら
の
通
行
順
に
高
麗
門
を
一
の
門
、
櫓
門
を
二
の
門
と
呼
ん
で
い
る
。

＄
寧
完
全
な
升
形
を
備
え
な
い
城
も
姫
路
城
、
和
歌
山
城
、
柳
川
城
な
ど
集
外
に
多
い
。
倭
城
、
た
と
え
ば
順
天

　
城
も
片
側
の
側
財
重
視
の
よ
う
に
冤
受
け
ら
れ
る
。
実
戦
で
の
防
御
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
が
あ
っ
た
ら
し

　
い
。第

二
が
窓
と
狭
間
（
鉄
砲
一
一
、
銃
眼
）
で
あ
る
。
復
原
案
の
よ
う
に
門
の
通
路
上
を
左
右
引

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
三
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

衰堅調

腔
　
本
丸
裏
門

．
灘
禦

罵嫌

畿

鶴
　
二
の
丸
東
門

　
左
の
平
櫓
と
右
の
三
三
（
二
階
回
）
を
つ

な
ぐ
門
の
屋
根
・
壁
が
斜
め
に
写
っ
て
い
る

犯　松木坂門
　　（左は大組櫓、右は屏風櫓、ともに石落としがある。／2頁参照）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　壷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　老

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黒

署7崧蜥ﾄ讐瀬矯凝こ畷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不

ぎ

’三三講艇＝塾鐸・

　鵜驚灘灘畑
　繍照

き
窓
に
す
る
と
、
半
分
が
壁
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
視
野
は
半
減
さ
れ
る
。
窓
が
半
分
な
い
し
3
分

1
に
な
れ
ば
、
攻
撃
で
き
る
兵
員
も
半
分
と
か
に
滅
る
。

　
第
三
が
石
落
と
し
。
門
二
階
の
窓
際
に
は
石
落
と
し
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
あ
っ
て
、
板
を
は
ず
せ
ぼ

二
階
か
ら
投
石
も
で
き
る
し
、
下
へ
の
射
撃
も
で
き
る
細
長
い
窓
が
あ
る
。
激
戦
に
な
れ
ば
、
守
備
兵

は
石
落
と
し
か
ら
、
下
も
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
同
時
に
視
線
を
前
方
に
も
ず
ら
し
て
窓
か
ら
敵

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ち
い
ち
窓
を
開
閉
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
軍
事
的
な
視
点
に
立
て
ば
、
左
右
引
き
戸
窓
で
は
、
不
利
と
な
る
。
軍
事
を
優
先
さ
せ
る
設
計
思
想

灘
欝
　
麟
難
題
灘
灘
岬
鱗
　
．
、
撫
鞭
　
　
監

懲　置形（江戸城清水門、櫓門と高麗門をも
　つ。ただし変形枡形）

願蹴の一期2・は腰文化財』より繕

22膳所城門遺構・大津市篠津神社門

難

畿
懸縫
纏

特　閂を留める釘（名島門）　釘隠が落下して

　いるので、先に一文字に開いた様子がよく
　わかる。ふつうは十字に開く。

礁
欝
、
，

鐵
難
灘
礁

　
”
鍵
欝
難

ノ　ご　　　ノ　　　　　ノ

懸：

樗　高知城追手門の閂と釘隠　板戸が二重で
　厚く、釘も多いが、閂を釘で留めるという点
　は何ら変わりがない。

2愈

藷撫僕
購臨鰍、

麟

　　講／

灘

メ2重

上
半
分
を
格
子
に
し
た
叢

話
圏
麟
”
購
遡

19

6

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
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・
下
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橋
門
復
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を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）



に
お
い
て
は
採
用
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
第
四
の
配
慮
は
扉
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
城
に
も
一
般
的
に
み
ら
れ
る
配
慮
で
は
な
く
、
福
岡
城
に

特
色
的
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
下
ノ
橋
門
や
本
丸
表
門
の
一
階
門
扉
に
、
上
半
分
を
格
子
に
し
た

扉
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
下
ノ
耳
門
に
は
現
物
が
残
っ
て
い
る
し
（
写
真
1
）
、
本
丸
表
門
は
古
写

真
で
確
認
で
き
る
（
写
真
1
1
）
。
類
例
は
姫
路
城
と
の
一
門
や
熊
本
城
の
不
開
門
で
あ
る
。
上
半
分
格
子

扉
は
一
見
す
る
と
開
放
的
で
攻
撃
さ
れ
や
す
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
持
つ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の

扉
の
採
用
に
よ
っ
て
二
階
窓
か
ら
の
攻
撃
の
み
な
ら
ず
、
一
階
扉
か
ら
の
攻
撃
も
可
能
に
な
っ
た
。
も
っ

と
も
重
要
な
こ
と
は
敵
を
近
づ
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
扉
の
採
用
に
よ
っ
て
、
反
撃
で
き
る
兵
力

は
倍
加
す
る
。

　
上
半
分
格
子
扉
を
採
用
し
て
い
る
上
記
二
つ
の
門
（
姫
路
城
・
熊
本
城
、
写
真
1
9
、
2
0
）
は
、
い
ず

れ
も
二
階
は
突
き
揚
げ
窓
¢
o
鋤
冨
露
霧
ω
ぎ
算
興
≦
鑓
α
o
≦
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
階
の
門
扉
に
上

半
分
格
子
扉
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
攻
撃
力
の
最
大
限
の
確
保
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
二
階

に
突
き
揚
げ
窓
を
採
用
す
る
考
え
方
と
も
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
上
半
分
格
子
扉
は
ほ
か
に
も
現
存
遺
構
に
多
く
、
膳
所
城
遺
構
（
写
真
2
2
）
、
石
見
七
尾
城
遺
構

（
医
聖
寺
総
門
）
、
和
歌
山
城
（
岡
口
門
、
追
陣
門
、
一
之
黒
門
古
写
真
）
な
ど
に
あ
る
。
古
い
時
代
の

城
郭
建
物
に
多
い
。

福
岡
城
窓
は
突
き
揚
げ
戸

　
今
回
復
原
さ
れ
る
案
は
左
右
引
き
戸
と
し
て
い
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
福
岡
城
の
城
門
窓
は
古
写

真
ほ
か
か
ら
わ
か
る
も
の
は
す
べ
て
突
き
揚
げ
戸
で
あ
る
。

　
城
に
突
き
揚
げ
戸
は
多
い
。
図
示
し
た
仙
台
城
大
手
門
（
写
真
2
3
）
は
突
き
揚
げ
戸
窓
で
あ
り
、
上

に
は
ね
上
げ
て
、
棒
で
支
え
て
い
る
状
態
が
よ
く
わ
か
る
。
熊
本
城
は
重
要
文
化
財
の
宇
土
櫓
（
写
真

2
6
）
も
、
古
写
真
に
見
る
大
天
守
（
写
真
2
4
、
2
5
）
も
突
き
揚
げ
戸
で
あ
る
。
福
岡
城
で
も
櫓
に
お
け

る
使
用
は
確
実
で
あ
る
。
現
存
す
る
重
要
文
化
財
南
丸
多
聞
櫓
は
突
き
揚
げ
戸
で
あ
る
。
古
材
の
痕
跡

か
ら
の
復
原
で
あ
る
。
福
岡
城
武
具
櫓
古
写
真
も
突
き
揚
げ
戸
窓
で
あ
る
（
写
真
2
7
）
。
ほ
か
は
出
格
子

窓
（
写
真
犯
～
1
4
）
と
華
燈
窓
（
祈
念
櫓
〉
が
あ
っ
た
。

　
門
で
は
突
き
揚
げ
戸
を
用
い
た
。
新
資
料
で
あ
る
本
丸
表
門
古
写
真
（
写
真
2
8
、
井
元
敏
男
氏
所
蔵
）

を
拡
大
し
て
い
け
ば
、
窓
戸
を
吊
り
下
げ
て
い
る
蝶
つ
が
い
座
金
が
み
え
て
く
る
（
写
真
2
9
、
宮
本
雅

明
氏
指
摘
に
よ
る
）
。
蝶
つ
が
い
（
肘
壷
）
で
釣
り
下
げ
る
釣
り
戸
、
つ
ま
り
突
き
揚
げ
戸
で
あ
っ
た
こ

と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
松
木
坂
門
は
出
格
子
窓
な
の
か
突
き
揚
げ
戸
な
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
写
真
（
1
3
）
で
は
窓

の
上
に
黒
枠
が
あ
っ
て
庇
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
左
端
も
右
端
も
上
が
長
く
下
が
短
い
。
台
形
で
あ

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

る
。
出
格
子
で
は
庇
は
平
行
に
な
る
。
平
行
四
辺
形
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
は
写
ら
な
い
。

出
格
子
は
漆
喰
の
耳
垂
が
多
く
あ
っ
て
白
い
印
象
に
な
る
。
写
真
で
は
門
上
の
窓
は
黒
い
。
よ
っ
て
松

木
坂
門
も
突
き
揚
げ
戸
と
い
え
る
。

　
今
回
福
岡
城
下
の
橋
門
で
「
復
原
」
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
は
虫
籠
窓
（
武
者
窓
・
左
右
引
き
戸
）

の
変
形
（
戸
板
が
漆
喰
で
は
な
く
板
戸
）
で
あ
る
。
福
岡
城
の
門
櫓
で
は
こ
の
窓
の
存
在
は
確
認
で
き

な
い
。

続
々
と
発
見
さ
れ
る
斬
出
史
料

　
福
岡
城
城
門
の
窓
を
考
え
得
る
材
料
と
な
る
史
料
を
整
理
し
て
お
く
。
上
の
橋
門
（
写
真
2
）
は
従

来
か
ら
知
ら
れ
た
古
写
真
で
、
『
福
岡
県
の
歴
史
』
竹
内
理
三
編
（
文
画
堂
、
一
九
五
六
）
に
引
用
さ
れ
、

福
岡
市
教
育
委
員
会
が
作
成
し
た
古
写
真
集
に
も
み
え
る
、
周
知
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
原
版
の
所

在
は
不
明
。
福
岡
県
教
育
委
員
会
所
属
の
写
真
（
3
）
は
傷
が
多
く
、
原
写
真
に
近
い
が
、
右
手
石
垣

の
影
が
濃
い
。
周
知
写
真
の
方
は
覆
焼
き
を
し
た
よ
う
で
、
そ
の
部
分
が
適
正
露
光
に
補
正
さ
れ
た
印

象
が
あ
る
。
ま
た
、
『
黒
田
家
資
料
』
中
に
も
同
一
の
古
写
真
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
他
の
も
の
に

較
べ
、
や
や
鮮
明
さ
に
欠
け
る
印
象
が
あ
る
。
福
岡
市
博
常
設
展
示
0
7
秋
）
。
い
っ
ぽ
う
愚
を
し
た
も
の

は
、
復
原
案
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
史
料
で
あ
る
。
復
原
案
に
お
い
て
使
わ
れ
ず
、
検
討
も
さ
れ
な

か
っ
た
絵
図
や
文
献
資
料
が
相
当
に
多
い
。
福
岡
市
は
長
年
月
を
か
け
て
調
査
し
た
と
い
う
の
だ
が
、

じ
っ
さ
い
に
は
資
料
調
査
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
か
っ
た
。

本
丸
表
門
古
写
真

　
ア
　
そ
の
一

　
イ
　
そ
の
2
　
新
紹
介
・
井
元
敏
男
氏
所
蔵
（
福
岡
市
復
原
案
に
引
用
）

本
丸
裏
門
古
写
真

　
ウ
　
そ
の
一

織
工

轡

キカオ
㊧㊧
コケク

そ
の
2
　
　
（
黒
田
邸
移
築
時
代
、
荻
野
忠
行
『
福
岡
城
祈
念
櫓
・
月
見
櫓
・
大
手
門
の
な
ぞ
』

二
〇
〇
四
、
梓
書
院
刊
）

松
の
木
坂
門
古
写
真

二
の
丸
東
門
古
写
真

二
の
丸
東
門
絵
図
（
「
黒
田
一
成
鵜
島
」
九
州
大
学
博
物
館
九
州
文
化
史
所
蔵
、
福
岡
市
博
物
館

常
設
展
示
室
0
7
秋
展
示
）

三
の
丸
上
の
三
門
古
写
真

三
の
丸
上
の
橋
門
絵
図
（
「
旧
規
集
」
、
福
岡
市
博
物
館
常
設
展
示
室
解
説
3
0
7
、
所
収
）

本
丸
武
具
櫓
門
、
裏
門
、
鉄
門
姿
図
（
鶴
久
二
郎
氏
旧
蔵
文
書
・
福
岡
市
博
物
館
蔵
）
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
し
（
服
部
英
雄
）

器　仙台城大半門古写輿（突き揚げ戸を開放した状
　態）

懸難麟嘉議誌鹸叢難繋鰹
鱒　熊本城天守古写真（24と較べると、窓の破
　損状況が若干異なる）

絵雛撫蕊誇ぞ：

購　熊本城

　
キ
の
二
の
丸
東
門
姿
図
は
一
見
し
て
突
き
揚
げ
戸
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
図
に
は
革
櫓
・
炭

櫓
・
介
卵
・
－
推
定
武
具
櫓
（
な
い
し
祈
念
櫓
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
階
、
三
階
に
腰
板
が
書
か
れ
て

い
な
い
な
ど
写
実
的
で
は
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
炭
櫓
一
階
突
き
揚
げ
戸
、
推
定
武
具
櫓
一

階
突
き
揚
げ
戸
と
二
の
丸
東
門
の
窓
の
描
写
が
極
毒
す
る
。
二
の
丸
東
平
櫓
、
逆
櫓
東
面
は
古
写
真
で

は
出
格
子
窓
で
あ
る
。
福
岡
城
城
門
・
門
扉
の
上
が
出
格
子
窓
だ
っ
た
事
例
は
な
い
。
二
の
丸
東
門
は

紘一『熊本城と城下

輻岡城に似る。
馨轍　ジ　　　　　　ロ　　　　　　ら　　じ　ル

本城宇土櫓古写翼（2

より引用、突き揚げ
欝　熊
　　剛

譲議轟轟講鍵蝦灘籔鎌毅購凝農㌦毒∫．慰撫鱗、

岡城武具櫓門（西三階櫓・鎗櫓の一階と三階には全開した
の突き揚げ戸、通り廊下二階には半開した突き揚げ戸が
ていて戸板の大きさがわかる。破風横のものは短い〉

轄
饗

　
2
7

上
の
橋
門
、
下
の
嬌
門
よ
り
は
一
回
り
小
さ
く
、
本
丸
表
門
と
同
規
模
で
あ
る
。
二
の
丸
東
門
窓
は
左

右
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
窓
が
連
続
し
、
中
間
に
白
壁
を
は
さ
ん
で
い
る
。
中
間
に
白
壁
を
は
さ
む
も
の
も

こ
れ
以
外
に
は
な
い
の
で
、
問
題
を
残
す
。
二
の
丸
東
門
が
複
数
の
三
連
窓
か
ら
な
る
六
連
窓
で
あ
っ

て
、
中
間
に
白
壁
を
は
さ
む
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
規
模
を
考
え
れ
ば
、
左
右
引
き
戸
で
あ
っ
た
可

能
性
は
な
く
、
突
き
揚
げ
戸
と
判
断
し
て
よ
い
（
古
写
真
は
不
明
瞭
な
が
ら
、
窓
位
置
の
左
上
か
ら
右

下
へ
斜
線
が
写
っ
て
い
る
。
傷
か
も
し
れ
な
い
が
、
半
開
の
突
き
揚
げ
戸
か
も
し
れ
な
い
）
。

　
ク
上
の
橋
門
古
写
真
（
詳
細
は
以
下
に
説
明
す
る
）
は
福
岡
市
が
決
め
手
と
し
た
も
の
だ
が
、
実
際

に
は
論
議
の
さ
な
か
に
あ
る
。
ほ
か
描
写
法
が
理
解
し
づ
ら
い
コ
を
除
け
ば
、
城
門
二
階
の
窓
は
突
き

揚
げ
戸
か
出
格
子
窓
で
あ
る
。

＊
上
の
黒
門
二
階
窓
を
丸
い
二
つ
の
窓
と
す
る
図
（
九
大
・
九
粥
文
化
史
、
「
筑
前
福
岡
姿
図
」
）
が
あ
る
。
稚
拙
な
絵

　
図
で
、
写
実
性
に
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
画
か
れ
た
「
大
手
門
」
と
い
う
門
が
あ
る
が
、
位
置
も
お
か
し
く
想
像

　
上
の
産
物
と
し
か
思
え
な
い
。
各
階
の
位
置
も
郭
取
り
〈
輪
郭
〉
も
不
正
確
で
、
肝
腎
の
下
の
豊
門
窓
に
つ
い
て
は

　
白
壁
の
み
で
窓
が
な
い
。
復
原
案
で
も
重
要
資
料
と
み
な
し
て
い
な
い
が
、
丸
山
薙
成
氏
は
こ
れ
を
根
拠
に
非
連
続

　
窓
を
主
張
し
て
い
る
。
後
掲
図
4
7
、
4
8
お
よ
び
討
論
参
照
の
こ
と
（
1
9
～
2
0
頁
）
。
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議轟£娠懸轟裁晦
福岡市博物館蔵）、上の橋門

驚
鵠

薦
毒
．
響
・
麟

獣
毅
難

2928窓の部分拡大、面板上部に蝶つかい座金

　か写っている

聡　本丸表門、井元敏男氏所蔵写真

武

“

記
録
・
シ
ン
ポ
シ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
i
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

鋼　二の丸東門絵図（「黒田一成磯伝」中央・革櫓、その

　左、二の丸東門、さらに炭櫓につづく。奥・武具櫓か。

　九州大学九州文化史施設蔵）

門
の
建
築
年
代

　
今
回
復
原
す
る
下
の
橋
門
は
解
体
中
に
発
見
さ
れ
た
冠
木
の
「
文
化
二
年

□
□
」
（
1
8
0
5
）
墨
書
に
よ
っ
て
、
文
化
二
年
再
建
時
の
も
の
と
確
認
さ

れ
て
い
る
。

　
『
要
害
作
事
箇
所
附
』
（
九
大
六
本
松
図
書
館
・
桧
垣
文
庫
）
は
、
享
保
十

八
（
一
七
三
三
）
か
ら
文
政
懇
懇
年
（
一
八
一
九
）
ま
て
の
八
十
七
年
間
の

福
岡
城
建
物
の
修
理
記
録
て
あ
る
。
下
の
橋
懸
そ
の
も
の
の
記
録
は
、
ま
す

明
和
五
年
（
1
7
6
8
）
に

　
明
和
五
子
年
正
月
よ
り
七
月
成
就

一
　
下
之
橋
御
門
御
難
替

　
（
朱
）
『
四
十
八
年
目
文
化
二
丑
年
御
建
替
』

と
あ
る
（
朱
は
追
筆
て
あ
る
）
。

　
つ
き
に
文
化
二
年
（
1
8
0
5
）
記
事
は

　
文
化
二
年
　
二
月
十
七
日
取
掛
り

一
　
下
橋
御
門
新
規
建
替

　
　
御
門
櫓
通
難
役
中
二
而
相
調
候
欝
欝
、
長
崎
ヘ
ヲ
ロ
シ
ヤ
船
渡
来
二
付
、

　
　
同
所
へ
被
差
越
候
、
伍
之
解
方
よ
り
建
方
ま
て
一
式
大
工
へ
被
仰
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
浜
町
善
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
工
魚
町
弥
市

て
あ
る
。
藩
・
普
請
方
に
よ
る
直
営
て
は
な
く
、
町
方
大
工
に
依
頼
し
て
の

請
負
工
事
て
あ
っ
た
。

　
つ
つ
い
て
本
丸
表
門
の
改
修
記
録
を
み
て
お
く
。

　
　
（
朱
）
『
卯
二
七
十
六
年
』

　
延
享
元
子
年

　
一
御
本
丸
表
門
御
建
替

　
　
（
朱
）
『
六
十
八
年
目
文
化
八
年
欝
欝
下
斗
御
建
替
』
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
し
（
服
部
　
英
雄
）

　
延
享
元
年
（
1
7
4
4
）

り
を
建
て
替
え
た
と
あ
る
。

を
見
る
と
、

に
建
替
え
た
の
ち
、
六
十
八
年
後
の
文
化
八
年
（
1
8
1
1
）
に
下
ば
か

下
だ
け
の
建
替
と
は
ど
の
よ
う
な
修
理
な
の
か
。
そ
こ
で
文
化
八
年
記
事

文
化
耳
管
年

　
一
　
御
本
丸
払
御
門
新
規
御
尋
替
御
門
櫓
神
楽
桟
弐
組
取
立
引
除
、

御
門
通
建
方
之
上
、
引
戻
し

と
あ
る
。
神
楽
桟
（
か
ぐ
ら
さ
ん
、
お
か
ぐ
ら
、
ろ
く
ろ
）
は
人
力
ウ
イ
ン
チ
、
胴
巻
き
引
き
上
げ
機

で
あ
る
。
「
二
台
で
取
り
立
て
て
引
き
除
い
た
」
と
あ
る
か
ら
、
ジ
ャ
ッ
キ
で
持
ち
上
げ
コ
ロ
を
入
れ
て
、

コ
ロ
上
を
引
い
て
移
動
さ
せ
た
。
二
階
を
平
屋
し
て
お
い
て
、
一
階
部
分
を
修
理
し
た
。

　
下
の
橋
門
改
築
の
六
年
後
、
文
化
八
年
（
1
8
1
1
）
に
本
丸
表
門
が
神
楽
男
を
使
用
し
て
下
部
の

み
修
理
さ
れ
た
。
上
部
、
二
階
部
分
は
保
存
さ
れ
た
。
こ
の
記
事
が
重
要
な
の
は
二
つ
の
門
の
改
築
時

期
が
接
近
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
も
こ
の
時
期
に
福
岡
藩
が
従
来
の
城
郭
機
能
に
不
満
を
持
っ
て
、
新
機
軸
の
城
郭
に
転
換
し
て

い
た
の
な
ら
、
六
年
後
、
本
丸
表
門
と
い
う
枢
要
門
改
築
に
お
い
て
は
、
必
ず
や
そ
れ
を
採
用
し
た
で

あ
ろ
う
。
わ
ざ
わ
ざ
引
屋
を
し
て
旧
構
造
を
残
す
こ
と
は
し
な
い
。
本
丸
表
門
が
明
治
以
降
も
突
き
揚

げ
機
窓
の
ま
ま
で
、
扉
も
上
半
格
子
扉
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
福
岡
城
の
枢
要
門
が
、
廃
城
時
期
ま
で
、

お
し
な
べ
て
そ
う
し
た
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。

本
丸
表
門
と
上
の
橋
門
．
下
の
橋
門
の
共
通
性

　
本
丸
表
門
と
上
の
橋
門
・
下
の
橋
門
は
本
丸
正
門
と
三
の
丸
正
門
、
準
正
門
で
あ
る
か
ら
、
共
通
性

が
多
か
っ
た
。
腰
板
を
用
い
ず
白
壁
で
あ
る
こ
と
、
庇
が
あ
る
こ
と
、
一
階
が
上
半
分
格
子
扉
で
あ
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
。
同
じ
外
観
と
い
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
柱
一
問
分
、
本
丸
表
門
よ
り
も
上
の
橋
・
下

の
橋
門
の
方
が
広
い
と
い
う
ち
が
い
と
、
下
の
橋
門
に
は
本
丸
表
門
に
は
な
い
扉
上
の
細
長
い
連
続
格

子
が
あ
る
（
写
真
1
）
と
い
う
ち
が
い
は
あ
る
。

　
わ
ず
か
な
ち
が
い
は
あ
っ
て
も
、
同
じ
福
岡
城
に
、
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
形
態
の
門
が
あ
っ
た
。
そ
れ

な
の
に
二
階
窓
の
み
、
全
然
違
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
二
階
窓
は
両
門
と
も
に
突
き
揚
げ

戸
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

復
原
の
根
拠
と
問
題
点
・
移
動
し
た
古
赫
の
本
来
の
位
置

　
以
上
福
岡
城
の
城
門
窓
（
門
扉
上
窓
）
に
は
判
明
す
る
限
り
、
左
右
引
き
戸
は
な
い
こ
と
、
下
の
橋

門
の
み
が
異
端
の
窓
採
用
で
あ
る
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
つ
ぎ
に
は
復

原
の
根
拠
と
な
っ
た
史
料
と
、
そ
の
解
釈
を
検
討
す
る
。
下
の
橋
門
に
は
、
下
部
一
階
つ
ま
り
現
物
が

残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
時
に
有
力
な
復
原
資
料
で
あ
る
。
二
階
の
痕
跡
も
検
出
さ
れ
て
い
る
。
古
画

を
考
え
よ
う
。

　
解
体
過
程
で
の
所
見
で
は
、
一
階
屋
根
の
上
の
古
材
桁
A
お
よ
び
古
材
桁
B
に
は
、
六
尺
五
寸
の
間

隔
で
連
続
す
る
柱
穴
が
残
さ
れ
て
い
た
。
縦
の
窓
枠
を
受
け
る
穴
で
あ
る
。
古
材
桁
A
の
方
に
は
小
・

大
・
小
の
柄
穴
が
あ
っ
て
、
そ
の
位
置
か
ら
窓
枠
が
連
続
窓
と
確
認
で
き
る
。
大
納
穴
に
は
窓
柱
そ
の

も
の
が
建
ち
、
三
尺
二
寸
五
分
で
続
く
小
柄
穴
に
は
、
窓
敷
居
枠
を
中
間
で
支
え
る
束
が
建
つ
と
考
え

ら
れ
た
。
桁
B
に
は
柚
穴
大
と
も
う
一
つ
の
柄
穴
小
が
残
る
。
A
に
あ
っ
た
柄
穴
小
二
は
こ
こ
で
は
一

つ
し
が
な
か
っ
た
の
で
、
上
部
の
半
分
は
窓
だ
が
、
半
分
は
壁
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
（
図
3
2
）
。

　
こ
こ
ま
で
は
卓
見
だ
っ
た
。
だ
が
古
材
は
原
位
置
に
は
な
く
、
桁
A
、
B
と
も
、
当
初
位
置
か
ら
は

移
動
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
古
墨
は
元
は
ど
こ
に
あ
っ
た
も
の
な
の
か
。
復
元
案
で
は
古
材
桁
A
は
裏

側
（
城
内
側
・
東
側
）
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
図
3
3
、
3
4
）
。
し
か
し
実
際
に
は
、
表
・
裏
両
方
の
可

能
性
が
あ
る
。
波
多
野
設
計
室
・
中
間
報
告
0
3
・
1
2
・
2
0
（
号
外
）
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
波
多
野
設
計

室
自
身
で
も
、
A
の
当
初
位
置
は
表
側
（
城
外
側
・
西
側
）
お
よ
び
裏
側
（
城
内
側
・
東
側
）
の
二
つ

の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
裏
側
に
決
定
し
て
い
っ
た
の
は
、
後

述
す
る
上
の
俄
雪
古
写
真
か
ら
の
判
断
、
す
な
わ
ち
前
面
（
表
側
、
西
側
）
は
壁
だ
と
い
う
判
断
が
あ
っ

た
。
結
果
、
こ
の
連
続
窓
の
痕
跡
を
示
す
古
賢
A
は
表
側
に
あ
っ
た
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
。
連
続
窓

と
壁
は
両
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
復
元
考
察
で
は
旧
位
置
決
定
の
理
由
と
し
て
七
号
（
桁
B
）
と
（
桁

A
）
の
鎌
継
（
木
部
接
合
に
お
け
る
凸
凹
）
が
接
合
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
B
の
鎌
継

凸
部
は
す
で
に
二
次
加
工
さ
れ
て
本
来
の
形
状
を
失
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
説
明
に
は
説
得
力
が
な

い
。

　
現
段
階
で
は
古
車
桁
A
の
原
位
置
は
ふ
た
つ
の
可
能
性
を
残
し
た
ま
ま
だ
と
い
え
る
。
材
の
移
動
に

つ
い
て
は
未
決
定
で
、
判
断
の
決
め
手
は
な
い
。
現
在
の
選
択
さ
れ
た
案
は
表
側
が
非
連
続
窓
で
、
裏

側
が
連
続
窓
と
い
う
。
数
も
表
側
が
二
、
裏
側
が
三
と
す
る
。
し
か
し
全
国
の
城
門
を
検
討
す
れ
ば
わ

か
る
が
、
城
は
敵
が
外
に
い
る
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
る
た
め
、
外
側
（
外
部
）
に
配
慮
す
る
。
当
然

窓
の
数
は
外
側
が
多
く
な
る
。
内
側
は
外
よ
り
少
な
く
な
る
。
し
か
し
採
光
を
重
視
す
る
場
合
は
同
数

に
な
る
。
外
側
が
内
側
（
内
部
）
よ
り
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
城
門
の
機
能
か
ら
い
っ
て
、
ふ
つ
う

は
あ
り
え
な
い
。
と
り
わ
け
こ
の
門
は
三
の
丸
に
入
る
枢
要
門
で
あ
る
。
唐
津
街
道
が
通
過
す
る
外
郭

か
ら
内
郭
に
入
る
門
で
あ
る
。
防
御
性
は
最
優
先
さ
れ
た
。

　
こ
の
古
材
二
つ
を
逆
に
置
い
た
ら
ど
う
な
る
か
。

　
外
側
に
窓
が
連
続
す
る
。
内
側
に
は
壁
の
横
に
窓
が
あ
る
。
「
旧
稀
集
」
に
は
上
の
橋
門
の
内
側
（
東

側
）
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
3
0
）
。
城
内
側
の
窓
は
二
つ
か
三
つ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

一ZO
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目
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0
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初
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潔
讐
鋲
調
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麓
越
判
事
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認
講
磁
篠
翫
難
難
罐
繧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
現
在
案
を
取
り
下
げ
、
古
材
A
を
表
側
に
あ
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、

な
物
証
に
な
る
。
壁
で
は
な
く
窓
と
な
る
。
「
旧
稀
釈
」
の
絵
に
も
合
う
。

で
あ
る
。
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32古材の検討・復原案の判断・納穴と上

　の窓枠、32～34は復原設計より

33　岡右・鎌継はほんとうに接続するのか

表
側
に
連
続
窓
が
あ
っ
た
確
実

　
こ
の
可
能
性
を
追
求
す
べ
き

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
離

鱗　購上・古訓旧位置の判断は正しかったのか

古
写
真
分
析
で
の
誤
認

　
　
　
　
　
な
ぜ
柱
の
左
に
ま
で
影
が
あ
る
の
か

　
市
の
設
計
案
を
前
提
に
、
古
写
真
と
同
じ
位
置
か
ら
撮
影
し
た
場
合
を
想
定
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
（
図
版
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
使
用
し
た
が
、
こ
こ
で
の
掲
載
は
割
愛
す
る
。

原
図
は
波
多
野
事
務
所
制
作
・
提
供
）
。
正
し
い
復
原
な
ら
ぼ
両
者
は
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
似
て
い
な
い
。
復
原
案
に
よ
る
画
像
は
や
は
り
右
に
寄
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
た
。
古
写
真
か
ら

は
そ
の
よ
う
な
印
象
は
受
け
な
い
。
復
原
イ
メ
ー
ジ
は
古
写
真
と
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
古
写
真
は
手
前
が
北
側
で
あ
る
。
太
陽
は
南
（
写
真
奥
）
に
あ
る
。
復
原
案
の
よ
う
な
引
窓
で

あ
れ
ば
、
古
写
真
の
よ
う
に
写
る
だ
ろ
う
か
。
黒
熱
の
間
の
白
を
塗
喰
立
格
子
と
み
た
よ
う
だ
が
、
右

側
で
は
黒
影
が
窓
枠
の
長
さ
に
対
応
せ
ず
、
下
部
で
途
切
れ
て
い
る
。
左
側
で
は
黒
総
は
一
本
し
か
な

い
。

　
窓
は
壁
面
よ
り
も
凹
ん
で
い
る
。
窓
が
閉
ま
っ
て
い
る
状
態
で
も
、
窓
が
開
い
て
い
る
状
態
で
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
格
子
と
影
が
交
互
に
写
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
古
写
真
を
詳
細
に
み
よ
う
。
壁
上
部
に
方
杖
と
呼
ば
れ
る
軒
先
の
支
え
が
あ
る
。
方
杖
は
柱
か
ら
斜

め
上
に
伸
び
て
、
庇
を
支
え
て
い
る
か
ら
、
柱
位
置
も
わ
か
る
。
右
か
ら
二
本
目
の
柱
位
置
の
左
に
影

が
あ
る
。
復
原
は
こ
の
柱
の
右
に
窓
を
置
い
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
影
は
左
の
位
置
に
は
絶
対
に
写
ら
な

い
。
上
下
に
一
直
線
だ
か
ら
壁
の
剰
落
と
も
い
え
な
い
。
も
し
壁
だ
と
す
る
と
土
の
塊
だ
か
ら
塊
状
に

な
っ
て
落
ち
る
。
直
線
に
は
落
ち
な
い
。
こ
の
影
は
復
原
案
と
矛
盾
し
、
説
明
で
き
な
い
。

一Z1



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

舗　上の橋耳芝階窓拡大

難馨灘鑛

　　

@　

@　

@
♂

　
　
　
　
　
　
　
灘
羅

　
　
　
　
　
霧

　　

@　
　　

@　

@
灘
撫　鞍懲酔　「評　’欄　“

懸曝露講鑛難綴。難
。隷＿萄　　鵜・　轟陰灘　’　

　　驚　吟詠轡轍　　　　　　　　・　　　耽

総　土壁が蔭線になって落ちることはない。写
　真は江戸城（『古写真でみる失われた城より』
　二〇〇〇より）

古
写
真
の
特
色
・
限
界

　
古
写
真
で
は
手
前
の
面
（
北
）
が
逆
光
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
石
垣
も
壁
も
適
正
露
出

で
鮮
明
で
あ
る
。
し
か
し
光
が
直
接
当
た
っ
た
二
階
の
屋
根
瓦
は
、
本
来
黒
色
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
白
く
写
っ
て
い
る
。
屋
根
の
線
は
後
方
に
松
が
あ
る
部
分
で
は
確
認
で
き
る
が
、
松
が
な
い
箇
所
で

は
空
と
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
。
つ
ま
り
順
光
の
部
分
で
は
露
出
過
剰
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
陽
の
当
た
っ
た
場
所
で
は
細
部
が
写
っ
て
い
な
い
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
（
長
時
間

の
露
光
は
被
写
体
人
物
の
動
き
・
プ
レ
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。
写
真
2
、
3
）
。

　
熊
本
城
の
天
守
、
宇
土
櫓
の
古
写
真
（
2
4
、
2
5
、
2
6
）
を
見
て
も
突
き
上
げ
戸
は
微
妙
な
角
度
で
傾

い
て
、
太
陽
光
を
反
射
し
、
真
っ
白
に
な
っ
て
い
る
。
白
壁
に
見
え
た
も
の
は
露
光
過
剰
に
加
え
、
反

射
に
よ
っ
て
白
く
な
っ
た
突
き
揚
げ
戸
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
パ
ソ
コ
ン
上
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

　
　
　
欝

37　回状の想定と露光腰回状態

　　右より三本目の影上端は壁

　　土の崩落

騨曝騨懸罵騨1騨騨羅鰯羅覇羅懸

勇
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盛
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憂
　
　
栴
畔
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卿
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郵
　
　
　
　
γ

　
　
毒
鋤
覧
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弾
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ぱ
藍

大
嘗
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鑑
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ぎ
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　　　38　本丸表門拡大　窓板の破損

き
る
。
黒
い
板
も
フ
ォ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
明
度
を
上
げ
て
い
け
ば
、

に
な
る
か
ら
だ
。

落
下
、
淺
に
打
た
れ
た
釘
位
置
か
ら
の
腐
食
な
ど
で
あ
る
。

下
が
見
ら
れ
る
（
図
2
4
、

　
な
お
3
7
で
窓
板
よ
り
上
部
に
黒
影
を
考
え
た
が
、

ろ
う
。

真
っ
白
尼

　
　
古
写
真
の
窓
に
映
っ
た
縦
の
影
は
板
戸
が
落
下
し
た
状
態
と
考
え
る
。

　
3
8
本
丸
表
門
拡
大
と
1
2
本
丸
裏
門
写
真
で
は
窓
が
一
部
落
下
し
て
い
る
か

　
の
よ
う
で
あ
る
。
表
門
写
真
で
は
板
が
一
枚
落
下
し
た
状
況
が
よ
く
わ
か

　
る
。
隣
接
し
て
同
様
に
落
下
し
た
と
思
わ
れ
る
板
が
あ
る
。
同
じ
高
さ
に

　
機
が
あ
る
。
機
に
打
た
れ
た
釘
か
ら
腐
食
し
や
す
か
っ
た
。
た
だ
し
中
央

　
の
板
で
は
背
後
が
暗
く
、
桟
は
白
で
、
右
の
板
で
は
背
景
が
白
く
、
桟
も

　
黒
い
。
後
ろ
に
障
子
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
詳
細
は
不
明
。

　
　
熊
本
城
宇
土
櫓
の
西
南
戦
争
前
の
古
写
真
を
見
る
と
（
写
真
2
6
）
、
本
丸

　
表
門
の
窓
と
酷
似
し
た
状
況
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
板
の
落
下
、
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
本
城
大
天
守
突
き
揚
げ
窓
も
同
様
の
落

2
5
）
。
宇
土
櫓
・
大
天
守
と
も
窓
板
下
部
の
腐
食
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
三
角
形
の
影
に
つ
い
て
は
、
壁
土
崩
落
で
あ

下
の
黒
門
の
収
納
物
・
屏
風
と
い
う
の
は
本
当
か

　
復
原
案
は
下
の
橋
脚
に
屏
風
が
収
納
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
石
落
と
し
を
設
け
な
か
っ
た
。
内

部
も
執
務
室
に
な
っ
た
。
そ
の
根
拠
は
「
御
櫓
諸
口
之
覚
」
（
三
奈
二
黒
田
家
文
書
）
に

「
御
着
風
入
」

＼
一
　
松
木
坂
下
門
外
・
二
戸
前
、

r
一
下
癒
門
櫓

　
　
　
　
　
右
両
所
御
座
敷
方
請
持

と
あ
り
、
二
つ
の
櫓
が
山
か
っ
こ
で
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
写
真
3
9
）
。
確
か
に
松
木
坂
門
櫓
の

南
は
屏
風
櫓
と
も
い
わ
れ
て
お
り
（
写
真
4
0
）
、
屏
風
が
収
納
さ
れ
て
い
た
。
で
は
下
の
橋
懸
も
屏
風
門

と
い
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
し
た
事
実
は
な
い
。
と
も
に
御
座
敷
方
の
管
轄
で
あ
っ
た
こ
と

は
確
か
だ
が
、
「
御
屏
風
入
」
の
記
述
が
下
の
橋
門
に
ま
で
か
か
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

松
木
坂
御
門
櫓
は
古
写
真
が
あ
っ
て
、
西
側
か
ら
の
外
観
が
わ
か
る
（
写
真
！
3
）
。
規
模
は
『
御
要
害
御

門
法
』
に
詳
し
い
。
す
な
わ
ち
戸
前
は
五
つ
で
あ
る
。
御
門
櫓
の
北
側
は
大
組
櫓
と
い
っ
た
。
大
組
（
頭
）

の
管
轄
で
あ
っ
た
が
、
文
政
十
年
十
二
月
に
大
組
御
番
か
ら
分
間
方
に
管
轄
が
移
行
に
な
っ
た
。
こ
の



分
の
戸
前
は
二
つ
あ
っ
た
。
全
五
つ
の
戸
前
の
内
、
あ
と
の
二
つ
が
南
側
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
三
つ

は
北
側
に
あ
る
。
南
側
を
御
屏
風
櫓
と
い
い
、
戸
前
二
つ
分
が
御
座
敷
奉
行
の
預
か
り
だ
っ
た
。
大
組

櫓
と
御
屏
風
櫓
は
ほ
ぼ
同
規
模
で
い
ず
れ
も
直
角
に
曲
が
っ
て
い
る
。
扉
上
の
門
櫓
そ
の
も
の
は
こ
の

二
つ
の
櫓
に
連
続
し
て
い
る
か
ら
、
南
北
に
戸
前
は
な
い
。
北
側
の
戸
前
、
す
な
わ
ち
大
組
櫓
の
戸
前

は
一
つ
が
南
側
に
、
一
つ
が
東
側
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
南
側
、
す
な
わ
ち
御
屏
風
櫓
の
戸
前
は
一
つ
が

東
側
ま
た
は
南
側
に
、
一
つ
が
南
側
ま
た
は
東
側
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
（
屏
風
櫓
か
ら
南
方
、
桐
の
木
坂

櫓
ま
で
は
高
塀
だ
っ
た
。
『
御
要
害
作
事
箇
所
附
』
寛
政
二
年
、
写
真
1
3
・
4
0
）
。
北
の
二
つ
は
分
間
方
、

南
二
つ
が
御
座
敷
奉
行
の
管
轄
だ
っ
た
。
残
る
＝
戸
前
は
御
武
具
櫓
奉
行
の
預
か
り
で
あ
る
。
武
具
櫓

奉
行
分
の
戸
前
は
櫓
の
北
半
側
に
付
い
て
い
て
、
東
側
に
面
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
直
接
、

松
木
坂
門
櫓
に
入
る
た
め
の
戸
前
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
門
扉
の
上
は
軍
事
的
な
要
請
か
ら
、
御

武
具
櫓
奉
行
の
管
轄
に
な
っ
て
い
た
。

　
「
御
惚
風
入
」

　
一
　
松
木
坂
御
門
櫓
・
二
戸
前

と
あ
る
記
事
だ
け
を
見
る
と
、
い
か
に
も
松
木
坂
御
門
櫓
に
は
屏
風
ば
か
り
が
入
っ
て
い
た
よ
う
に
錯

覚
す
る
。
門
上
の
門
櫓
は
御
武
具
櫓
奉
行
管
轄
で
あ
る
。
櫓
は
武
具
、
道
具
を
置
き
な
が
ら
、
さ
ら
に

そ
の
櫓
特
有
の
備
品
が
あ
っ
た
（
史
料
紹
介
の
項
に
て
詳
述
す
る
）
。

　
こ
の
記
述
に
見
る
下
の
豊
門
は
御
座
敷
奉
行
の
管
轄
だ
か
ら
、
一
見
す
れ
ば
軍
事
性
は
薄
い
こ
と
に

な
る
。
だ
が
屏
風
御
門
と
呼
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
。
下
の
橋
門
店
内
部
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ

て
い
た
か
を
示
す
史
料
が
な
い
。
上
の
法
門
に
つ
い
て
は
吉
田
家
の
甲
冑
や
馬
具
・
武
具
が
置
か
れ
て

い
た
（
史
料
紹
介
解
題
、
2
9
頁
）
。
上
の
橋
門
、
松
木
坂
門
（
武
具
櫓
奉
行
管
理
）
、
御
道
具
入
れ
で
あ
っ

た
本
丸
表
門
・
裏
門
な
ど
他
の
門
（
同
上
）
と
併
せ
考
え
れ
ば
、
櫓
内
部
の
壁
に
は
槍
掛
け
、
刀
掛
け
、

鉄
砲
掛
け
が
あ
り
、
弓
や
矢
が
常
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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聴　屏風櫓（要害作事箇所附、九州大

　学図書館・六本松分館桧垣文庫）

問
題
点
2
　
渡
櫓
（
二
階
）
に
出
入
り
日
が
片
側
に
二
つ
あ
っ
て
、
反
対
側
に
な
い
こ
と

　
も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
設
計
案
で
は
渡
櫓
の
片
側
に
の
み
、
戸
が
二
つ
あ
り
、
片
側
に
全
く
な
い

こ
と
で
あ
る
（
図
7
、
8
、
9
）
。
枢
要
な
門
だ
か
ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
は
兵
士
が
二
層
の
窓
か
ら
射

撃
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
弾
薬
や
矢
な
ど
の
武
器
、
ま
た
兵
士
そ
の
も
の
が
出
入
り
し
ゃ
す
く
、
万
一

負
傷
し
た
場
合
に
も
交
代
し
や
す
い
よ
う
に
、
左
右
両
側
（
こ
の
場
合
南
北
）
に
戸
（
出
入
り
口
）
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
平
時
で
あ
っ
て
も
片
側
に
し
か
出
入
り
口
が
な
く
、
一
方
が
ふ
さ
が
れ
て
い
れ
ば
、
も
の
の
出
し
入

嗣　要害作事箇所附　（同上）「南北鯛」庇、

　語義からいえば鞘庇か

エ3

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）



記
録
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

れ
に
不
便
で
あ
ろ
う
。
火
災
の
危
険
が
あ
る
の
に
非
常
口
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
福
岡
城
は
南
に

中
心
（
本
丸
）
が
あ
る
の
に
、
そ
ち
ら
へ
の
出
口
が
な
い
と
い
う
の
も
お
か
し
な
事
で
あ
る
。

　
古
写
真
に
よ
っ
て
も
、
古
文
書
に
よ
っ
て
も
、
本
丸
表
門
に
は
南
北
に
付
属
建
物
（
下
屋
の
あ
る
建

物
、
「
南
北
鯛
庇
」
「
南
北
戸
前
二
つ
」
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
4
1
）
。
本
丸
表
門
は
こ
の
鯛

庇
に
、
そ
れ
ぞ
れ
南
と
北
に
一
つ
ず
つ
戸
前
が
あ
っ
た
。
そ
こ
ま
で
は
よ
い
の
だ
が
、
そ
の
先
、
設
計

者
は
「
戸
前
」
を
下
屋
の
あ
る
建
物
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
南
と
北
に
戸
前
が
あ
る
場
合
は
必
ず
「
南

北
」
と
明
記
す
る
が
、
下
の
宮
門
は
「
戸
前
二
つ
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
南
北
の
表
示
が
な
い
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醐　上の橋門武家屋敷配置

し
、
南
側
に
は
下
屋
の
あ
る
建
物
が
な
い
の
で
、
北
側
だ
け
に
戸
前
（
入
り
口
）
が
二
つ
な
ら
ん
で
あ
っ

た
。
以
上
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
が
、
あ
や
ま
り
と
断
定
で
き
る
根
拠
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
ま
ず
福
岡
城
で
の
「
戸
前
」
は
下
屋
の
あ
る
建
物
で
は
な
い
。
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
南

の
丸
平
櫓
は
、
古
文
書
に
「
戸
前
十
四
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
下
屋
の
あ
る
建
物
で
は
な
い
。
戸
（
入

り
口
扉
）
は
十
四
（
現
在
は
1
6
）
あ
る
。
ま
た
「
戸
前
二
つ
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
て
も
、
方
角
は

別
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
「
戸
前
二
つ
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
三
の
丸
南
西
端
・
花
見
櫓
の
場

合
、
明
治
期
の
見
取
り
図
で
、
北
と
東
に
戸
（
入
り
口
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
（
写
真
4
2
）
。

方
位
が
書
い
て
な
け
れ
ば
同
じ
方
向
に
併
置
し
て
あ
っ
た
と
い
う
大
前
提
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明

確
に
す
ぎ
る
。

　
下
の
橋
門
と
同
一
構
造
で
あ
る
上
の
幽
門
の
場
合
、
南
北
両
側
に
屋
敷
を
持
つ
二
つ
の
侍
屋
敷
（
立

花
家
・
三
奈
木
黒
田
家
）
が
鍵
を
持
っ
て
い
た
。
片
側
（
北
側
）
に
だ
け
二
つ
の
戸
が
あ
っ
て
、
反
対

側
（
南
側
）
に
な
か
っ
た
と
す
る
と
、
鍵
を
持
つ
い
っ
ぽ
う
（
三
奈
木
黒
田
家
）
が
つ
ね
に
他
人
の
屋

敷
（
立
花
家
）
を
通
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
不
合
理
を
生
じ
る
（
図
4
3
）
。
本
丸
に
は
桁
行
き
わ

ず
か
3
7
0
セ
ン
チ
巾
し
か
な
い
武
具
櫓
門
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
設
計
者
の
考
え
方
だ
と
狭
い
片

側
に
二
つ
も
の
戸
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
近
接
す
る
本
丸
鉄
砲
櫓
は
6
1
0
セ
ン
チ
の
巾

が
あ
る
が
、
戸
前
は
一
つ
で
あ
る
（
図
4
4
）
。
ほ
か
に
も
赤
坂
門
の
よ
う
な
大
き
な
門
で
も
片
側
の
み
に

戸
が
二
つ
で
あ
っ
た
な
ど
、
あ
ま
り
に
不
自
然
な
論
で
あ
る
。
下
の
橋
門
の
鯛
庇
は
北
側
に
し
が
な
か
っ

た
が
、
南
側
に
も
小
さ
な
庇
を
持
つ
戸
前
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
波
多
野
設
計
事
務
所
と
、
福
岡
市
は
、
い
か
な
る
理
由
で
片
側
に
二
つ
も
の
戸
を
作
る
の
か
、
納
税

者
で
あ
る
市
民
に
対
し
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
。

下
の
橋
門
の
位
置
づ
け
一
大
手
門
と
い
う
呼
び
方

　
以
下
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
段
階
で
は
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
の
橋
・
下
の
橋
両
門

は
三
の
丸
北
側
の
東
西
門
で
、
と
も
に
大
手
門
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
下
の
橋
門
近
く
の
旧
市
電

電
停
も
大
手
門
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
。
服
部
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
時
に
は
大
手
門
と
い
う
こ
と
ば

を
使
っ
た
。
し
か
し
江
戸
時
代
に
大
手
門
な
る
呼
称
は
な
く
、
「
御
要
害
御
門
法
」
「
御
櫓
諸
口
預
之
覚
し

「
御
要
害
御
作
事
箇
所
附
」
は
「
下
橋
御
門
」
「
下
之
御
橋
御
門
」
で
あ
る
。
ま
た
『
吉
田
伝
録
』
で
は

「
三
之
郭
西
御
門
」
と
表
記
し
て
い
る
（
＊
福
岡
県
指
定
文
化
財
の
指
定
名
称
は
「
福
岡
城
大
手
門
（
渦

三
門
）
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
三
見
門
も
含
め
て
根
拠
史
料
は
未
見
）
。

　
堀
に
四
周
を
囲
ま
れ
た
福
岡
城
三
の
丸
へ
の
入
り
口
と
な
る
門
は
、
上
の
橋
門
、
下
の
橋
門
、
追
廻

門
の
三
門
で
あ
っ
た
。
明
治
以
降
、
近
く
に
大
手
門
と
い
う
電
停
が
で
き
て
、
福
岡
市
民
に
は
大
手
門

エ4



と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
江
戸
城
や
大
坂
城
の
事
例
か
ら
す
る
と
、
大
手
門
は
ふ
つ
う
一
つ
で
、
正

門
の
意
味
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
大
手
門
が
複
数
あ
る
と
さ
れ
る
例
は
、
い
く
つ
か
あ
る
。
熊
本
城
に
は

西
大
手
・
北
大
手
・
南
大
手
が
あ
る
。
花
巻
城
、
山
形
城
、
川
越
城
、
大
須
賀
城
（
遠
江
）
、
上
野
城
（
伊

賀
）
、
岸
和
田
城
、
会
津
若
松
城
、
二
条
城
、
伏
見
城
も
同
様
で
、
複
数
大
手
門
を
も
つ
と
さ
れ
る
城
は

あ
っ
た
。
名
古
屋
城
の
場
合
に
も
、
東
大
手
（
東
御
門
）
と
い
う
呼
称
が
あ
る
。
町
名
で
も
あ
っ
て
、

市
民
に
は
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
正
式
な
大
手
は
南
の
本
町
御
門
（
熱
田
口
・
本
町
通
り
筋
）

で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
手
門
が
複
数
あ
れ
ば
、
大
手
1
1
正
門
で
は
な
い
。

　
福
岡
城
で
は
、
藩
主
が
国
入
り
の
際
に
利
用
し
た
の
は
、
小
倉
口
・
京
ロ
で
あ
る
上
の
橋
門
で
あ
っ

て
、
唐
津
口
で
あ
る
下
の
橋
門
で
は
な
い
。
地
域
の
伝
承
で
も
上
の
橋
門
か
ら
入
城
す
る
侍
と
、
下
の

橋
門
か
ら
入
城
す
る
侍
で
は
格
差
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
も
し
国
入
り
の
際
に
藩
主
が
通
行
す
る
門
が
正
門
・
大
手
門
と
定
義
さ
れ
る
な
ら
ば
、
大
手
門
は
一

つ
し
か
な
い
の
が
原
則
で
あ
ろ
う
。
正
門
は
ひ
と
つ
か
複
数
か
、
と
い
う
定
義
の
問
題
で
あ
る
。

　
今
後
、
下
の
橋
門
は
福
岡
城
で
唯
一
、
建
造
物
の
あ
る
門
と
な
る
。
そ
の
門
が
大
手
門
と
呼
ば
れ
る

と
な
る
と
、
誤
解
を
生
じ
や
す
い
だ
ろ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
至
る
経
緯

　
以
下
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
発
言
で
は
な
い
が
、
丸
山
雍
成
氏
の
発
言
の
前
提
で
あ
る
し
、
会
場
の

方
か
ら
の
疑
問
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
、
シ
ン
ポ
開
催
に
至
っ
た
経
緯
と
わ
た
し
自
身
の
関
わ
り
方
を

述
べ
て
お
き
た
い
。
服
部
は
福
岡
市
が
設
置
す
る
福
岡
城
保
存
整
備
検
討
委
員
会
委
員
の
一
人
で
あ
っ

た
が
、
下
の
幽
門
復
原
検
討
委
員
会
の
委
員
で
は
な
か
っ
た
。
前
者
は
い
わ
ば
全
体
会
の
よ
う
な
も
の
、

後
者
が
い
わ
ぼ
専
門
部
会
で
あ
る
。
た
だ
し
相
互
が
反
復
し
て
原
案
を
作
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
後
者
の
決
定
は
絶
対
的
な
も
の
で
、
後
者
の
判
断
で
文
化
庁
へ
の
提
出
文
書
が
作
ら
れ
て
い
っ

た
。
全
体
会
に
は
一
度
だ
け
文
化
庁
へ
の
提
出
す
る
案
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
平
成
1
7
年
1
月

26

`
）
。
わ
た
し
は
そ
の
場
に
い
た
し
、
窓
が
右
に
偏
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
強
く
持
っ
た
と
記
憶
す

る
。
と
う
ぜ
ん
疑
問
を
発
言
し
た
。
だ
が
文
化
庁
と
の
協
議
に
か
け
る
も
の
の
報
告
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
会
議
の
議
題
で
は
な
か
っ
た
し
、
短
い
報
告
で
、
す
ぐ
に
他
の
議
事
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
後
、
全
体
会
は
開
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
服
部
は
文
化
庁
文
化
審
議
会
第
3
専
門
調
査
会

の
委
員
で
も
あ
る
。
所
属
す
る
部
会
は
文
化
景
観
部
会
で
あ
っ
て
、
福
岡
城
で
の
現
状
変
更
（
門
復
原
）

を
直
接
審
議
す
る
史
跡
部
会
の
委
員
で
は
な
か
っ
た
。
一
年
後
、
平
成
1
8
年
の
1
月
頃
だ
っ
た
と
思
う

が
、
福
岡
城
の
資
料
を
見
た
。
調
査
会
委
員
に
は
第
3
専
門
調
査
会
会
議
資
料
、
つ
ま
り
全
体
会
資
料

が
、
事
前
に
す
べ
て
配
布
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
に
は
じ
め
て
下
の
橋
門
復
原
案
が
現
実
の
案
と
し
て
建

築
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
よ
く
よ
く
み
た
ら
入
り
口
が
片
側
（
北
側
）
の
み
に
二
つ
も
あ
っ
た
の
で
、

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

文
化
庁
の
担
当
官
に
申
し
入
れ
た
。
文
化
庁
と
し
て
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
緊
迫
し
て
い
る
。
こ
ん
ご
細

部
の
変
更
は
あ
り
う
る
と
い
う
前
提
で
、
条
件
を
付
す
か
ら
、
今
回
（
1
月
）
の
現
状
変
更
許
可
は
認

め
て
い
き
た
い
の
で
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
福
岡
市
の
復
原
検
討
委
員
会
に
お
い
て
、
説
明
の
場
を
設
け
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

が
、
な
か
な
か
委
員
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
あ
わ
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
担
当
の
天
木
詠
子
さ
ん
と
の
対
話

は
二
、
三
回
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
が
、
西
和
夫
委
員
長
の
も
と
の
下
の
勲
爵
復
原
検
討
委
員
会
は
一
〇

ケ
月
を
経
た
平
成
1
8
年
1
1
月
2
5
日
に
な
っ
て
、
や
っ
と
開
催
さ
れ
た
。
委
員
は
西
委
員
長
以
外
に
は
建

築
史
1
名
（
東
海
大
学
・
小
沢
朝
江
氏
）
が
い
た
だ
け
で
、
日
程
調
整
で
実
現
し
な
か
っ
た
と
い
う
割

に
は
、
欠
席
者
が
と
て
も
多
か
っ
た
。
定
員
は
五
名
だ
か
ら
、
定
足
数
に
満
た
な
い
会
だ
っ
た
。
わ
た

し
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
服
部
の
考
え
方
を
説
明
し
、
発
言
後
退
席
し
た
。
そ
の
あ
と
の
会
議
で
は

服
部
の
案
は
再
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
結
論
に
な
っ
た
ら
し
く
、
再
検
討
は
行
わ
な
い
と
い
う

植
木
と
み
子
教
育
長
名
の
公
文
書
（
1
2
月
6
日
付
け
）
が
服
部
研
究
室
を
訪
ね
た
担
当
の
大
庭
さ
ん
よ

り
1
2
月
6
日
に
、
服
部
に
手
渡
さ
れ
た
（
写
真
4
5
）
。

　
1
2
月
5
日
に
は
福
岡
県
文
化
財
保
護
委
員
会
史
跡
部
会
（
部
会
長
小
田
富
士
雄
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。

史
跡
福
岡
城
跡
の
現
状
変
更
で
も
あ
り
、
福
岡
県
指
定
文
化
財
で
あ
る
下
の
橋
門
の
現
状
変
更
で
も
あ

る
か
ら
、
県
と
し
て
も
問
題
点
の
検
討
に
当
た
っ
て
ほ
し
い
と
発
言
・
要
望
し
た
。

　
そ
の
あ
と
の
福
岡
県
文
化
財
保
護
委
員
会
建
造
物
部
会
（
部
会
長
宮
本
雅
明
氏
）
で
も
検
討
が
行
わ

れ
、
現
在
進
行
中
の
下
の
平
門
復
原
は
誤
り
が
あ
る
と
判
断
し
、
福
岡
市
へ
の
申
し
入
れ
文
書
を
作
成

し
、
通
達
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
前
後
し
て
文
化
庁
に
お
い
て
市
・
西
委
員
長
・
服
部
・
文
化
庁
担
当
者
間
で
協
議
が
も
た
れ

た
が
、
当
局
サ
イ
ド
は
復
原
案
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
く
り
か
え
す
の
み
で
、
そ
の
堅
持
に
懸
命
で
あ
っ

た
。
花
見
櫓
の
戸
前
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
や
り
と
り
で
、
下
の
製
糖
の
復
元
の
委
託
を
受
け

た
の
だ
か
ら
、
他
の
櫓
の
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
は
印
象
的
で
あ
る
。

も
し
福
岡
城
全
体
の
門
・
櫓
に
目
配
り
が
な
さ
れ
、
全
体
の
調
和
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
下
の

雲
門
の
み
が
不
調
和
と
な
る
設
計
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　
福
岡
市
教
育
委
員
会
は
現
在
進
行
中
の
案
で
問
題
は
な
い
と
し
た
。
い
っ
ぽ
う
福
岡
県
教
育
委
員
会

は
現
在
進
行
中
の
復
原
に
は
誤
り
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
西
氏
は
国
・
文
化
財
保
護
審
議
会
（
親
委
員

会
）
の
委
員
と
し
て
、
各
部
会
委
員
の
上
に
立
つ
存
在
で
も
あ
る
。
国
（
文
化
庁
）
は
現
状
変
更
許
可

済
み
だ
か
ら
、
指
導
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
福
岡
市
の
判
断
は
服
部
の
意
見
は
学
説
の
対
立
に
過
ぎ
ず
、
決
定
的
な
証
拠
は
な
い
。
す
で
に
何
年

も
か
け
て
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
今
更
変
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
（
『
フ
ォ
ー

Z
国
↓
』
〇
七
年
一
〇
月
号
）
。
「
何
年
も
」
と
い
う
が
、
長
い
時
聞
何
を
検
討
し
て
い
た
の
か
と
い
う
気

エ5



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
し
（
服
部
　
英
雄
）

平成18隼12月6日

教文整第704暑・

九州大学教授服部英雌様

ll欝難
平成18年度第1回播隅城跡建造物等復原整備検討委貴会

の検討結果について

　周墳より、本市文化財保護行敵にご指醇、ご脇力を賜りまして誠にありがとうご

ざいます。また、上艶委員会にご出麿いただき、ご意見を賜りましたことに深くお

礼を申し上げます。

さて、下の橋大手門蜜原劉こついて癌岡塘跡建造物等復原整鋪検討委員会におい

て討議した結果、下詑のとおり決定されましたことをお知らせいたします。

1．現行復原案を変更する積極的根拠は認められない。

2．如上の理由からシミュレーションは行わない。

　これを受けまして、福岡衛教育委員会といたしましては、現行復原案での建設を

進めることにいたしましたので、ご了承いただきたいと存じます。

轍、本市では幅隙嚇保磯備基繍想まに沿って潮見楓花購等の後庭
整備を進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともこ捲導、ご意見を賜りま

すようお願いいたします。

45福岡市教育長名の文書

感
も
な
い
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
よ
っ
て
、

緯
は
以
上
で
あ
る
。

広
く
問
題
の
所
在
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
と
考
え
た
経

エ6

に
な
る
。
復
原
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
服
部
の
力
不
足

か
も
し
れ
な
い
が
、
城
郭
研
究
者
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
も
わ
か
る
誤
り
で
あ
る
。
古
写
真
の
よ
う
な
新
資

料
が
出
な
い
限
り
変
更
の
必
要
は
な
い
と
い
う
主
張
は
、
保
身
的
な
言
辞
で
あ
ろ
う
。
下
の
橋
門
古
写

真
の
要
求
は
、
い
か
に
も
な
い
物
ね
だ
り
で
、
む
り
な
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
し
な
い
と
い
う
前

提
で
、
他
の
門
を
含
め
た
資
料
か
ら
下
の
橋
門
の
構
造
を
類
推
復
原
・
帰
納
す
る
手
法
に
た
っ
て
、
検

討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
復
原
案
の
決
定
時
、
あ
る
い
は
審
議
会
で
の
審
議
蒔
に
検
討
さ
れ
な

か
っ
た
他
の
門
に
関
す
る
資
料
も
ひ
ろ
く
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
ず
か
な
断
片
的
資
料

か
ら
の
類
推
で
は
な
く
、
多
く
の
資
料
か
ら
の
再
検
討
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
新
資
料
の
登

場
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
当
時
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
設
計
者
が
気
づ
か
ず
、
検
討
を
行
わ

な
か
っ
た
資
料
が
多
い
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
利
用
が
可
能
に
な
っ
た
福
岡
城
の
城
門
・
櫓
に
関
す
る
新

出
資
料
も
、
と
て
も
多
い
。
い
ず
れ
も
復
原
案
の
誤
り
を
強
調
す
る
も
の
ば
か
り
で
、
復
原
案
の
正
当

性
を
支
持
し
、
証
明
で
き
る
資
料
は
一
点
も
発
見
さ
れ
な
い
。
初
歩
的
な
誤
り
を
含
む
原
案
が
、
な
ぜ

権
威
あ
る
は
ず
の
い
く
つ
も
の
検
討
委
員
会
・
審
議
会
を
通
過
で
き
た
の
か
、
城
郭
建
築
の
基
本
に
た

つ
発
言
が
、
な
ぜ
一
人
か
ら
も
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。
批
判
的
意
見
が
で
な
い
と
い
う
委
員
会
の

構
成
に
も
疑
問
が
あ
る
。
文
化
財
行
政
や
審
議
会
の
中
枢
部
が
機
能
し
な
け
れ
ば
、
歴
史
像
は
ゆ
が
む
。

　
復
原
は
市
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
復
原
業
者
や
か
れ
ら
を
支
援
す
る
人
た
ち
が
資
金
を
負
担
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
市
民
が
資
金
を
負
担
し
て
い
る
。
業
者
に
丸
投
げ
し
、
新
た
な
写
真
を
出
せ

と
ば
か
り
、
く
り
か
え
す
人
々
に
、
文
化
財
保
護
へ
の
誠
意
は
感
じ
ら
れ
ず
、
市
税
の
使
途
へ
の
責
任



千
田
嘉
博
「
全
国
で
の
史
跡
整
備
・
建
物
復
原
は
正
し
い
の
か
」

1
、
城
の
土
木
工
事
を
評
価
す
る

　
　
城
の
復
原
と
い
え
ば
一
般
的
に
、
天
守
や
御
殿
と
い
っ
た
お
城
の
建
物
の
復
原
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

　
が
あ
る
。
天
守
や
櫓
門
と
い
っ
た
建
物
も
大
切
だ
が
、
土
塁
や
堀
・
石
垣
と
い
っ
た
土
木
工
事
も
城

　
の
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
の
復
原
で
は
縄
張
り
待
城
の
設
計
を
ど
う
理
解
し
、
評
価
す
る

　
の
か
と
い
う
視
点
が
十
分
で
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。

　
　
な
ぜ
土
木
工
事
1
一
「
城
の
か
た
ち
」
を
つ
か
む
こ
と
が
大
切
な
の
か
。
守
る
と
い
う
役
割
が
あ
っ

　
て
こ
そ
城
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
建
物
が
主
に
果
た
し
た
城
の
政
庁
機
能
や
生
活
機
能

　
を
解
明
す
る
こ
と
は
重
要
だ
が
、
そ
こ
が
防
御
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
城
が
城
と
し
て
評
価
さ
れ
る

　
根
本
的
な
要
素
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
堀
・
土
塁
・
石
垣
な
ど
の
防
御
施
設
を
ど
の
よ
う
に
組
み
合

　
わ
せ
て
守
っ
た
の
か
の
解
明
を
欠
い
て
、
城
を
理
解
し
た
と
は
い
え
な
い
。

　
　
堀
・
土
塁
・
石
垣
は
城
の
防
御
性
を
実
現
し
た
具
体
的
な
装
置
と
し
て
、
遺
跡
に
も
と
つ
く
城
の

　
研
究
で
は
と
り
わ
け
大
事
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
城
跡
の
整
備
・
復
原
に
と
っ
て
も
大
切
で
あ
る
。
こ

　
れ
ら
の
把
握
を
も
と
に
城
の
防
御
は
解
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
堀
・
土
塁
・
石
垣
の
様
相
を
究
明

　
す
る
こ
と
で
、
直
接
的
に
は
ど
の
よ
う
に
戦
お
う
と
し
て
い
た
か
が
わ
か
る
。

　
　
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
い
ろ
い
ろ
な
防
御
施
設
を
組
み
舎
わ
せ
て
で
き
た
「
城
の
か
た
ち
」

　
は
、
城
主
と
家
臣
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
、
地
域
と
城
と
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に

　
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
権
力
構
造
や
地
域
の
編
成
を
色
濃
く
反
映
し
た
。
だ
か
ら
「
城
の
か
た
ち
」

　
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
城
と
地
域
の
形
成
史
を
分
析
で
き
る
。
つ
ま
り
防
御
施
設
を
つ
か
む
こ
と
は
、

　
城
跡
を
資
料
と
し
て
歴
史
を
読
み
解
く
た
め
に
も
大
切
な
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
城
跡
の
整
備
・
復
原
に
お
い
て
、
天
守
や
櫓
を
再
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て

　
城
の
復
原
が
で
き
た
！
！
と
喜
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
建
物
を
い
か
に
正

　
し
く
復
原
す
る
か
も
大
き
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
防
御
施
設
も
含
め
た
総
体
と
し
て
の
城
跡
を
い
か

　
に
適
切
に
整
備
・
復
原
し
て
い
く
か
、
全
体
を
見
通
す
視
野
と
意
識
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
、
城
跡
と
ど
う
向
き
合
う
の
か

　
　
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
完
全
に
埋
没
し
て
い
る
例
が
多
い
が
、
遺
跡
に
な
り
た
て
の

　
中
・
近
世
城
郭
は
埋
没
し
き
っ
て
お
ら
ず
、
地
表
面
か
ら
の
観
察
が
可
能
で
あ
る
。
と
り
わ
け
城
跡

　
は
埋
没
ス
ピ
ー
ド
が
遅
く
開
発
が
少
な
い
山
や
丘
に
よ
く
残
っ
て
い
る
。
藪
を
か
き
分
け
城
跡
を
訪

　
ね
る
と
、
堀
や
土
塁
、
曲
輪
（
く
る
わ
：
防
御
し
た
削
平
地
）
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
し
か
し
一
般
に
こ
う
し
た
土
木
工
事
の
跡
だ
け
で
は
、
城
は
残
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。
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「
行
っ
て
も
何
も
な
い
よ
」
と
城
跡
探
訪
の
折
に
何
度
地
元
の
人
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
か
。

土
木
工
事
の
跡
は
地
域
の
豊
か
な
歴
史
を
語
り
か
け
て
く
れ
る
の
に
、
淋
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
多
く
の
市
民
が
「
何
も
な
い
」
と
思
う
状
態
で
は
、
城
跡
の
保
護
や
活
用
も
進
ま
な
い
。
そ
こ
で

す
ぐ
れ
た
城
跡
を
史
跡
と
し
て
指
定
し
、
行
政
・
専
門
家
・
地
域
の
人
び
と
が
知
恵
を
出
し
合
っ
て
、

整
備
や
復
原
す
る
活
動
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
い
く
つ
か
具
体
的
な
事
例
を
紹
介
し
た
い
。
某
県
某
市
の
城
跡
で
は
、
整
備
の
た
め
に
正
確
な
は

ず
の
測
量
図
を
つ
く
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
城
跡
を
訪
ね
て
驚
い
た
。
藪
を
少
し
か
き
分
け
て
歩
け

ば
わ
か
る
堀
や
土
塁
が
測
量
図
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
調
査
の
最
初
に
城
跡
を
一
通
り

歩
い
て
み
る
、
と
い
う
手
順
す
ら
踏
ん
で
い
な
か
っ
た
の
だ
。
い
き
な
り
発
掘
す
れ
ば
よ
い
の
で
は

な
く
、
ま
ず
は
地
表
面
か
ら
観
察
し
て
調
べ
る
と
い
う
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
手
順
が
大
切
な
の
で
あ

る
。　

愛
媛
県
大
洲
城
で
は
天
守
と
櫓
の
一
部
が
復
原
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
本
丸
の
周
囲
に
櫓
が
と

り
ま
い
て
い
た
の
だ
が
予
算
の
都
合
か
、
天
守
と
脇
の
櫓
し
か
復
原
さ
れ
て
い
な
い
。
天
守
の
周
囲

だ
け
を
立
体
復
原
し
た
だ
け
な
の
で
、
本
来
の
建
物
の
つ
な
が
り
や
役
割
が
見
え
に
く
い
。
ま
た
本

丸
の
中
ま
で
車
で
こ
ら
れ
る
よ
う
に
道
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
と
て
も
開
放
的
な
城
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

　
本
来
は
城
で
あ
っ
た
か
ら
開
放
的
で
は
な
く
、
車
道
が
本
丸
に
入
る
位
置
に
門
の
妻
側
へ
折
れ
曲

が
っ
て
城
内
に
入
る
複
雑
な
櫓
門
が
建
っ
て
い
た
。
実
は
そ
の
櫓
門
は
発
掘
調
査
で
確
認
さ
れ
て
い

た
。
こ
う
し
た
遺
構
を
活
か
し
て
、
さ
ら
に
整
備
・
復
原
の
全
体
計
画
を
検
討
す
る
余
地
は
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
管
理
用
道
路
な
ど
の
必
要
性
は
分
か
る
が
、
そ
こ
を
両
立
さ
せ
る
の
が

城
跡
の
整
備
だ
と
思
う
。
天
守
が
よ
み
が
え
っ
て
よ
か
っ
た
と
、
心
か
ら
喜
べ
な
い
。

3
、
城
跡
整
備
に
は
ど
う
し
て
時
間
が
か
か
る
の
か

　
　
城
の
整
備
・
復
原
は
幾
重
に
も
手
順
を
踏
み
、
厳
密
な
手
続
き
を
要
す
る
の
で
、
時
間
が
か
か
る
。

　
お
お
む
ね
整
備
の
実
現
ま
で
に
は
次
の
よ
う
な
手
順
が
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。
ω
保
存
管
理
計
画
の

　
策
定
：
城
跡
を
保
護
・
管
理
す
る
た
め
の
根
本
的
な
方
針
の
立
案
、
②
基
本
構
想
：
城
跡
の
保
護
・

　
整
備
を
ど
う
す
る
か
、
基
本
的
な
構
想
を
立
案
、
㈹
基
本
計
画
：
さ
ら
に
具
体
的
な
計
画
立
案
、
ω

　
実
施
計
画
：
各
部
分
の
整
備
・
復
原
に
関
わ
る
詳
細
計
画
の
立
案
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
資
料
・
発
掘
調
査
を
し
、
き
ち
ん
と
し
た
根
拠
を
持
っ
て
、
整
備
・
復
原

　
し
て
い
く
。
確
実
な
史
料
・
資
料
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
史
実
と
し
て
わ
か
る
の
か
、
現
存
す
る

　
建
物
と
比
較
し
て
ど
う
な
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
・
解
釈
を
加
え
な
が
ら
、
遺
跡
を
保
存
す
る
こ

　
と
を
前
提
に
整
備
が
進
め
ら
れ
る
。
専
門
家
の
た
め
で
は
な
く
、
市
民
誰
も
が
城
跡
の
す
ば
ら
し
さ

一Z7
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を
体
感
で
き
る
、
開
か
れ
た
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

城
を
築
い
た
後
北
条
氏
は
ず
い
ぶ
ん
冷
た
い
大
名
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
図
4
6

18

4
、
ど
こ
ま
で
史
実
に
せ
ま
れ
る
の
か

　
　
市
民
・
行
政
・
専
門
家
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
英
知
を
結
集
し
て
城
跡
の
整
備
・
復
原
は
行
わ
れ

　
る
。
し
か
し
決
定
的
な
史
料
や
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
発
掘
を
し
て
も
す
べ
て
が

　
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
史
・
資
料
か
ら
の
推
測
や
類
例
か
ら
の
類
推
が
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る

　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
城
跡
の
整
備
案
・
復
原
案
を
詰
め
て
い
く
と
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
一
…
別

　
の
解
釈
が
で
て
く
る
。

　
　
東
京
都
八
王
子
城
で
は
城
ま
で
の
歴
史
的
な
道
筋
が
よ
く
整
備
さ
れ
、
谷
を
渡
る
橋
が
整
備
さ
れ

　
た
。
城
道
に
着
目
し
た
整
備
は
す
ぐ
れ
た
発
想
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。
整
備
さ
れ
た
城
跡
を

　
訪
ね
る
と
、
復
原
さ
れ
た
橋
を
渡
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
橋
の
復
原
で
は
館
か
ら
谷
を
挾
ん
だ
対

　
岸
で
見
つ
か
っ
た
橋
脚
台
の
方
位
を
も
と
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
橋
が
伸
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
復
原

　
さ
れ
た
。
す
る
と
館
側
で
接
す
る
石
塁
に
櫓
台
状
の
石
垣
の
高
ま
り
が
あ
り
、
内
側
に
は
小
さ
な
階

　
段
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
橋
に
直
結
し
た
城
道
と
解
釈
し
て
そ
こ
に
橋
が
渡
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

　
な
ぜ
か
、
そ
の
隣
に
ま
る
で
出
入
り
口
の
よ
う
に
な
っ
た
謎
の
開
口
部
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
岐
阜
県
岩
村
城
に
は
江
戸
蒔
代
の
絵
図
が
残
っ
て
お
り
、
橋
の
形
が
明
確
に
わ
か
る
。
橋
は
櫓
の

　
前
で
9
0
度
曲
が
り
、
L
字
形
に
な
っ
て
い
た
。
橋
の
正
面
に
櫓
を
置
い
て
、
敵
を
撃
て
ば
、
敵
は

　
な
か
な
か
橋
を
わ
た
っ
て
こ
ら
れ
な
い
。
城
と
し
て
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
守
り
や
す
い
。

　
　
で
は
八
王
子
城
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
橋
を
ま
っ
す
ぐ
に
復
原
し
て
橋
の
幅
よ
り
ず
っ
と
狭
い
階
段

　
に
つ
な
ぐ
よ
り
は
、
L
字
に
曲
げ
て
開
口
部
に
つ
な
ぐ
ほ
う
が
、
ず
っ
と
自
然
で
合
理
的
な
よ
う
に

　
も
思
わ
れ
る
。
謎
の
開
口
部
も
う
ま
く
説
明
で
き
る
。
た
だ
し
八
王
子
城
に
は
詳
細
な
絵
図
は
伝
わ

　
ら
ず
、
本
当
に
橋
が
L
宇
形
に
な
っ
て
い
た
か
は
証
明
が
難
し
い
。

　
　
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
遺
構
を
整
合
的
に
説
明
で
き
る
い
く
つ
か
の
解

　
釈
が
可
能
で
あ
り
、
整
備
・
復
原
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
案
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

　
す
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
。
こ
う
し
た
情
報
を
来
訪
者
に
提
供
す
る
こ

一
ら
砦
だ
け
で
な
く
来
訪
者
自
身
で
城
騎
聖
母
を
で
聡
圃
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
　
　
　
ほ
　
り

き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
思
う
。

　
静
岡
県
山
中
城
は
本
格
的
に
中
世
の
山
城
が
整
備
さ
れ
た
記
念
碑
的

な
遺
跡
で
あ
る
。
山
中
城
の
整
備
で
は
、
西
里
と
呼
ん
で
い
る
曲
輪
が

城
の
設
計
的
に
孤
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
入
っ
た
ら
行
き
止

ま
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
後
方
の
曲
輪
に
連
絡
で
き
な
い
。
こ
の
曲
輪

の
守
備
兵
は
援
軍
の
可
能
性
も
な
く
、
た
だ
耐
え
る
し
か
な
い
。
こ
の

⑤は、孤立している

　
愛
知
県
名
古
屋
城
に
は
、
本
丸
の
前
に
四
角
い
“
馬
出
し
”
と
い
う
空
間
が
あ
る
。
馬
出
し
と
は

出
入
り
口
の
前
に
築
い
た
堀
の
外
側
の
前
進
陣
地
で
あ
っ
た
。
両
脇
（
も
し
く
は
片
脇
）
に
外
へ
と

つ
づ
く
城
道
が
つ
な
が
っ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

　
山
中
城
の
⑤
も
④
と
橋
を
渡
し
た
”
馬
出
し
”
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
現
在
の
⑤
は
孤
立
無
援

の
場
だ
が
、
④
の
馬
だ
し
と
考
え
る
と
、
主
要
な
部
分
の
先
端
に
攻
め
に
も
守
り
に
も
都
合
の
よ
い

空
間
を
置
い
て
守
っ
て
い
た
、
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
城
と
な
る
。
た
か
が
橋
ひ
と
つ
で
も
、
大

き
く
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
る
。

　
八
王
子
城
も
山
中
城
も
き
ち
ん
と
手
順
を
踏
ん
で
整
備
案
が
つ
く
ら
れ
た
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
そ
れ
で
も
別
の
案
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
城
の
整
備
・
復
原
に
は
詰

め
切
れ
な
い
部
分
も
時
に
は
残
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
確
実
な
部
分
だ
け
で
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
新
潟
県
江
上
館
は
史
跡
と
し
て
よ
く
整
備
さ
れ
た
平
地
の
星
形
の
城
郭
で
あ
る
。
櫓
門
を
発
掘
で

確
か
に
わ
か
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
つ
く
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
櫓
が
上
が
っ
て
い
た
の
か
、
学
術
的
に
不

確
か
な
の
で
、
上
の
部
分
は
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
（
門
の
上
の
櫓
は
わ
ず
か
に
柱
を
示
し
た
に
と
ど

め
て
あ
る
）
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
学
問
的
良
心
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
の
で
、
復
原

し
た
門
が
す
べ
て
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
、
本
当
は
上
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
。
何
年

か
前
に
歴
史
・
考
古
学
を
学
ぶ
、
あ
る
大
学
の
学
生
を
引
率
し
て
見
学
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
ほ

ぼ
全
員
が
誤
解
し
て
、
本
来
の
意
図
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
説
明
板
を
お
く
こ
と
で
、

見
る
人
が
受
身
で
は
な
く
、
ど
ん
な
櫓
が
あ
が
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
、
遺
跡
を
も
っ
と
楽
し
む
こ

と
が
で
き
る
。

　
北
海
道
上
ノ
国
勝
山
館
は
整
備
が
進
ん
で
い
る
北
の
地
域
を
代
表
す
る
城
郭
の
一
つ
で
あ
る
。
初

期
の
復
原
で
は
土
塁
の
上
の
塀
は
、
隙
間
の
な
い
塀
だ
っ
た
。
立
派
で
厳
重
な
守
り
の
塀
に
見
え
る

が
、
敵
が
塀
を
乗
り
越
え
て
か
ら
し
か
守
れ
な
い
。
守
る
の
で
あ
れ
ば
、
敵
が
近
づ
い
て
く
る
段
階

か
ら
守
り
た
い
。
現
在
は
、
隙
間
の
あ
る
塀
が
採
用
さ
れ
、
隙
間
か
ら
近
づ
い
て
く
る
敵
を
撃
て
る

よ
う
に
変
わ
っ
た
。
ち
な
み
に
佐
賀
の
吉
野
ヶ
里
遺
跡
も
隙
間
の
な
い
塀
に
な
っ
て
い
る
。
櫓
か
ら

敵
を
見
ら
れ
る
が
、
守
り
に
く
い
。

　
滋
賀
県
安
土
城
で
は
調
査
に
基
づ
い
て
本
丸
御
殿
の
復
原
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
武
家
屋
敷
の
書

院
風
な
建
物
で
な
く
、
京
都
の
清
涼
殿
そ
っ
く
り
の
造
り
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
と
こ
ろ

が
建
築
史
学
の
研
究
者
に
よ
る
批
判
に
よ
る
と
、
礎
石
か
ら
は
部
屋
と
部
屋
の
境
の
位
置
は
わ
か
ら

な
い
。
清
涼
殿
風
の
平
面
に
し
ょ
う
と
い
う
意
志
な
し
で
は
、
こ
の
図
面
は
で
き
な
い
。
発
掘
さ
れ

た
礎
石
や
痕
跡
の
都
合
の
よ
い
も
の
を
使
い
、
検
出
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
加
え
て
復
原
し
て
い
る
、



と
い
う
。
結
局
、
清
涼
殿
を
発
掘
に
当
て
は
め
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
論
議
を
尽
く
し
て
研
究
を
行
っ
て
も
、
資
料
の
限
界
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
持
つ
意

味
の
読
み
取
り
方
の
違
い
で
、
い
く
つ
か
の
評
価
や
解
釈
の
違
い
が
生
じ
る
可
能
性
が
残
っ
て
し
ま

う
。
従
来
の
整
備
で
は
、
そ
の
う
ち
ひ
と
つ
を
復
原
と
し
て
示
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
別

の
評
価
や
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
別
の
案
も
合
わ
せ
て
表
示
す
る
こ
と
が
大

切
だ
。
別
の
評
価
や
解
釈
を
示
す
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
史
跡
整
備
を
考
え
て
い
く
上
で
、
す
べ
き

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
参
考
例
と
し
て
、
八
戸
根
城
を
あ
げ
る
。
御
殿
が
復
原
さ
れ
て
い
る
が

別
の
案
が
模
型
で
示
さ
れ
て
い
る
。
三
内
丸
山
遺
跡
の
六
本
柱
も
参
考
例
の
一
つ
だ
。
柱
が
立
っ
て

い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
上
は
詰
め
切
れ
な
い
。
屋
根
＋
床
の
櫓
な
の
か
、
床
だ
け
な
の
か
、
そ
れ

と
も
柱
だ
け
な
の
か
。
床
だ
け
の
案
が
復
原
と
し
て
示
さ
れ
、
ほ
か
の
案
は
展
示
で
示
さ
れ
て
い
る

（
現
在
は
展
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
模
型
は
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
）
。

　
ど
の
史
跡
で
も
城
跡
で
も
、
解
釈
の
違
い
が
生
じ
る
。
違
い
を
よ
り
わ
か
り
や
す
い
形
で
提
供
し

て
い
く
。
ま
た
、
違
い
を
含
め
て
、
見
る
人
が
一
緒
に
考
え
体
感
で
き
る
よ
う
に
情
報
を
提
供
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
に
な
る
。

記
録
・
シ
ン
ぷ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

討
　
論

丸
山
三
三
先
生

　
委
員
会
の
考
え
方
と
服
部
先
生
の
考
え
方
は
対
立
し
て
お
り
、
委
員
会
は
服
部
先
生
の
意
見
を
す
べ

て
拒
否
し
て
い
る
。

　
地
域
史
の
立
場
か
ら
話
を
す
る
。

　
下
の
三
門
の
二
階
は
、
A
↓
B
↓
C
↓
D
↓
E
と
い
う
順
で
変
わ
っ
て
い
る
。
（
丸
山
先
生
の
配
布
資

料
参
照
、
図
4
7
）
　
D
の
あ
た
り
ま
で
は
同
じ
だ
が
、
E
に
な
る
と
、
ほ
か
と
少
し
違
っ
て
い
る
。
E
は

時
代
的
に
下
る
。
上
の
橋
門
は
窓
が
3
つ
、
下
の
橋
門
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
上
の
橋
門
は
連
結
窓
で

は
な
く
、
あ
い
た
窓
の
よ
う
に
見
え
る
。
下
の
三
門
が
建
て
ら
れ
た
文
化
年
間
に
も
っ
と
も
近
い
か
ら

E
（
図
4
8
）
を
史
料
と
し
て
重
視
で
き
る
（
＊
服
部
報
告
　
8
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
委
員
会
は
平
成
1
7
年
1
月
で
は
連
結
窓
に
し
て
い
た
が
、
2
月
に
は
現
在
の
案
（
あ
い
た
窓
、
非
連
続

窓
）
に
し
た
。
な
ぜ
変
え
た
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
・
服
部
先
生
に
抗
議
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。

　
委
員
会
は
服
部
先
生
案
に
つ
い
て
、
協
議
は
し
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
両
者
に
歴
史
に
対
す
る

認
識
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

＊
平
成
1
7
年
1
月
の
委
員
会
が
丸
山
先
生
座
長
の
福
岡
城
跡
整
備
委
員
会
を
さ
す
も
の
か
、
西
和
夫
氏
座
長
の
下
の

橋
門
検
討
委
員
会
を
さ
す
も
の
か
は
不
明
。
「
取
り
扱
い
注
意
」
と
あ
る
平
成
1
7
年
1
月
1
8
日
文
化
庁
事
前
説
明
資
料

は
連
結
窓
で
、
現
在
の
案
に
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
）
。

（復原設計より）図47
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福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
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史
跡
整
備
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功
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」
（
服
部
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雄
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A
の
時
代
で
は
、
戦
闘
・
軍
事
的
機
能
の
た
め
に
突
き
上
げ
戸
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
時
代
が

下
が
る
と
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
元
和
6
年
に
福
聞
城
は
、
天
守
閣
と
石
垣
を
な
く
し
て
、
城

を
は
だ
か
に
し
た
。
城
の
外
側
は
土
手
に
な
り
、
戦
争
を
す
る
上
で
の
利
は
下
が
っ
た
。
福
岡
城
は
軍

事
性
の
な
く
な
っ
た
城
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
事
性
で
大
手
門
（
下
の
橋
門
）
の
あ
り
方
を
説

明
す
る
の
は
、
難
し
い
。
福
岡
城
は
、
軍
事
的
な
設
計
は
し
て
い
な
い
。
軍
事
性
を
表
面
に
出
さ
な
い

か
た
ち
で
城
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

服
部

　
最
初
元
和
に
は
軍
事
に
無
関
心
で
わ
ざ
と
福
岡
城
を
破
却
し
た
が
、
文
化
文
政
期
に
は
軍
事
性
が

ア
ッ
プ
し
た
、
し
か
し
そ
の
と
き
に
改
築
さ
れ
た
下
の
橋
門
だ
け
は
軍
事
を
無
視
し
た
と
い
う
趣
旨
に

聞
い
た
。
初
め
て
聞
い
た
。

　
丸
山
先
生
は
、
戸
前
が
片
側
に
2
つ
で
、
反
対
側
に
な
く
て
も
よ
い
と
お
考
え
か
P

丸
山
先
生

　
そ
う
で
す
。

服
部

　
丸
山
先
生
が
提
示
さ
れ
た
資
料
は
い
つ
の
段
階
の
も
の
か
、

「
服
部
が
納
得
」
と
あ
る
が
、
納
得
し
た

こ
と
は
な
い
。
以
前
は
、
建
築
部
門
は
専
門
外
だ
と
思
っ
て
中
身
を
検
討
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
し
か

に
わ
か
ら
ず
、
何
も
い
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
は
設
計
者
が
材
木
（
古
材
）
の
位
置
を
取
り
違

え
、
そ
の
結
果
、
裏
側
の
窓
が
増
え
て
し
ま
っ
た
と
わ
か
っ
た
。

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
聞
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
今
回
、
丸
山
先
生
は
最
初
か

ら
準
備
し
て
こ
ら
れ
た
資
料
を
配
布
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
説
明
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
が
新
た
に
提

示
し
た
根
拠
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
丸
山
先
生
の
新
見
解
が
欲
し
か
っ
た
と
思
う
。

増
渕
徹
先
生

　
整
備
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
歴
史
的
な
も
の
を
ど
う
評
価
し
、
ど
う
追
究
し
、
そ
の
中
の
特
性
部
分

を
ど
う
あ
つ
か
う
か
と
い
う
段
階
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
な
も
の
の
中
の
歴
史
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
抜
け
て
は
い
け
な
い
。
大
事
な
こ
と
は
、
対
象
の
全
体
、
そ
れ
が
っ
く
ら
れ
た
当
初
の
統
一

的
な
発
想
を
ど
う
解
析
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
縄
張
り
を
見
つ
め
た
り
、
個
々
の
持
っ
て
い
る
機
能

を
お
さ
え
た
り
し
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
視
点
が
必
要
に
な
る
。

　
福
岡
城
は
、
黒
田
藩
が
築
城
し
て
幕
末
ま
で
、
黒
田
の
所
有
で
あ
っ
た
と
い
う
、
恵
ま
れ
た
条
件
を

持
っ
て
い
る
。
黒
田
家
に
関
す
る
資
料
で
、
変
遷
の
追
跡
が
で
き
る
。
そ
の
追
跡
を
服
部
先
生
が
さ
れ

て
、
原
案
と
違
う
立
場
を
と
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
福
岡
城
の
復
原
に
あ
た
っ
て
、
き
ち
ん
と
し
た
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
、
意
見
が
わ
か
る
材
料
が
な
い
と
い

け
な
い
。
古
写
真
は
重
要
な
資
料
に
な
る
。
し
か
し
、
古
写
真
を
ど
う
評
価
す
る
か
は
難
し
い
問
題
だ
。

古
写
真
を
見
て
、
服
部
先
生
は
連
続
窓
と
解
釈
し
た
が
、
福
岡
市
は
2
つ
の
窓
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

　
歴
史
を
見
て
い
る
と
、
間
違
い
は
生
じ
る
。
見
た
い
も
の
を
見
る
た
め
の
解
析
を
し
て
し
ま
っ
た
り
、

解
析
し
た
け
れ
ど
も
見
た
い
も
の
だ
け
が
見
え
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
す
る

か
は
、
難
し
い
と
思
う
。
失
敗
例
と
し
て
、
秋
田
の
払
田
棚
（
ほ
っ
た
の
さ
く
）
を
挙
げ
る
。

　
南
門
と
棚
を
復
元
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
門
を
作
っ
て
い
る
と
き
に
、
南
門
か
ら
わ
ず
か
5
0
m
西

側
で
調
査
に
よ
り
、
河
川
が
見
つ
か
っ
た
。
棚
は
川
の
中
に
も
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
し
っ
か
り
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
棚
は
川
の
手
前
で
切
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
外
郭
で
一
番
重
要
な
防
衛
の
中
核

だ
か
ら
、
ぐ
る
つ
と
塀
が
連
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
5
0
m
…
も
い
か
な
い
と
こ
ろ
で
、

棚
は
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
防
衛
と
い
う
考
え
自
体
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
と
反
省
し
た
。
反
省

し
た
後
で
よ
く
わ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
内
側
の
塀
で
は
、
何
回
も
立
て
替
え
た
跡
が
あ
っ
た

の
に
、
一
番
外
側
の
塀
で
は
立
て
替
え
た
跡
が
な
か
っ
た
こ
と
だ
。
そ
の
段
階
で
得
ら
れ
て
い
る
情
報

を
ど
う
評
価
す
る
の
か
。
そ
の
時
点
で
見
ら
れ
た
も
の
、
見
た
い
も
の
だ
け
を
見
て
い
た
よ
う
な
気
が

す
る
。
ま
だ
見
ら
れ
な
い
側
を
想
定
し
て
考
え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
自
分
の
歴
史
の
見
方
や
歴
史

観
が
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
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八
王
子
城
の
橋
は
、
橋
脚
台
の
礎
石
が
見
つ
か
り
、
反
対
側
に
見
つ
か
っ
た
階
段
に
ぶ
ち
当
た
る
と

い
う
前
提
で
設
計
さ
れ
た
。
八
王
子
城
は
右
岸
か
ら
左
岸
に
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
設
計
さ
れ
た

あ
と
に
、
左
岸
に
開
ロ
部
が
見
つ
か
っ
た
が
、
右
岸
の
み
の
デ
ー
タ
で
は
橋
は
今
の
よ
う
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。

　
今
、
私
た
ち
が
見
て
い
る
資
料
、
発
掘
の
結
果
か
ら
考
え
て
い
る
デ
ー
タ
が
、
今
後
変
わ
ら
な
い
と

い
う
保
証
は
な
い
。
今
の
判
断
が
正
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

　
文
化
財
は
、
ず
っ
と
残
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
残
し
て
い
く
段
階
で
、
決
し
て
間
違
い
を
つ
く
っ

て
は
い
け
な
い
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
1
0
0
％
確
実
に
は
言
え
な
い
部
分
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
い

か
な
る
根
拠
で
、
い
か
な
る
理
解
を
し
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
し
た
か
と
い
う
説
明
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
提
示
す
る
こ
と
で
、
説
明
責
任
を
果
た
し
、
次
の
時
代
に
批
判
的
な
材
料
と
し
て
利

用
し
て
も
ら
う
チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
っ
て
い
け
る
。

　
八
王
子
城
は
間
違
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
間
違
っ
た
通
路
は
通
路
と
し
て
整
備
し
、
石
垣
も
作
っ

て
、
本
当
に
近
い
姿
を
見
せ
て
い
る
の
で
、
誰
で
も
説
明
が
あ
れ
ば
、
問
違
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。
通

路
を
ふ
さ
い
だ
り
し
て
、
無
理
し
て
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
ず
、
正
直
に
誤
り
を
見
せ
て
い
る
。
誤
り
を

見
て
考
え
て
も
ら
う
材
料
を
呈
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
福
岡
城
の
下
の
忌
門
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
結
論
は
持
っ
て
い
な
い
。

　
こ
う
い
う
議
論
が
あ
り
、
こ
ん
な
解
析
の
可
能
性
、
こ
う
い
う
別
の
解
釈
・
理
解
も
あ
っ
た
こ
と
を

資
料
と
し
て
残
し
、
次
の
世
代
に
生
か
す
準
備
を
ま
ず
す
べ
き
だ
。
す
ぐ
に
白
黒
つ
け
る
こ
と
が
優
先

す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

嚴
部

　
思
い
込
み
は
歴
史
を
考
え
る
場
合
に
ど
う
し
て
も
あ
る
。
ひ
と
つ
の
面
を
切
り
取
っ
て
見
て
し
ま
う

の
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
視
点
・
世
界
が
な
い
と
、
真
相
に
は
い
き
あ
た
ら
な
い
。

　
そ
の
案
は
議
案
と
し
て
記
録
と
し
て
残
す
、
も
う
ひ
と
つ
模
型
を
作
る
、
建
て
直
す
と
き
に
直
せ
ば

い
い
と
か
言
わ
れ
た
。
建
て
替
え
は
我
々
の
あ
と
の
時
代
の
話
に
な
る
。
記
録
が
作
成
さ
れ
る
か
ど
う

か
も
わ
か
ら
な
い
し
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
建
替
と
い
っ
た
先
の
話
で
は
、
誰
が
読
ん
で
く
れ
る
の
か

も
わ
か
ら
な
い
。
自
分
た
ち
が
生
き
て
い
な
い
時
代
に
持
ち
越
す
こ
と
は
、
無
責
任
だ
と
思
う
。
門
を

写
生
す
る
子
供
た
ち
に
は
、
真
実
を
見
せ
た
い
。

宮
武
正
登
さ
ん

　
建
物
に
か
か
わ
ら
ず
、
お
城
で
は
特
に
、
石
垣
・
土
木
な
ど
ト
ー
タ
ル
な
形
で
の
整
備
が
求
め
ら
れ

る
。
そ
こ
で
、
技
術
や
表
現
の
耐
久
性
の
限
界
が
出
て
く
る
。

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）

　
3
0
年
前
は
石
垣
の
形
や
歴
史
的
価
値
、
時
代
層
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
評
価
や
研

究
が
進
み
、
石
垣
も
時
代
的
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
石
垣
も
そ
の
当
時
の
石
垣
を
つ
く
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
現
在
残
っ
て
い
る
石
垣
は
、
上
半
分
が
な
い
こ
と
が
多
い
。
自
然
崩
壊
で
な
く
、
人
工
的
に
壊
さ
れ

て
い
る
。
壊
れ
て
い
る
か
ら
と
、
も
と
の
高
さ
ま
で
直
す
と
、
人
為
的
に
壊
さ
れ
た
と
い
う
重
要
な
部

分
は
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

　
完
全
な
も
の
を
保
存
す
る
よ
り
、
壊
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
保
存
す
る
の
は
難
し
い
。
壊
れ
た
状
態
の

石
垣
を
ど
う
整
備
す
る
の
か
。
石
垣
の
削
れ
た
部
分
に
土
を
盛
っ
て
、
芝
生
で
覆
う
と
、
壊
れ
た
と
き

の
状
態
で
は
な
い
。
し
か
し
、
壊
れ
た
ま
ま
を
表
現
す
る
と
、
崩
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
矛
盾
を
承
知
で

整
備
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
の
橋
門
の
石
垣
の
真
ん
中
に
、
大
き
な
石
が
は
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
鏡
石
と
呼
ば
れ
、
景
観
を

よ
く
す
る
た
め
だ
け
に
は
め
ら
れ
て
い
る
。
大
き
さ
の
割
に
薄
く
、
将
棋
の
駒
の
よ
う
で
、
自
立
ち
で

き
な
い
。
危
な
い
し
、
石
垣
の
自
然
崩
壊
を
招
く
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
石
垣
を
き
れ
い
に
整
備
す
る

た
め
に
、
こ
の
危
な
い
石
を
戻
す
か
、
ど
う
か
。
こ
の
石
を
入
れ
る
と
、
安
全
で
あ
る
保
証
は
も
て
な

い
。
し
か
し
、
入
れ
な
け
れ
ば
、
文
化
財
の
保
存
で
は
な
い
。
不
安
定
だ
が
、
時
代
像
、
価
値
を
示
す

特
質
な
の
で
、
も
と
あ
っ
た
と
お
り
に
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
安
定
な
の
を
承
知
で
補
修
、

整
備
、
復
原
す
る
。
こ
れ
は
、
文
化
財
に
必
ず
、
宿
命
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
矛
盾
と
い
え
る
。

　
唐
津
城
の
天
守
閣
は
も
と
も
と
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
か
っ
た
も
の
を
作
っ
た
（
会
場
お
ど
ろ
き
の

声
）
。
天
守
閣
を
作
っ
て
3
0
年
、
半
世
紀
も
た
た
な
い
う
ち
に
天
守
閣
は
も
と
も
と
あ
っ
た
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
な
か
っ
た
も
の
を
つ
く
る
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

　
矛
盾
を
承
知
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
整
備
・
欠
陥
を
は
ら
ん
で
い
る
が
歴
史
的
に
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
不
安
定
要
素
を
あ
え
て
行
っ
た
整
備
・
本
来
は
な
か
っ
た
も
の
を
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た

整
備
。
ど
の
整
備
で
も
、
何
が
し
か
の
説
明
責
任
が
重
要
に
な
る
。
な
に
か
を
製
作
し
た
ら
、
別
の
意

見
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
異
な
る
形
で
表
示
し
な
け
れ
ば
、
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
整
備
も
！
0
0
％

存
在
権
・
主
導
権
を
満
た
す
こ
と
は
な
い
。
物
自
体
の
立
ち
上
が
り
を
よ
し
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
何

か
別
の
形
で
説
明
を
ほ
ど
こ
す
、
補
足
的
・
置
換
的
か
た
ち
で
表
現
す
る
方
法
を
、
福
岡
城
だ
け
で
な

く
ほ
か
の
城
で
も
、
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
個
人
的
に
は
、
窓
は
ほ
か
の
お
城
と
の
統
制
か
ら
、
漆
喰
よ
り
も
板
が
か
っ
こ
い
い
と
思
う
。
寛
永

4
年
に
は
福
岡
城
の
ま
わ
り
は
土
手
に
な
っ
て
い
る
が
、
古
写
真
で
は
石
垣
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
中

期
以
降
で
も
石
垣
に
変
え
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
福
岡
城
の
下
の
橋
門
だ
け
で
な

く
、
さ
ら
に
追
求
、
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
先
も
、
い
ろ
ん
な
調
査
や

整
備
が
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
ン
ス
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
ほ
り
く
ん
だ
疑
問
を
、
一
般
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

の
方
々
も
交
え
て
議
論
し
て
い
く
こ
と
は
、
重
要
だ
。

服
部

　
老
朽
化
し
て
い
く
も
の
に
手
を
加
え
て
維
持
し
て
い
く
と
い
う
宿
命
が
文
化
財
保
護
に
は
あ
る
。
衰

え
た
も
の
の
再
生
に
伴
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
弊
害
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

　
吉
野
ヶ
里
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
困
っ
た
こ
と
に
、
子
供
た
ち
が
使
う
教
科
書
に
復
原
し
た
遺
跡
の
写

真
が
載
っ
て
い
る
。
吉
野
ヶ
里
の
復
原
に
は
、
は
じ
め
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
問

題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
科
書
に
写
真
が
出
て
い
る
。
子
供
が
、
あ
あ
い
う
建
物
が
吉
野
ヶ
里

遺
跡
の
時
代
に
あ
っ
た
と
信
じ
て
し
ま
う
の
が
一
番
の
問
題
だ
。

　
弥
生
時
代
の
家
は
、
掘
っ
立
て
柱
で
、
建
て
て
い
た
。
掘
っ
立
て
柱
は
寿
命
が
短
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
二
階
建
て
の
壮
観
な
建
物
が
半
永
久
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
建
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ま
ず
問
題

だ
。
二
階
建
て
は
日
本
中
世
で
も
珍
し
か
っ
た
。
高
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
台
風
に
弱
い
。
持
続
期
間
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
き

短
く
な
る
。
学
問
的
に
は
貫
工
法
（
複
数
の
垂
直
材
を
水
平
に
貫
く
）
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
掘
っ
立
て
柱
の
場
合
、
一
本
一
本
を
別
々
に
建
て
て
い
く
。
だ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
柱
の
高
さ

を
揃
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
礎
石
な
ら
柱
穴
の
高
さ
を
揃
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
開
け
て
あ
っ
た
横
の
穴

を
つ
な
い
で
い
け
る
。
掘
っ
立
て
柱
で
貫
（
工
法
）
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
法
隆
寺
ほ
か
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
従
来
の
建
築
史
に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
遺
構
に
貫
工
法
は
み
ら
れ
な
い
。
柱
の
上
を
結
ぶ
頭

貫
し
か
な
か
っ
た
。
禅
宗
様
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
に
や
っ
と
普
及
す
る
。
し
か
し
、
富

山
県
の
遺
跡
（
桜
町
遺
跡
）
で
柱
に
開
け
ら
れ
た
横
穴
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
弥
生
時
代
に
貫

工
法
が
あ
っ
た
と
す
る
。
単
体
の
穴
な
ら
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
横
に
連
続
さ
せ
る
技
術
が
掘
っ
立
て
柱
の

吉
野
ヶ
里
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
弥
生
時
代
に
定
着
し
た
技
術
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ
飛

鳥
時
代
に
使
っ
て
い
な
い
の
か
。
貫
工
法
に
よ
っ
て
大
規
模
建
物
が
存
在
し
た
か
の
よ
う
な
復
原
は
、

問
題
を
感
じ
る
。

　
福
岡
城
の
建
築
の
話
は
、
ス
ラ
イ
ド
（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
）
で
大
筋
を
話
し
た
。
細
部
は
ま
だ
、
問

題
を
残
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
か
な
り
あ
る
。
明
治
時
代
の
写
真
の
窓
枠
が
江
戸
時
代
の
も
の
そ
の
も

の
な
の
か
は
、
ふ
れ
て
い
な
い
。
写
真
は
江
戸
時
代
の
ま
ま
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
写
真
だ
け
で

い
い
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
あ
と
で
新
出
の
井
元
敏
男
氏
所
蔵
・
本
丸
表
門
写

真
で
は
蝶
つ
が
い
の
座
金
が
写
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
軍
の
時
代
の
改
変
は
あ
ま
り
考
慮
し

な
く
と
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
）

芸
工
の
成
田
聖
さ
ん

　
服
部
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
、

連
続
窓
の
ほ
う
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。

　
櫓
に
鉄
砲
や
大
砲
の
弾
な
ど
、
弾
薬
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
た
と
は
、
初
め
て
き
い
た
。
あ
れ
だ
け

弾
が
お
い
て
あ
れ
ば
、
櫓
の
二
階
は
弾
薬
庫
な
の
か
と
疑
問
に
思
っ
た
。

服
部

　
火
薬
は
櫓
と
は
別
に
煙
硝
蔵
に
お
い
て
あ
る
。

成
田

　
で
は
、
櫓
に
は
弾
丸
そ
の
も
の
が
入
っ
て
い
た
の
か
P

服
部

　
2
貫
8
0
0
目
の
も
の
は
長
崎
台
場
に
も
っ
て
い
て
い
た
け
れ
ど
、
1
貫
5
0
0
目
が
5
0
と
か
、

1
貫
目
が
1
0
0
と
か
櫓
に
あ
っ
た
（
「
御
櫓
」
）
。
5
・
6
キ
ロ
グ
ラ
ム
弾
が
5
0
と
か
、
3
・
7
5
キ

ロ
グ
ラ
ム
弾
が
1
0
0
と
か
あ
っ
た
。
櫓
奉
行
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
資
料
で
は
、
弾
丸
の
数
は
チ
ェ
ッ

ク
さ
れ
て
い
る
が
、
櫓
と
だ
け
あ
っ
て
ど
こ
の
櫓
に
お
か
れ
て
い
た
か
、
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
資
料

は
福
岡
市
図
書
館
に
あ
る
伊
丹
資
料
に
よ
る
。
（
服
部
・
本
誌
に
史
料
紹
介
）

成
田

　
軍
事
的
に
考
え
る
と
、
弾
薬
が
一
箇
所
に
あ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。

服
部

　
実
際
に
ど
の
櫓
に
、
ど
ん
な
風
に
お
い
て
あ
っ
た
か
は
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
料
で
見

れ
ば
、
か
な
り
わ
か
る
と
思
う
。

成
田

　
主
観
的
に
は
、
服
部
先
生
の
話
に
は
整
合
性
が
あ
る
。
特
に
戸
前
は
、
入
り
口
が
片
方
に
し
か
な
く
、

両
方
に
な
い
の
は
、
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
。
両
方
な
い
こ
と
は
疑
問
に
思
う
。

　
次
に
写
真
の
技
術
的
な
こ
と
に
つ
い
て
。
服
部
先
生
の
窓
の
復
原
案
の
写
真
で
、
露
出
オ
ー
バ
ー
に

す
る
と
そ
の
よ
う
に
な
る
と
説
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
門
の
色
と
突
き
上
げ
戸
の
色
は
同
じ
茶
色
で
あ

り
、
光
も
同
じ
斜
め
上
か
ら
当
た
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
露
出
オ
ー
バ
ー
に
し
て
、
突
き
上
げ
戸
だ

け
白
く
な
る
の
は
理
解
し
が
た
い
。
本
丸
表
門
の
写
真
を
見
る
と
、
光
の
方
向
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、

門
（
扉
）
の
色
も
窓
の
色
も
と
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
本
丸
表
門
は
門
（
扉
）
の
色
も
窓
の
色
も
と
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
上
の
橋
御
門
は
門
の
色
だ
け
が
と
ん
で
い
な
い
。
石
垣
も
き
れ
い
に
写
っ

て
お
り
、
上
の
橋
御
門
の
写
真
は
、
露
出
オ
ー
バ
ー
と
は
い
え
な
い
。

服
部

　
光
が
当
た
っ
て
反
射
し
や
す
い
も
の
は
白
く
な
る
、
と
考
え
た
。

成
潤

　
福
岡
市
は
早
く
建
て
て
し
ま
お
う
と
、
無
理
に
進
め
て
い
る
感
が
あ
る
。
も
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
人
か
ら
意
見
を
聞
い
た
ほ
う
が
よ
い
。

招



福
岡
市
教
育
委
員
会
　
大
庭
さ
ん

　
福
岡
市
は
専
門
家
の
先
生
に
お
願
い
し
て
、
計
画
を
立
て
て
き
て
い
る
。
い
き
な
り
疑
問
を
提
示
さ

れ
て
も
、
な
か
な
か
首
を
縦
に
は
ふ
れ
な
い
。

　
表
御
門
の
板
が
落
ち
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
桟
が
見
え
る
。
桟
の
後
ろ
に
ス
リ
ッ
ト
状
に
影
が
見
え
る
。

横
の
桟
が
見
え
て
お
り
、
内
側
の
窓
が
見
え
て
い
な
い
。
（
表
御
門
正
面
の
写
真
1
1
）
な
ぜ
そ
う
な
る
の

か
。
も
う
一
枚
の
写
真
を
見
る
と
（
℃
口
○
↓
○
○
閃
》
寓
と
あ
る
も
の
、
新
出
の
井
元
敏
男
氏
所
蔵
の
写

真
2
8
）
、
は
げ
た
板
の
下
に
、
塗
籠
の
格
子
が
写
っ
て
い
る
。
表
御
門
は
板
戸
が
一
枚
に
つ
な
が
っ
て
い

る
が
、
こ
の
立
て
戸
の
下
に
塗
籠
の
格
子
戸
が
あ
り
、
窓
が
い
く
つ
か
に
分
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
下
の
橋
御
門
と
表
御
門
が
類
似
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
下
の
橋
御
門
も
突
き
上
げ
戸
の
連
続

窓
で
な
く
、
分
割
窓
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
連
続
窓
案
か
ら
分
割
窓
案
に
変
え
た
真
意
で
あ
る
。

　
服
部
先
生
は
、
大
手
門
の
防
御
性
を
問
題
に
さ
れ
た
が
、
大
手
門
（
上
の
橋
門
）
の
二
階
か
ら
鉄
砲

を
撃
っ
て
も
、
庇
が
じ
ゃ
ま
を
し
て
下
の
敵
に
は
と
ど
か
な
い
。
石
落
と
し
も
幅
が
狭
く
、
せ
い
ぜ
い

20

p
く
ら
い
の
石
し
か
落
と
せ
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
非
常
に
健
穏
化
（
非
武
装
化
）
さ
れ
た

中
で
門
が
建
て
ら
れ
た
、
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
防
御
性
を
重
要
視
す
る
の
は
お
城

で
言
え
ば
あ
た
り
前
な
の
で
、
建
て
替
え
ら
れ
た
可
能
性
は
捨
て
ら
れ
な
い
。

　
議
論
は
議
論
と
し
て
し
っ
か
り
行
う
が
、
ど
こ
か
の
段
階
で
つ
く
る
と
い
う
方
向
を
と
り
た
い
。
写

真
の
分
析
な
ど
で
き
る
こ
と
は
や
る
つ
も
り
だ
。

服
部

　
本
丸
表
門
が
モ
デ
ル
に
な
る
の
な
ら
連
続
窓
と
思
う
。

丸
山
先
生

　
唐
津
城
、
福
岡
城
、
中
津
城
に
天
守
閣
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
寛
永
4
年
の
資

料
（
筑
前
・
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
探
索
書
）
か
ら
、
現
在
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
城
郭
史
を
考
え
る

と
き
に
、
し
っ
か
り
徹
底
的
に
資
料
を
見
な
い
で
、
城
を
作
り
上
げ
る
の
は
間
違
い
だ
。

な
く
、
石
落
と
し
の
窓
か
ら
弓
で
射
た
り
、

と
狭
く
、
軍
事
性
が
低
い
と
は
い
え
な
い
。

服
部

　
姫
路
城
の
石
落
と
し
は
幅
が
相
当
狭
い
。

市
民

　
福
岡
城
に
天
守
閣
は
あ
っ
た
の
か
P

服
部

　
丸
山
先
生
は
あ
っ
た
と
い
い
、

補
注
）
。

槍
で
つ
つ
い
た
り
し
て
い
た
。
石
落
と
し
の
幅
は
も
と
も

服
部
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
（
2
4
頁

福
岡
市
教
育
委
員
会
　
中
村
さ
ん

　
史
実
を
追
求
し
た
い
思
い
は
、
み
な
同
じ
く
持
っ
て
い
る
。
決
し
て
無
理
に
福
岡
城
の
復
原
を
進
め

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
福
岡
市
の
所
有
す
る
古
写
真
は
、
九
州
大
学
で
解
析
し
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
写
真
の
質
が
悪
く

て
何
も
出
て
こ
な
か
っ
た
。
窓
も
わ
か
ら
な
い
。
写
真
を
も
う
一
度
改
め
て
解
析
を
依
頼
し
て
い
る
。

　
福
岡
市
の
復
原
案
が
1
0
0
％
だ
と
は
思
わ
な
い
。
別
の
案
は
展
示
パ
ネ
ル
や
違
っ
た
形
の
模
型
で

表
そ
う
と
考
え
て
い
る
。
復
原
に
至
っ
た
経
緯
や
別
の
案
は
、
隠
さ
ず
表
示
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い

る
。市

民
　
門
は
変
遷
し
て
い
る
が
、

写
真
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
を
つ
く
る
の
か
P

千
田
先
生

　
寛
永
4
年
の
絵
図
（
同
上
）
で
、
周
り
が
土
手
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
城
の
防
御
力
・
軍
事
性
が
な

い
と
丸
山
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
石
の
な
い
関
東
で
は
、
土
づ
く
り
で
、
強
い

軍
事
性
を
も
た
せ
て
い
る
。
石
垣
の
有
無
で
、
軍
事
性
の
強
弱
は
わ
か
ら
な
い
。

　
櫓
門
の
二
階
か
ら
は
下
の
人
が
狙
え
な
い
と
い
う
話
も
あ
っ
た
。
櫓
門
の
二
階
は
枡
形
を
登
っ
て
き

た
人
を
狙
う
も
の
で
あ
り
、
直
下
の
人
を
狙
う
も
の
で
は
な
い
。
石
落
と
し
は
、
石
を
落
と
す
だ
け
で

服
部

　
上
の
橋
門
は
下
の
橋
門
と
は
別
の
門
だ
が
、
ほ
か
に
材
料
が
な
い
の
で
、
写
真
の
上
の
守
門
を
モ
デ

ル
に
つ
く
る
。
時
代
に
よ
る
門
の
変
遷
は
わ
か
ら
な
い
。

＊
変
わ
ら
な
か
っ
た
の
は
本
丸
表
門
。
変
わ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
本
丸
裏
門
（
鶴
久
二
郎
文
書
絵
図
2
1
）
。

幻

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
し
（
服
部
　
英
雄
）



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
「
福
岡
城
。
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
－
史
跡
整
備
の
功
罪
」
 
（
服
部
 
英
雄
）
 
 
 

市
民
 
 
 

福
岡
市
は
観
光
資
源
が
少
な
い
。
門
を
復
原
す
る
に
あ
っ
て
、
市
民
の
意
見
を
聞
く
場
を
設
け
、
話
 
 

を
聞
く
こ
と
が
必
要
だ
。
 
 

中
西
義
昌
さ
ん
 
（
大
分
県
竹
田
市
歴
史
資
料
館
）
 
 
 

下
の
橋
門
は
、
な
ぜ
復
元
す
る
の
か
。
そ
の
根
拠
を
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
階
を
建
て
ず
に
 
 

焼
け
る
前
の
現
状
に
と
ど
め
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
 
 
 

市
民
は
、
研
究
の
成
果
や
理
由
を
示
す
資
料
を
手
元
に
も
て
な
い
。
も
っ
と
情
報
公
開
し
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

城
郭
の
資
料
を
含
め
て
、
資
料
整
理
が
さ
れ
て
い
な
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
な
ど
、
福
岡
城
の
 
 

資
料
を
つ
く
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

＊
補
注
 
（
大
天
守
存
否
に
つ
い
て
の
服
部
の
見
解
）
 
 
 

天
守
台
廻
り
の
櫓
を
福
岡
藩
は
小
天
守
と
よ
ん
で
い
た
 
（
要
害
作
事
箇
所
附
、
安
永
六
年
に
「
小
天
 
 

守
続
御
石
垣
」
）
。
絵
図
に
は
中
天
守
も
あ
る
。
天
守
と
よ
ば
れ
て
い
た
建
物
は
江
戸
初
期
に
は
中
天
守
。
 
 

小
天
守
の
二
棟
あ
っ
た
。
こ
の
建
物
は
寛
永
十
五
年
に
他
の
建
物
と
と
も
に
除
却
さ
れ
た
が
、
他
の
建
 
 

物
が
再
建
さ
れ
た
の
に
比
し
て
、
除
却
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
（
桧
垣
文
庫
。
明
石
四
郎
兵
衛
）
。
そ
の
あ
 
 

と
は
江
戸
後
期
ま
で
天
守
櫓
（
天
主
櫓
）
が
あ
っ
た
（
史
料
紹
介
解
題
参
照
、
二
七
貢
）
。
福
岡
城
に
天
 
 

守
と
さ
れ
る
建
物
は
恒
常
的
に
あ
っ
た
が
、
大
天
守
台
上
に
た
つ
建
物
と
は
別
で
、
最
後
は
小
さ
な
平
 
 

櫓
だ
っ
た
。
武
具
櫓
三
階
櫓
の
よ
う
に
、
も
っ
と
高
く
て
見
栄
え
の
す
る
建
物
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
 
 

ず
、
平
櫓
の
方
を
天
守
櫓
と
呼
ん
で
い
た
。
武
器
倉
庫
で
あ
る
武
具
櫓
で
は
代
替
不
可
能
な
、
天
守
櫓
 
 

独
特
の
機
能
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

『
福
岡
市
史
』
で
今
、
「
福
岡
城
編
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
。
資
料
を
集
め
始
め
、
か
な
り
集
ま
っ
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
間
題
の
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
資
料
を
見
た
け
れ
ど
、
今
度
の
復
元
で
は
使
わ
 
 

れ
て
い
な
い
資
料
が
、
か
な
り
あ
っ
た
。
調
査
が
不
十
分
だ
っ
た
か
ら
、
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
出
て
き
 
 

た
と
思
う
。
 
 

中
天
守
の
解
除
に
つ
い
て
は
史
料
に
記
述
が
あ
る
。
も
し
大
天
守
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
膨
大
な
史
料
 
 

を
残
す
黒
田
家
文
書
に
、
正
保
以
前
の
大
天
守
取
り
壊
し
の
記
事
が
残
る
の
が
、
自
然
で
は
な
い
か
。
 
 

な
ぜ
な
い
の
か
。
黒
田
長
政
は
た
し
か
に
当
初
は
建
て
る
意
志
を
も
っ
て
木
材
を
調
達
し
て
い
る
。
立
 
 

柱
も
行
っ
た
。
し
か
し
何
ら
か
の
理
由
で
中
止
に
な
っ
た
。
大
天
守
建
設
に
は
一
年
以
上
が
必
要
だ
。
 
 

建
設
途
上
は
壁
が
な
い
時
期
が
長
く
、
構
造
的
に
は
き
わ
め
て
弱
い
。
伊
賀
上
野
城
天
守
は
台
風
で
倒
 
 

壊
し
て
建
設
中
止
に
な
っ
て
い
る
。
台
風
。
落
雷
な
ど
の
被
害
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
天
守
台
は
 
 

い
か
に
も
北
風
が
強
い
。
落
雷
被
害
も
受
け
や
す
い
。
中
天
守
。
小
天
守
が
取
り
壊
さ
れ
た
理
由
も
、
 
 

同
じ
く
立
地
上
の
欠
陥
が
認
識
さ
れ
た
も
の
で
、
改
築
も
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
 
（
以
上
に
つ
い
て
 
 

は
服
部
『
歴
史
を
読
み
解
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
と
読
解
』
）
。
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福
岡
城
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
ア
ン
ケ
ー
昏

嚢
合
理
的
で
た
の
し
い
話
で
し
た
。
歴
史
に
基
づ
い
た
復
元
が
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。

鱒
歴
史
的
下
の
黒
門
が
失
火
の
た
め
焼
失
し
、
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
。
幸
い
再
建
の
方
向
に
向
か
っ

　
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
出
来
る
だ
け
史
実
に
忠
実
な
復
元
を
願
っ
て
い
ま
す
。
今
回
こ
の
会
に
出
席

　
し
、
こ
の
門
に
つ
い
て
詳
し
い
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
幸
い
で
し
た
。
長
時
間
の
講
座
に
当
り
こ

　
の
板
の
椅
子
は
苦
痛
で
す
。
次
回
か
ら
よ
ろ
し
く
再
考
を
お
願
い
し
ま
す
。

噛
私
も
つ
づ
き
窓
に
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
か
着
工
前
に
計
画
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま

　
す
。

鯵
た
め
に
な
り
ま
し
た
。
今
、
何
が
行
わ
れ
、
何
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

爾
正
し
い
復
元
へ
総
合
資
料
を
駆
使
し
て
確
認
す
べ
き
と
思
う
。
そ
の
た
め
各
意
見
を
ま
と
め
、
そ
の

　
会
合
、
シ
ン
ポ
で
集
約
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
た
。

翻
こ
の
様
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
初
め
て
で
し
た
の
で
た
の
し
く
拝
聴
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
服
部

　
先
生
の
話
も
わ
か
り
や
す
く
、
疑
問
点
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
千
田
先
生
の
講
演
は
わ
か
り
や
す

　
く
、
ま
た
楽
し
い
講
演
で
し
た
。

㊧
史
跡
の
復
元
は
史
実
に
基
づ
く
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
思
わ
れ
る
な
ら
ぼ
、
な
ぜ
も
う

　
少
し
早
く
提
言
さ
れ
な
か
っ
た
か
。
計
画
は
す
で
に
か
な
り
進
ん
で
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

翻
大
変
興
味
深
く
拝
聴
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
下
の
橋
御
門
の
焼
失
は
誠
に
残
念
な
事
で
あ
り
、
復
元

　
が
進
み
つ
つ
あ
る
事
は
大
変
よ
ろ
こ
ぼ
し
い
事
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
「
復
元
」
と
は
ど
う

　
い
う
事
な
の
か
、
そ
の
重
要
性
の
一
端
が
良
く
わ
か
り
ま
し
た
。
私
は
城
郭
に
非
常
に
興
味
を
持
つ

　
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
こ
の
様
な
機
会
が
あ
る
な
ら
ば
是
非
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

㊧
復
元
す
る
に
も
い
ろ
い
ろ
と
大
変
な
事
、
い
ろ
ん
な
考
え
が
あ
る
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
左

　
側
に
二
つ
も
入
口
が
あ
る
の
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
福
岡
城
の
古
写
真
を
も
っ
て
あ
る
か
も
し

　
れ
な
い
人
が
県
内
だ
け
で
な
く
い
ろ
ん
な
所
に
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
資
料
集
め
の
賊
は
さ

　
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
2

㊧
寒
か
っ
た
で
す
。
会
場
変
更
案
内
が
不
備
で
し
た
。
内
容
は
と
て
も
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

㊧
史
跡
保
存
・
復
元
の
難
し
さ
を
再
認
識
し
、
と
て
も
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
間
違
っ
た
復
元
は
、
現

　
在
そ
し
て
後
世
の
人
々
に
間
違
っ
た
歴
史
を
伝
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
怖
ろ
し
い
こ
と
だ
と
思

　
い
ま
す
。
市
の
財
産
と
な
る
も
の
、
行
政
に
は
疑
問
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
計
画
を
一
且
中

　
断
し
広
く
意
見
を
求
め
議
論
を
深
め
、
市
民
が
誇
り
と
で
き
る
よ
う
な
復
元
を
行
っ
て
欲
し
い
と
思

　
い
ま
す
。
ま
た
、
1
6
日
付
の
西
日
本
新
聞
を
読
み
ま
し
た
が
、
市
教
委
に
は
行
政
の
持
つ
本
来
の

　
役
割
、
そ
し
て
説
明
責
任
を
果
た
し
て
頂
き
た
い
。

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

㊧
建
物
復
元
は
史
実
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
価
値
が
な
い
事
を
知
ら
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

㊧
福
岡
城
4
0
0
年
で
も
っ
と
福
岡
の
町
が
盛
り
上
が
る
か
と
思
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
熊
本
城
と
同

　
じ
で
あ
る
の
に
市
も
無
関
心
の
よ
う
に
見
え
る
。
黒
田
藩
は
日
本
全
体
か
ら
見
て
も
大
き
な
足
跡
を

　
残
し
て
い
る
の
で
、
も
っ
と
歴
史
的
な
建
造
物
を
掘
り
下
げ
、
城
下
町
と
し
て
の
街
造
り
に
生
か
し

　
て
も
ら
い
た
い
。
少
し
ず
つ
復
元
し
て
い
く
こ
と
は
良
い
事
で
す
の
で
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
良

　
い
と
思
い
ま
し
た
。
文
化
財
と
観
光
と
の
か
ね
あ
い
は
難
し
い
面
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
正
し
い

　
も
の
が
良
い
と
思
い
ま
す
。
裁
判
所
の
移
転
後
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

　
な
る
べ
く
初
期
の
形
が
残
さ
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
こ
の
様
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　
を
開
い
て
下
さ
い
。
福
岡
城
関
係
の
古
い
写
真
の
再
度
募
集
を
呼
び
か
け
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
人
を
外
か
ら
呼
び
込
む
た
め
に
も
市
は
文
化
予
算
を
大
い
に
確
保
し
て
ほ
し
い
。

㊧
（
一
般
的
に
）
復
元
の
正
確
さ
に
漠
然
と
し
た
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
担
当
者
自
身
の
反
省

　
の
弁
は
説
得
力
あ
り
ま
し
た
。
観
光
な
ど
が
先
行
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
も
の
の
、
実
学
研
究
者

　
の
情
報
が
不
足
し
て
い
た
り
、
思
い
が
先
行
し
た
り
。
広
い
視
野
で
議
論
す
る
こ
と
が
正
確
さ
へ
の

　
担
保
と
な
る
発
想
が
大
事
。
で
な
い
と
密
室
に
な
る
。
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
自
体
が
大
事
で
す
ね
。
結

　
論
は
別
と
し
て
。
私
も
唐
津
城
は
歴
史
的
復
元
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

⑫
今
日
の
お
話
で
何
故
復
原
さ
れ
た
城
に
違
和
感
を
感
じ
、
む
し
ろ
城
跡
の
ま
ま
の
風
景
の
方
に
心
が

　
ひ
か
れ
る
の
が
わ
か
り
ま
し
た
。
福
岡
市
の
天
守
閣
問
題
な
ど
も
是
非
復
元
に
恥
ず
か
し
い
こ
と
に

　
な
ら
な
い
よ
う
に
と
い
の
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
教
室
の
寒
さ
！
真
冬
で
も
暖
房
が
な

　
い
の
で
し
ょ
う
か
P
冷
え
を
我
慢
し
つ
つ
最
後
ま
で
興
味
深
く
拝
聴
し
ま
し
た
。
歴
史
の
過
程
を
大

　
切
に
と
思
い
ま
す
。
（
暖
房
が
集
中
管
理
の
）
ボ
イ
ラ
ー
と
の
こ
と
、
九
大
移
転
に
納
得
し
ま
し
た
。

　
で
も
と
て
も
面
白
か
っ
た
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

㊧
行
政
に
い
る
者
と
し
て
、
非
常
に
緊
張
感
あ
る
話
題
で
し
た
。
そ
も
そ
も
服
部
先
生
は
指
導
委
員
会

　
の
委
員
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
で
あ
れ
ば
、
で
な
く
と
も
設
計
案
に
対
し
て
他
の
委
員
か
ら
の
意

　
見
は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
一
般
に
組
織
の
決
定
の
変
更
は
困
難
な
こ
と
を
日
々
感
じ
ま
す
が
、

　
少
数
意
見
に
真
実
が
あ
る
こ
と
は
多
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
千
田
先
生
の
お
話
の
よ
う
に
、
そ
の

　
場
な
り
近
辺
に
A
案
B
案
を
明
示
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
し
、
将
来
に
可
能
性
を
残
す
形

　
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
各
先
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
も
大
変
客
観
的
で
し
た
し
、
各
地
で

　
あ
る
通
常
の
シ
ン
ポ
に
は
な
い
、
非
常
に
有
益
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
自

　
分
な
り
に
仕
事
に
活
か
し
て
行
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
市
民
の
前
で
双
方
の
意
見
を
出
し
あ
っ
た
こ

　
と
で
、
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
と
い
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

㊤
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で
き
、
大
変
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
復
元
（
整
備
）
の
難
し
さ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
思
い
込
み
で
進
め
て
し
ま
う
。
復
元
し
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
、
議
論
を
出
し
つ
く
し
て
ほ
し
い
。
　
2



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

　
い
ろ
ん
な
話
が
聞
け
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

㊧
文
化
財
整
備
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
。

㊨
あ
一
そ
う
な
ん
だ
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
て
い
る
け
れ
ど
、
実
は
そ
れ

　
は
一
つ
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
何
を
見
る
に
も
自
分
な
り
の
視
点
で
疑
っ
て
み
よ
う

　
と
思
い
ま
す
ね
。
面
白
か
っ
た
で
す
。
い
ろ
ん
な
意
見
が
あ
る
の
で
す
ね
え
。

㊧
昭
和
1
0
～
2
0
年
頃
、
遊
び
場
で
あ
り
、
家
の
都
合
で
現
在
の
護
国
神
社
の
近
く
か
ら
下
の
橋
下

　
月
に
4
、
5
回
往
復
し
て
い
た
が
、
道
筋
に
門
が
3
つ
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
今
日
は
学
問
的

　
な
お
話
有
難
う
こ
ぎ
い
ま
し
た
。
観
光
の
こ
と
は
考
え
ず
に
、
わ
か
っ
た
分
だ
け
復
原
し
て
下
さ
い
。

㊧
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を
楽
し
く
有
意
義
に
拝
聴
し
ま
し
た
。

㊧
城
や
城
跡
は
今
迄
、
（
観
光
で
）
ず
い
ぶ
ん
沢
山
見
学
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
出
身
の
中
学
校
は

　
城
跡
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
関
心
は
大
い
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
今
の
説
明
の
よ
う
な
見
方
を
し

　
て
、
て
い
ね
い
に
見
学
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
、
大
い
に
反
省
い
た
し
ま
し
た
。
や
つ

　
ば
り
正
確
に
復
原
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
復
元
さ
れ
る
意
味
が
な
い
と
思

　
い
ま
す
の
で
、
頑
張
っ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
や
見
方
が
あ
る
こ
と
が
わ

　
か
り
、
大
変
有
難
く
拝
聴
い
た
し
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

翻
私
は
歴
史
好
き
で
、
特
に
戦
が
あ
っ
た
城
跡
な
ど
に
は
色
々
な
観
点
か
ら
興
味
を
覚
え
ま
す
。
六
本

　
松
で
生
ま
れ
、
こ
の
時
迄
城
跡
で
仲
間
と
遊
ん
だ
り
探
検
ご
っ
こ
を
し
て
走
り
廻
っ
て
い
た
だ
け
に
、

　
本
日
の
シ
ン
ポ
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
福
岡
に
は
観
光
資
源
が
少
な
い
の
で
天
守
閣

　
を
（
天
守
台
し
か
な
か
っ
た
と
の
説
が
あ
る
様
で
す
が
、
「
細
川
家
の
家
譜
」
に
は
明
ら
か
に
天
守
閣

　
が
あ
っ
た
の
を
後
長
政
自
ら
破
却
し
た
と
記
し
て
あ
る
の
で
）
観
光
資
源
と
し
て
も
「
五
層
の
天
守

　
閣
」
を
復
元
す
べ
き
で
あ
る
、
そ
れ
も
早
急
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
す
。
と
も
か
く

　
各
役
所
の
や
り
と
り
が
集
中
的
に
資
料
を
持
ち
寄
っ
て
迅
速
に
復
元
に
向
け
て
動
く
べ
き
と
思
う
。

　
い
た
づ
ら
に
時
間
ば
か
り
か
け
て
も
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
面
白
く
な
く
な
る
。
学
術
的
な
こ
と
も
公

　
開
し
た
上
で
疑
問
点
は
市
民
の
意
見
も
ど
の
時
点
か
ら
で
も
入
れ
て
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う

　
か
。

㊧
昨
今
観
光
目
的
、
お
金
目
的
、
自
分
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
目
的
で
自
分
達
に
都
合
の
よ
い
よ
う

　
に
「
史
実
を
ね
じ
曲
げ
」
盛
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、
個
人
、
団
体
、
学
者
に
役
所
ま
で
が
横
行
、
こ

　
の
人
達
が
国
の
芯
棒
を
劣
化
さ
せ
て
い
る
…
と
な
げ
か
わ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
日
の
新
聞
で
、

　
福
岡
に
も
ま
だ
サ
ム
ラ
イ
教
授
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
と
福
岡
の
行
く
末
に
多
少
安
心
し
ま
し
た
。
私

　
は
宮
本
武
蔵
が
一
時
棲
ん
で
い
た
中
央
区
大
名
の
町
で
明
治
8
年
の
古
家
を
い
ま
だ
に
活
用
し
て
お

　
り
ま
す
。
本
日
は
仕
事
の
為
℃
ζ
3
：
0
0
か
ら
し
か
参
加
出
来
ず
大
変
残
念
で
す
。
他
日
勉
強
会
の

　
予
定
が
あ
り
ま
し
た
ら
声
を
か
け
て
下
さ
い
。
本
日
の
西
日
本
新
聞
「
春
秋
」
に
あ
る
よ
う
に
国
の

芯
棒
が
劣
化
す
る
音
を
聞
く
耳
を
増
や
さ
な
い
と
何
に
も
変
わ
ら
な
い
…
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
福
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岡
の
為
に
も
、
次
世
代
の
為
に
も
史
実
の
追
求
を
期
待
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

追
記
・
『
遺
跡
学
研
究
』
4
、
0
7
・
1
1
・
2
3
に
は
本
報
告
に
密
接
に
関
わ
る

服
部
「
史
跡
福
岡
城
跡
、
下
の
橋
門
・
復
元
批
判
－
近
世
城
郭
理
解
へ
の
問
い
」

千
田
「
中
世
城
郭
の
立
地
と
か
た
ち
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。



史
料
紹
介
　
伊
丹
資
料
「
王
道
具
現
調
子
帳
」
、
「
大
小
驚
動
玉
響
調
子
」
ほ
か

　
福
岡
市
総
合
図
書
館
蔵
「
伊
丹
資
料
」
（
藤
野
ト
キ
ヲ
氏
旧
蔵
、
斎
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て

翻
字
し
た
）
の
な
か
に
、
福
岡
禽
獣
に
常
備
さ
れ
て
い
た
兵
器
（
弾
丸
ほ
か
武
具
）
の
数
量
を
具
体
的

に
示
す
史
料
が
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
福
岡
城
の
軍
事
性
を
明
確
に
す
る
目
的
で
一
部
を

ス
ラ
イ
ド
紹
介
し
た
が
、
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
寄
せ
ら
れ
た
。
城
の
…
機
能
の
実
体
を
示

す
一
等
史
料
で
あ
り
、
未
翻
刻
の
よ
う
だ
か
ら
以
下
に
紹
介
し
た
い
。
武
具
に
関
す
る
詳
細
な
知
識
が

な
け
れ
ば
解
読
で
き
な
い
性
質
の
文
書
だ
か
ら
、
読
み
誤
り
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
史
料
紹
介
を
急
が
な
け
れ
ば
、
機
能
論
抜
き
の
福
岡
城
像
が
捏
造
さ
れ
て
い
く
。

　
史
料
は
5
1
7
番
「
直
方
御
道
具
現
調
子
帳
」
、
5
1
8
番
「
大
小
御
筒
玉
現
調
子
」
、
5
1
9
番
「
合

薬
現
調
子
帳
」
、
5
2
0
番
「
御
武
具
櫓
諸
道
具
現
調
子
帳
」
、
5
2
1
番
「
閾
所
詩
道
具
現
調
子
帳
」

で
、
い
ず
れ
も
た
て
1
2
セ
ン
チ
、
横
3
2
セ
ン
チ
の
横
長
の
紙
を
用
い
た
帳
簿
で
あ
る
。
在
庫
有
無
を
確

認
し
た
調
書
で
あ
り
、
従
前
の
帳
簿
と
照
合
さ
れ
て
（
「
受
難
引
合
済
」
な
い
し
合
点
）
、
過
不
足
の
有

無
（
全
過
、
全
不
足
、
過
不
足
無
し
）
が
点
検
さ
れ
、
記
帳
さ
れ
て
い
る
。
武
具
櫓
奉
行
の
引
継
文
書

で
あ
ろ
う
。
本
文
書
は
伊
丹
家
に
伝
来
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
に

「
文
政
二
年
卯
十
二
月
十
五
日
御
櫓
奉
行
よ
り
出
ル
写
　
受
持
御
用
聞
　
伊
丹
九
郎
左
衛
門
」

と
あ
る
よ
う
に
、
受
持
御
用
聞
（
担
当
）
と
し
て
伊
丹
九
郎
左
衛
門
が
筆
写
し
た
。
原
文
書
の
作
成
は

文
政
二
年
目
一
八
一
九
）
十
二
月
を
そ
れ
ほ
ど
に
は
遡
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
文
政
二
年
頃
に
藩
主
の
代
替
わ
り
は
な
い
。
本
望
作
成
は
長
崎
警
備
に
と
も
な
う
武
具
備
品
の
点
検

と
い
う
現
実
的
な
要
請
に
よ
っ
て
い
る
。
形
式
的
な
点
検
で
は
な
か
っ
た
。
本
帳
は
写
で
あ
っ
て
も
、

朱
筆
を
用
い
て
い
る
。
過
不
足
の
う
ち
「
過
」
や
、
「
不
足
」
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
数
値
は
朱
書
き
さ

れ
た
。
軍
事
演
習
で
消
耗
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
弾
丸
合
薬
な
ど
の
大
量
消
費
分
を
正
確
に
把
握
す
る

こ
と
は
困
難
だ
し
、
発
注
に
際
し
て
は
制
作
側
の
事
情
も
あ
る
。
数
量
ぴ
っ
た
り
に
補
填
す
る
こ
と
は

む
ず
か
し
か
っ
た
。
過
不
足
是
正
が
御
武
具
櫓
奉
行
の
重
要
責
務
で
あ
る
。
「
大
小
御
念
玉
璽
調
子
」
で

は
櫓
に
あ
っ
た
数
量
を
「
三
拾
ハ
」
「
右
不
残
」
な
ど
と
朱
書
き
し
、
長
崎
台
場
運
搬
分
と
の
区
別
を
明

瞭
に
し
て
い
る
。

　
「
世
道
具
現
調
子
帳
」
は
二
点
あ
る
。
「
直
方
三
道
具
現
調
子
帳
」
と
あ
る
5
1
7
番
が
直
方
（
櫓
）

御
道
具
分
で
、
「
御
武
具
櫓
諸
無
道
具
現
調
子
帳
」
と
あ
る
5
2
0
番
が
武
具
櫓
（
写
真
2
7
）
分
で
あ
る
。

直
方
道
具
を
収
納
し
て
い
た
の
は
、
本
丸
鉄
門
上
櫓
、
別
称
直
方
櫓
で
あ
る
。
鉄
門
上
櫓
の
う
ち
平
櫓

を
天
守
（
天
主
）
櫓
、
中
通
二
階
を
直
方
櫓
と
呼
ん
だ
（
「
御
要
害
御
門
法
ほ
か
」
伊
丹
資
料
）
。
鉄
門

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

直
上
か
ら
西
、
天
守
台
の
北
西
に
あ
っ
た
櫓
に
当
た
る
。
鶴
久
二
郎
選
曲
文
書
（
福
岡
市
博
物
館
構
図
、

写
真
2
1
）
を
み
る
と
、
重
層
（
二
階
）
の
鉄
門
上
櫓
、
重
層
（
二
階
）
の
中
通
、
さ
ら
に
単
層
平
繍
が

描
か
れ
て
武
具
櫓
御
門
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
直
方
櫓
は
こ
の
中
通
部
分
を
さ
し
た
（
こ
の
図
は
精
緻

な
も
の
で
、
よ
く
鉄
門
や
武
具
櫓
門
の
特
色
を
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
本
丸
裏
門
・
古
時
打
櫓
は
古
写

真
1
2
の
形
状
に
似
な
い
）
。
こ
の
建
物
に
、
直
方
御
道
具
が
収
納
さ
れ
て
い
た
。
直
方
藩
（
当
初
は
東
蓮

寺
藩
）
は
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
黒
田
長
清
の
死
去
に
伴
い
、
廃
藩
と
な
っ
た
。
廃
藩
に
当
た
り
、

長
清
居
館
に
あ
っ
た
御
道
具
を
引
継
・
収
納
し
、
以
後
百
年
間
、
維
持
更
新
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
直
方

御
道
具
」
で
あ
る
。

　
従
来
は
表
題
に
あ
る
「
直
方
」
の
意
味
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
福
岡
市
民
図
書
館
「
伊

丹
家
史
料
展
」
図
録
（
一
九
八
六
〉
で
は
、
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
以
降
、
伊
丹
九
郎
左
衛
門
が
直

方
藩
家
老
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
直
方
藩
史
料
と
し
て
関
係
資
料
を
筆
写
し
た
と
解
説
す
る
。
し
か
し

直
方
廃
藩
五
一
〇
〇
年
が
経
過
し
て
お
り
、
時
期
が
全
く
異
な
る
。
文
政
年
間
に
直
方
藩
が
長
崎
警
備

に
あ
た
る
こ
と
は
な
い
。
伊
丹
九
郎
左
衛
門
が
「
受
持
御
用
聞
」
で
あ
っ
た
二
つ
の
枢
要
寸
分
（
直
方

櫓
・
武
具
櫓
）
と
合
薬
分
・
弾
丸
分
・
諸
所
分
が
、
現
役
の
帳
簿
と
し
て
筆
写
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
大
小
御
筒
玉
現
調
子
」
は
福
岡
城
全
体
（
長
崎
水
閣
へ
移
動
し
た
分
を
含
む
）
、
火
薬
（
合
薬
）
を

記
す
「
合
薬
現
調
子
」
は
谷
焔
硝
蔵
（
桜
坂
に
あ
っ
た
。
『
福
岡
藩
分
限
帳
集
成
』
＝
○
頁
、
西
田
博

「
近
世
の
福
岡
・
博
多
の
地
名
・
町
名
」
）
ほ
か
の
も
の
で
あ
る
。
城
内
に
は
水
の
手
塩
硝
蔵
が
あ
っ
た
。

「
大
小
御
五
玉
現
調
子
」
の
如
く
、
福
岡
城
「
御
亀
」
に
は
合
わ
せ
2
0
万
を
越
え
る
弾
丸
の
量
が
常

備
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
寸
法
に
応
じ
た
多
用
な
質
量
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。

　
全
体
は
千
・
万
の
数
あ
る
も
の
も
、
一
の
単
位
ま
で
数
え
ら
れ
て
い
る
。
た
い
へ
ん
な
作
業
で
は
な

か
ろ
う
か
。
過
（
過
剰
）
も
あ
れ
ば
、
不
足
も
あ
る
。
点
検
に
は
長
時
間
を
要
し
た
。

　
万
の
単
位
ま
で
あ
る
も
の
は
鉄
砲
玉
三
匁
五
分
玉
の
七
重
五
千
、
四
匁
玉
の
六
万
七
千
な
ど
、
上
煙

硝
一
万
九
百
斤
、
竹
火
縄
の
三
万
七
千
弱
、
分
切
（
火
薬
入
れ
）
一
万
四
千
な
ど
で
あ
る
。
火
縄
は
弾

丸
よ
り
少
な
い
。

　
火
薬
の
原
料
た
る
硝
石
は
日
本
国
内
で
は
生
産
さ
れ
な
い
。
し
か
し
煙
硝
は
訓
練
で
確
実
に
消
費
し

て
い
く
。
そ
の
分
は
補
填
が
必
要
で
、
再
生
も
さ
れ
た
。
「
合
薬
現
調
子
帳
」
に

　
再
製
当
卯
ノ
十
一
月
分
納
迄
ハ
此
算
用
二
二
ル

と
あ
る
。
こ
の
帳
簿
は
十
二
月
の
も
の
だ
か
ら
、
卯
ノ
十
一
月
「
再
製
」
と
あ
る
の
は
、
納
入
さ
れ
た
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
僑
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部

英
博
峨
）

ば
か
り
の
新
規
補
填
分
で
あ
る
。

「
現
調
子
帳
」
で
は
点
検
の
結
果
、
皮
革
製
品
や
繊
維
を
用
い
た
消
耗
品
類
に
、
使
用
に
耐
え
な
い

も
の
、
欠
陥
品
が
あ
る
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
律
脳
は
滅
失
報
告
が
あ
る
。
持
脳
の
保
存
は
も
と
も
と

む
ず
か
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
切
れ
切
れ
で
（
数
は
）
不
分
明
」
と
あ
る
細
引
き
も
あ
る
。
し
か
し

「御
新
製
御
寅
上
」
と
あ
る
。
調
製
さ
れ
更
新
さ
れ
た
道
具
品
々
が
再
び
櫓
に
納
入
さ
れ
て
い
る
。
定

期
点
検
の
結
果
を
受
け
、
予
算
計
上
さ
れ
、
欠
損
口
聞
の
補
充
・
修
理
が
な
さ
れ
る
。

「
玉
目
不
同
有
之
、
御
用
遼
不
仕
」
つ
ま
り
、
大
き
さ
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
い
、
役
に
立
た

な
い
と
さ
れ
た
小
筒
（
鉄
砲
）
玉
が
一
八
万
個
近
く
あ
っ
た
。
た
し
か
に
弛
緩
し
て
い
る
が
、
こ
の
点

検
結
果
を
受
け
て
再
鋳
の
材
料
に
な
っ
た
か
、
再
整
理
さ
れ
た
と
考
え
る
。

別
途
「
関
所
御
道
具
現
調
子
帳
」
（
5
2
1
番
）
を
作
成
し
て
い
る
。
福
岡
城
本
丸
商
平
櫓
中
に
「
関

所
櫓
」
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
っ
た
（
『
福
岡
城
の
櫓
』
絵
図
的
）
。
関
所
櫓
に
は
こ
の
帳
に
記
さ
れ
た

「
関
所
分
」
が
収
納
さ
れ
て
い
た
。

閉
所
処
分
（
犯
罪
に
よ
っ
て
、
家
財
没
収
）
と
な
っ
た
家
臣
の
道
具
を
保
管

L
た
。
関
所
分
に
も
朱
筆
で
不
足
数
が
記
さ
れ
る
（
鳶
口
、
柄
な
ど
）
。

き
て
本
史
料
紹
介
で
は
、
関
係
す
る
全
5
冊
の
う
ち
、

5
1
7
番
・
直
方
櫓
分
、

5
1
8
番
・
大
小

御
筒
玉
現
調
子
、

5
2
0
番
武
具
櫓
分
を
全
文
翻
字
紹
介
す
る
。
紙
憾
の
都
合
も
あ
る
か
ら
、

5
1
9

合
薬
分
、

5
2
1
番
関
所
分
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
み
を
紹
介
し
、
以
下
は
割
愛
す
る
。

戦
時
に
は
状
況
に
応
じ
た
多
様
な
武
器
・
火
器
が
必
要
と
さ
れ
る
。
画
一
的
な
兵
器
で
は
対
応
で
き

な
い
。
全
状
況
に
対
応
し
う
る
万
全
の
用
意
が
な
さ
れ
て
い
た
。
「
御
道
具
現
調
子
帳
」
「
大
小
御
筒
玉

現
調
子
」
に
記
さ
れ
た
多
種
多
様
な
兵
器
が
そ
れ
を
示
す
。
実
戦
で
は
弾
の
届
く
距
離
や
標
的
の
種
類
、

集
中
攻
撃
か
街
的
攻
撃
か
、
天
気
・
風
向
き
ほ
か
の
状
況
、
あ
る
い
は
陣
地
・
体
型
に
よ
る
操
作
の
し

や
す
さ
な
ど
、
諸
条
件
に
応
じ
て
、
多
様
に
銃
器
を
操
作
し
た
。

類
似
帳
簿
を
扱
っ
た
先
学
の
仕
事
に
、
字
田
川
武
久
「
近
世
初
頭
の
城
付
武
具
の
実
体
と
変
容
」
（「国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
五

O
、
一
九
九
一
二
）
が
あ
る
。
筑
前
戸
次
氏
、
後
北
条
氏
権
現
山
城
、

倭
城
（
か
ら
島
城
・
か
と
か
い
城
）
、
津
和
野
城
、
会
津
若
松
城
の
備
蓄
記
録
の
紹
介
検
討
で
あ
る
。
史

料
は
天
正
三
年
二
五
七
五
）
か
ら
寛
永
二
十
年
二
六
回
二
一）
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
福
岡

城
の
記
録
は
幕
末
期
の
も
の
だ
が
、
内
容
が
格
段
に
詳
し
く
、
兵
器
の
種
類
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど

多
い
。
経
験
則
こ
そ
減
少
し
た
が
、
兵
学
白
体
は
発
展
す
る
。
そ
れ
を
う
け
、
武
具
も
増
加
し
多
様
化

し
て
い
く
。

福
岡
城
で
万
以
上
の
数
が
あ
る
弾
丸
は

拾
匁
玉
こ
八
、
五

O
O）
五
匁
玉
こ
二
、
三

O
O）

三
匁
五
分
玉
（
七
五
、
九

O
O）

で
あ
る
。
六
万
以
上
も
あ
っ
た
四
匁
玉
、
七
万
以
上
あ
っ
た
三
匁
五
分
玉
が
主
流
の
よ
う
だ
。
し
か
し

四
匁
玉

（
六
七
、

一ニ
0
0

ニ
匁
玉
に
な
る
と

一一

O
Oし
か
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
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原
城
跡
（
長
崎
県
）

三
匁
玉
H
口

の
発
掘
踏
査
で
の
出
土
例
で
は
、
大
き
さ
が
確
認
で
き
る
弾
丸
は

匁
五
分
日

9

四
匁
H
2

四
匁
五
分
日

5

六
匁
H
2

七
匁
リ
2

と
な
っ
て
し、

る十
三 匁
官｜｜

域 1

跡
3 

二
0
0
0、
実
際
に
射
撃
さ
れ
た
も
の
は
潰
れ
て
計
測
が
不
能
な
も

の
も
多
い
）
。
主
流
は
三
匁
玉
で
、
約
半
分
を
占
め
る
。
津
和
野
城
で
は
六
匁
筒
と
三
匁
筒
が
多
い
。
福

岡
城
に
コ
一
匁
玉
が
少
な
い
理
由
は
未
詳
だ
が
、
別
帳
分
だ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
た
火
器
は
置
筒
、
抱
大
筒
、
仕
寄
筒
、
小
筒
で
あ
る
。
置
筒
は
九
十
二
挺
で
二
貫
八

百
日
筒
か
ら
百
目
筒
ま
で
あ
る
。
大
砲
・
石
火
矢
で
あ
る
。
抱
大
筒
は
百
自
筒
か
ら
二
十
自
筒
ま
で
あ

る
。
筒
玉
調
子
の
十
二
匁
玉
以
下
三
匁
ま
で
は
小
筒
が
受
け
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
帳
で
の
小
筒

は
千
六
百
九
十
挺
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

わ
ず
か
四
万
一
二
千
石
の
津
和
野
域
で
も
千
挺
以
上
の
銃
が
あ
っ
た
。
四
十
万
石
の
加
藤
氏
改
易
に
と

も
な
う
寛
永
ニ
十
年
（
一
六
四
一二
）
会
津
若
松
城
書
き
上
げ
で
は
三
千
九
百
三
十
二
挺
、
石
火
矢
十
六

挺
で
あ
る
宗
大
泉
紀
年
円
前
掲
・
宇
田
川
論
考
）
。
五
十
万
石
・
福
岡
城
と
会
津
若
松
城
を
比
較
す
る

と
、
福
岡
城
武
具
櫓
分
筒
玉
二

O
万
個
は
、
会
津
若
松
城
玉
・
八
六
万
個
の
四
分
一
弱
に
す
ぎ
な
い
が
、

火
縄
の
数
は
福
岡
城
武
具
櫓
竹
火
縄
三
万
七
千
、
木
綿
火
縄

一
八
O
Oに
対
し
、
若
松
城
は

一
万
筋
だ

か
ら
、
四
倍
近
く
福
岡
城
の
方
が
多
い
。
合
薬
は
福
岡
城
一
万
二
一千
買
に
対
し
て
若
松
城
は
一
万
九
千

六
百
貫
だ
か
ら
福
岡
城
の
方
が
少
な
い
。

鉄
砲
（
小
筒
）
千
六
百
挺
と
い
う
数
字
は
か
な
り
少
な
い
。
武
具
櫓
と
い
う
言
葉
に
は
二
つ
の
意
味

が
あ
っ
た
。
建
物
を
指
す
場
合
に
は
、

二
棟
の
一一
一
階
櫓
と
中
通
か
ら
な
る
写
真
幻
で
あ
る
。

一二
階
櫓
に

は
平
附
櫓
が
つ
い
て
西
は
鎗
櫓
、
東
は
太
鼓
櫓
と
呼
ば
れ
た
（
『御
要
害
御
門
法
』
）
。
広
義
の
武
具
櫓
は

さ
ら
に
矢
櫓
、
鉄
砲
櫓
を
加
え
て
こ
れ
ら
を
含
hu
曲
輸
を
指
し
た
。
こ
の
一
角
に
入
る
門
は
「
御
武
具

櫓
」
御
門
と
呼
ば
れ
て
い
た
（
鶴
久
文
書
絵
図
、
写
真
幻
）
。
こ
の
帳
が
記
す
「
御
武
具
櫓
」
の
範
囲
が

広
義
・
狭
義
い
ず
れ
で
あ
っ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
が
、
鉄
砲
櫓
を
含
ん
で
い
た
と
す
る
と
、
鉄
砲
の

数
が
少
な
い
こ
と
の
ほ
か
、
詳
細
な
口
径
別
の
鉄
砲
記
載
を
欠
く
こ
と
な
ど
が
不
審
で
あ
る
。
武
具
な

る一
一言
葉
も
具
足
や
弓
槍
を
指
す
こ
と
が
多
く
、
鉄
砲
は
含
ま
な
い
よ
う
だ
。
鉄
砲
櫓
分
は
別
帳
が
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

同
じ
く

「御
櫓
奉
行
預
御
道
具
入
」
で
あ
っ
た
二
の
丸
東
御
門
櫓
は
、
「
御
鉄
砲
台
木
類
」
と
あ
る
の

だ
か
ら
、
鉄
砲
も
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
記
録
こ
そ
欠
く
が
、
福
岡
城
に
は
多
数
の
鉄
砲

が
あ
っ
て
、
武
具
櫓
方
奉
行
が
管
理
す
る
他
の
櫓
に
分
散
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
全
体
分
の
記
録
は
な
い
。

若
松
城
と
の
差
異
は
こ
れ
に
起
因
し
よ
う
（
玉
は
全
体
数
の
書
き
上
げ
の
よ
う
だ
か
ら
、
若
松
城
よ
り

も
少
な
い
理
由
は
未
詳
で
、
上
記
の
よ
う
に
中
小
弾
丸
も
長
崎
台
場
へ
の
移
動
分
な
ど
別
記
分
が
あ
っ



た
か
と
思
う
）
。

　
大
型
の
砲
弾
（
石
火
矢
鉄
玉
）
は
多
く
は
長
崎
台
場
に
輸
送
さ
れ
て
い
た
。
二
貫
八
百
目
、
二
貫
目

は
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
が
、
一
貫
は
百
が
す
べ
て
長
崎
に
運
ば
れ
た
。
七
百
目
玉
ク
ラ
ス
に
な
れ
ば
一
五
〇

が
長
崎
で
、
五
〇
が
城
内
だ
っ
た
。
百
目
玉
ク
ラ
ス
に
な
る
と
長
崎
に
運
ば
れ
た
分
は
一
〇
六
〇
、
櫓

分
は
三
七
四
〇
個
と
八
割
近
く
が
城
内
に
あ
っ
た
。
「
長
崎
二
身
指
越
」
だ
か
ら
本
来
的
に
は
城
内
に
あ

る
べ
き
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
長
崎
は
臨
戦
態
勢
下
に
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
砲
弾
を
移
動
さ
せ
、

台
場
常
置
分
に
加
え
た
。

　
合
薬
は
斤
で
も
記
さ
れ
て
い
る
。
武
具
櫓
に
上
塩
硝
が
一
万
九
百
二
斤
あ
っ
た
が
、
一
万
二
百
四
十

二
斤
五
合
が
長
崎
表
に
運
搬
さ
れ
、
大
頭
衆
に
預
け
ら
れ
て
い
た
。

　
さ
て
「
御
櫓
諸
口
預
之
覚
」
（
三
奈
木
黒
田
家
文
書
・
九
州
文
化
史
）
で
は
、
御
武
具
櫓
西
三
階
御
母

櫓
お
よ
び
東
三
階
太
鼓
櫓
に
つ
い
て
、
「
御
召
具
入
」
と
記
し
、
二
階
通
り
廊
下
通
り
に
つ
い
て
は
「
御

番
具
　
諸
御
道
具
」
と
し
て
い
る
。
藩
主
の
召
具
お
よ
び
番
役
が
着
用
す
る
武
具
が
武
具
櫓
に
あ
っ
た
。

こ
の
召
具
ほ
か
が
5
2
0
番
の
詳
細
な
記
述
に
相
当
す
る
。

　
城
内
に
は
御
影
具
足
、
御
番
槍
、
御
番
弓
、
御
番
刀
が
膨
大
な
量
、
用
意
さ
れ
て
い
た
。
直
方
櫓
分

の
み
で
具
足
、
兜
は
お
よ
そ
一
〇
〇
人
身
、
槍
は
一
七
〇
人
分
、
刀
は
二
二
〇
本
、
弓
は
四
〇
人
涯
分
、

矢
は
二
一
〇
〇
本
あ
っ
た
。
武
具
櫓
を
み
れ
ば
、
二
番
弓
三
八
八
、
御
託
槍
一
一
七
五
、
在
番
刀
九
五
、

御
番
具
足
三
七
九
が
あ
っ
た
。
弓
と
槍
に
関
し
て
は
直
方
櫓
の
一
〇
倍
の
数
が
、
武
具
櫓
に
あ
っ
た
。

　
さ
ま
ざ
ま
な
槍
が
あ
っ
て
「
袋
鎗
」
も
み
え
る
。
穂
の
も
と
を
中
子
と
せ
ず
に
、
袋
と
し
て
柄
を
包

み
こ
ん
で
取
り
つ
け
る
も
の
を
い
い
、
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
二
九
に
「
袋
鎗
此
鎗
は
長
政
公
の
好
に

て
、
信
国
吉
貞
初
て
作
出
せ
り
し
と
あ
っ
て
、
福
岡
藩
で
は
好
ま
れ
た
。
信
国
の
名
は
本
史
料
に
も
見

え
て
い
る
が
、
山
城
刀
匠
・
来
信
国
で
あ
る
（
本
文
三
九
頁
、
な
お
銘
品
の
由
来
は
伊
丹
家
資
料
五
〇

三
、
「
御
当
家
御
道
具
故
実
」
）
。
黒
熊
と
か
白
熊
と
か
、
特
異
な
名
称
の
槍
が
あ
る
（
「
白
熊
御
槍
」
）
。

大
名
行
列
に
用
い
る
毛
槍
で
あ
る
。
鳥
毛
、
黒
毛
も
同
じ
。
数
は
少
な
い
。

　
姫
路
城
大
天
守
に
は
長
押
の
上
の
壁
に
無
数
の
槍
掛
け
・
武
具
掛
け
が
残
さ
れ
て
い
て
、
武
具
庫
で

あ
っ
た
本
来
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
我
々
は
何
も
置
か
れ
て
い
な
い
状
態
の
櫓
し
か
見
る
こ
と
は
な
い

が
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
櫓
内
部
の
状
態
と
は
全
く
ち
が
う
。
武
具
櫓
内
部
も
同
様
で
、
櫓
は
文
字
通

り
矢
偏
だ
っ
た
。

　
御
番
具
足
、
御
番
槍
な
ど
大
量
の
立
番
衆
の
道
具
が
あ
っ
た
。
変
事
に
家
中
の
侍
は
自
宅
に
て
具
足

を
用
意
し
て
城
に
駆
け
つ
け
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
し
、
安

全
庫
に
収
蔵
す
る
必
要
が
あ
る
火
薬
は
、
各
自
の
家
や
市
中
で
の
保
管
は
で
き
な
か
っ
た
。
黒
田
家
の

紋
が
付
い
た
旗
は
家
士
が
自
宅
で
保
管
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
城
内
で
は
武
副
肝
の
か

な
り
の
部
分
を
事
前
に
用
意
し
て
い
た
。
緊
急
時
、
少
な
く
も
番
に
当
た
っ
て
い
た
侍
に
、
自
己
負
担
、

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
i
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

自
弁
の
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
城
内
に
兵
器
が
集
中
し
て
い
る
。

　
今
日
、
武
具
櫓
門
と
い
っ
て
い
る
門
は
、
史
料
上
「
御
璽
具
象
蔵
御
門
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
（
『
吉

田
家
伝
録
』
、
後
歯
）
。
道
具
は
武
具
に
同
義
で
あ
る
。
「
三
道
具
入
」
と
記
さ
れ
た
櫓
は
、
「
御
好
奉
行
」

管
轄
の
も
の
と
「
御
家
預
り
」
管
轄
の
も
の
が
あ
っ
て
、
前
者
が
＝
二
、
後
者
が
四
つ
の
建
物
と
な
っ

て
い
る
。
「
御
櫓
諸
口
預
謡
扇
」
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
三
四
の
建
物
の
半
分
で
あ
る
。
ま
た
「
御
道
具
入
」

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
残
り
半
数
の
櫓
も
、
基
本
は
武
具
庫
で
あ
っ
た
。
上
橋
御
門
櫓
は
「
源
左
衛
門

殿
、
立
花
平
左
衛
門
御
両
家
御
請
持
」
と
あ
っ
て
、
「
御
道
具
入
」
と
は
な
い
け
れ
ど
、
吉
田
家
伝
録
の

火
災
記
事
（
元
文
二
年
四
月
二
十
一
日
半
）
に
よ
っ
て
、
や
は
り
内
部
に
（
吉
田
家
）
「
先
祖
ノ
具
足
・

着
料
、
其
外
武
具
・
馬
具
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
て
み
れ
ば
福
岡
城
の
門
櫓
の
本
質
は
武
器

庫
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
御
櫓
諸
口
預
之
覚
」
は
本
丸
表
御
門
に
つ
い
て
、
「
御
水
帳
〆
通
り
、
御
絵
図
照
準
」
と
記
し
て
い

る
。
こ
の
記
述
に
注
目
し
た
波
多
野
設
計
室
お
よ
び
福
岡
市
は
、
城
門
は
文
書
保
管
倉
庫
に
す
ぎ
ず
、

軍
事
機
能
は
な
い
と
み
な
し
た
。
石
落
と
し
ほ
か
の
軍
事
施
設
は
福
岡
城
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う

設
計
思
想
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
史
料
の
正
し
い
読
み
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
歴
代
藩
主
の
国
入
り
の
際
の
城
内
点
検
の
記
事
を
見
る
と
、

（
享
保
五
年
）
七
月
十
二
日
　
御
本
丸
・
ニ
ノ
丸
、
御
巡
見
成
サ
ル
、
松
ノ
木
坂
ヨ
リ
御
登
リ
、
御
道

具
矢
蔵
御
門
ヨ
リ
御
入
リ
、
鉄
砲
櫓
・
武
具
書
影
見
分
（
『
吉
田
家
伝
録
』
七
一
四
頁
）
、

（
明
和
七
年
〉
閏
六
月
十
八
日
中
本
丸
に
登
り
、
所
々
の
櫓
を
巡
見
し
、
器
械
を
検
閲
し
給
ふ
（
『
黒
田

家
譜
』
五
…
一
六
頁
）
。

（
寛
政
五
年
十
月
）
同
月
十
七
日
　
斉
隆
本
丸
に
登
り
、
所
々
の
櫓
を
巡
覧
し
、
武
具
を
は
し
め
、
絵

図
・
水
帳
類
の
物
を
検
閲
し
給
ふ
（
同
上
二
五
一
頁
）
。

（
文
化
八
年
）
十
月
四
日
　
斉
清
本
丸
に
登
り
、
聖
照
祠
を
拝
し
、
楼
櫓
を
巡
り
、
武
具
諸
器
を
閲
し
、

明
日
城
郭
器
械
を
掌
る
役
人
の
能
意
を
凹
し
を
褒
給
ふ
（
同
上
四
一
一
頁
）
。

　
武
具
・
絵
図
・
水
帳
（
検
地
帳
）
が
全
体
と
し
て
本
丸
に
保
管
さ
れ
て
い
た
。
器
械
は
武
器
の
意
で
、

武
具
武
器
は
藩
主
点
検
の
第
一
の
対
象
で
あ
っ
た
。
軍
事
が
忘
れ
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。
福
岡
城
内
の

絵
図
（
『
福
岡
城
の
櫓
』
絵
図
⑩
）
の
月
見
櫓
に
「
昔
絵
図
納
り
居
ル
由
」
と
注
記
が
あ
る
。
月
見
櫓
は

「
覚
」
の
頭
注
で
は
「
御
神
器
納
」
と
し
か
な
い
が
、
他
と
同
様
に
「
御
家
預
り
・
預
り
御
道
具
入
」

で
あ
る
。
武
具
が
格
納
さ
れ
、
加
え
て
神
器
・
絵
図
も
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
神
器
が
収

納
さ
れ
た
の
は
天
守
台
下
に
あ
っ
た
御
本
社
に
、
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
御
璽
諸
口
預
等
覚
」
に
よ
れ
ば
、
本
丸
古
時
打
櫓
は
「
野
冊
御
水
帳
古
馬
具
入
」
、
裏
御
門
櫓
は
「
右

同
断
」
と
あ
る
。
両
櫓
に
も
水
帳
が
置
か
れ
て
い
た
。
古
時
打
櫓
は
「
要
害
御
門
法
」
で
は
「
分
間
方
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

だ
が
、
「
御
櫓
諸
口
預
之
覚
」
で
は
「
御
家
預
り
・
預
り
御
道
具
入
」
で
あ
る
。
表
御
門
は
両
方
の
史
料

”
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服
部
英
雄
）

と
も
「
御
家
預
り
・
分
間
方
相
請
持
」
と
あ
る
。
管
理
は
変
わ
っ
て
、
行
政
部
門
で
あ
る
分
子
方
の
管

轄
は
次
第
に
拡
張
も
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
御
家
預
り
分
の
「
預
り
御
道
具
入
」
と
い
う
本
質
が
失
わ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
適
時
打
櫓
は
「
伝
潮
見
櫓
」
と
し
て
現
存
す
る
し
、
古
写
真
も
あ
る
が
、
石
落

と
し
、
銃
眼
を
備
え
て
い
る
（
写
真
1
2
）
。
屏
風
櫓
に
石
落
と
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
述
べ
た
（
5
頁
）
。

本
丸
に
は
麻
木
櫓
が
、
二
の
丸
に
は
渋
紙
櫓
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
（
『
御
要
害
御
門
法
』
）
。
い
っ
ぽ
う
武

具
櫓
に
も
麻
木
（
ほ
く
ち
用
か
）
、
渋
紙
（
防
水
具
）
が
保
管
さ
れ
て
い
た
。
麻
木
櫓
は
武
旦
ハ
櫓
奉
行
管

理
で
あ
る
（
渋
紙
櫓
の
奉
行
は
不
明
）
。
麻
木
櫓
・
渋
紙
櫓
の
割
興
は
物
忌
の
供
給
源
で
あ
っ
た
も
の
か
。

物
資
は
各
櫓
に
お
い
て
、
一
式
セ
ッ
ト
が
保
管
さ
れ
る
原
則
だ
っ
た
。

　
各
調
子
帳
の
具
体
的
記
述
は
興
味
深
い
。
幕
末
と
い
う
時
代
を
反
映
し
て
、
外
国
仕
様
な
い
し
外
国

産
の
も
の
も
み
ら
れ
た
。

　
高
麗
根
鞘
、
高
麗
鐙
、
高
麗
野
口
（
＊
面
罵
本
節
用
集
に
「
野
口
（
ノ
グ
ツ
）
鞍
具
」
が
み
え
る
。

　
野
口
は
馬
具
で
あ
ろ
う
）

　
異
国
馬
具
、
異
国
鞍
、
異
国
鐙

　
阿
蘭
陀
楯
　
南
蛮
短
筒

で
あ
る
。
ほ
か
狸
々
緋
・
羅
紗
・
す
た
め
ん
（
＊
ス
タ
メ
ン
は
オ
ラ
ン
ダ
舶
来
の
織
物
）
の
鉄
砲
袋
も

あ
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
道
具
の
利
点
も
短
所
も
研
究
さ
れ
て
い
た
。
鉄
砲
捻
（
ね
じ
）
抜
は
鉄
砲
尾
部

の
螺
旋
に
関
わ
る
道
具
で
あ
ろ
う
。

　
道
具
の
中
に
は
葵
御
紋
の
刀
掛
け
が
あ
っ
た
が
、
永
楽
銭
御
紋
の
つ
い
た
靱
も
一
〇
あ
っ
た
。
永
楽

銭
の
家
紋
は
多
く
の
大
名
が
用
い
た
が
、
織
田
信
長
か
ら
下
付
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
多
い
。
黒
田
如

水
も
こ
の
紋
を
与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

　
福
岡
城
櫓
に
は
籠
城
や
行
軍
蒔
の
生
活
具
も
含
ま
れ
て
、
鍋
釜
・
面
桶
（
め
ん
つ
う
）
・
飯
行
李
が
あ
っ

た
。
閾
所
道
具
に
は
信
玄
弁
当
も
あ
る
。
ほ
か
工
兵
隊
と
し
て
の
工
具
備
品
（
鎌
、
斧
、
平
鍬
、
唐
鍬
、

つ
る
は
し
、
万
力
な
ど
）
も
あ
っ
た
。
ほ
か

　
火
矢
・
や
ぐ
ら
　
薬
研
　
錆
こ
さ
ぎ
　
松
脂
　
樟
脳
　
壁
塗
小
手
　
鉄
の
小
手
　
研
敷
板
　
研
枕

　
研
押
え
　
研
輪
木
　
鹿
角
　
犬
ば
り
こ
　
御
位
牌
　
御
仏
具
　
ち
き
り
（
＊
巾
か
）
　
鋏
　
硫
黄

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深
い
物
資
が
備
蓄
さ
れ
て
い
る
。
火
薬
調
製
の
た
め
の
薬
研
や
硫
黄
、
武
器

の
管
理
維
持
の
た
め
の
研
磨
…
機
類
、
錆
こ
さ
ぎ
・
鹿
角
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
「
犬
ば
り
こ
（
犬
張

子
）
　
御
位
牌
御
仏
具
」
も
あ
る
。
犬
張
子
は
寝
所
に
置
く
。
藩
主
が
夫
人
や
子
供
と
籠
も
る
時
に
必

要
だ
っ
た
も
の
か
。

　
武
具
の
う
ち
、
浮
沓
は
水
辺
で
行
動
す
る
場
合
に
、
お
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
着
用
す
る
浮
き
袋
で
あ
る

（『

坙
{
水
泳
史
資
料
集
成
』
一
九
三
七
、
三
七
・
四
三
頁
）
。
忍
術
で
水
上
を
歩
け
る
道
具
と
解
説
す

る
も
の
も
あ
る
。
実
態
は
、
甲
冑
を
付
け
て
水
辺
を
行
動
す
る
際
の
危
険
回
避
具
（
安
全
具
）
で
あ
る

（
同
上
、
一
二
四
頁
）
。
抱
瓢
箪
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
も
の
も
あ
る
。
簡
易
浮
袋
で
あ
ろ
う
。
船
階
子

（
ふ
な
ば
し
ご
）
は
タ
ラ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
城
内
か
ら
堀
へ
と
、
高
い
石
垣
を
降
り
る
と
き
に
使
っ
た
。

　
文
政
期
に
な
っ
て
も
福
岡
城
が
軍
事
を
忘
却
す
る
こ
と
は
な
く
、
武
具
は
点
検
を
受
け
て
補
充
さ
れ

続
け
た
。
福
岡
城
は
軍
事
中
枢
で
あ
る
。
築
城
以
来
、
集
中
管
理
さ
れ
た
武
具
庫
と
し
て
機
能
し
た
。

よ
っ
て
幕
藩
体
制
が
機
能
し
な
く
な
る
と
、
反
体
制
側
は
、
城
を
攻
撃
目
標
と
す
る
。
武
器
奪
取
は
政

権
把
握
へ
の
早
道
で
あ
る
。
佐
賀
の
乱
と
佐
賀
城
、
西
南
戦
争
と
熊
本
城
が
想
起
さ
れ
る
。
事
件
と
し

て
顕
在
化
し
な
か
っ
た
だ
け
で
、
幕
藩
制
下
に
こ
そ
、
そ
の
本
質
が
あ
っ
た
。
反
体
制
勢
力
の
攻
撃
に

耐
え
る
。
建
物
も
防
衛
性
・
軍
事
性
を
最
大
に
発
揮
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
た
。

　
明
確
に
過
ぎ
る
城
の
本
質
と
考
え
る
が
、
い
ま
だ
に
共
通
認
識
さ
れ
ず
、
誤
認
さ
れ
て
い
る
。
城
郭

史
料
学
の
課
題
は
多
い
。

　
な
お
校
正
に
当
っ
て
大
学
院
生
、
岩
成
俊
策
氏
の
御
協
力
を
得
た
。
原
本
閲
覧
に
当
っ
て
は
福
岡
市

総
合
図
書
館
・
野
口
文
氏
ら
の
御
協
力
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
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文
中
（
＊
　
　
）
の
形
で
簡
単
な
注
を
加
え
た
。

ま
た
朱
筆
は
（
朱
）
『
』
と
表
記
し
た
。
改
丁
は
「

で
示
し
た
。

五
一
七
　
直
方
御
道
具
現
調
子
帳

（
表
紙
）

「
黒
判
　
四
角
枠
内
に
「
伊
丹
家
蔵
」
」

直
方
御
道
具
現
調
子
帳
（
朱
）
『
五
冊
之
内
』

「
受
前
引
合
済

一
　
三
拾
五
領
ハ
　
御
番
具
足

右
同

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ホ
　
　

一
　
五
拾
領
ハ
　
鎖
具
足

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
（
＊
旗
）

一
　
弐
拾
六
領
ハ
　
御
牌
旗
具
足

右
同一

　
拾
三
ハ
　
着
込

　
　
　
内
三
着
ハ
頭
巾
無
シ

右
同一

　
四
拾
弐
ハ
　
御
籏
具
足
受
筒

右
同一

　
四
拾
三
ハ
　
む
ぐ
ら

右
同一

　
五
拾
頭
ハ
　
金
甲

右
同一

　
拾
四
頭
ハ
　
朱
甲

右
同一

　
四
頭
ハ
　
冑

砧．
　
　
　
記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

御
武
具
櫓
奉
行

「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」

　
　
　
内

　
　
　
　
六
拾
ハ
　
革
裂

　
　
　
　
百
六
拾
七
ハ
　
　
網
代

　
　
　
　
弐
百
七
拾
六
ハ
　
張
譲

受
前一

　
五
拾
五
流
ハ
　
御
籏

　
　
　
現
五
拾
四
流
有
之

　
　
　
（
朱
）
『
壱
流
』
全
不
足

「
受
前
引
合
済

一
　
弐
拾
五
流
ハ
　
御
拓

右
同一

　
四
拾
七
本
ハ
　
御
籏
竿

　
　
　
現
品
五
十
本
有
之

　
　
　
内
四
拾
七
本
受
前
分
引

　
　
　
残

　
　
　
（
朱
）
『
三
本
』
全
過

右
同一

　
五
本
ハ
　
折
掛
ヶ
竹

右
同一

　
四
拾
本
ハ
　
御
籏
ノ
出
シ

右
同一

　
壱
本
ハ
　
鳥
毛
ノ
出
シ

右
同一

　
弐
拾
本
ハ
　
鉄
折
金

右
同一

　
拾
五
本
ハ
　
撞
木
杖

右
同一

　
四
勺
ハ
　
陣
太
鞍

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
右
之
箋
（
＊
ワ
ク
）

右
同

　
　
　
　
　
（
服
部
　
英
雄
）

一
　
三
本
ハ
　
擾

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
陣
太
鞍
台

右
同一

　
弐
勺
ハ
　
鉦

　
　
　
但
簑
弐
勺
共
二

右
同一

　
拾
壱
ハ
　
竹
貝

右
同一

　
三
拾
壱
張
ハ
　
御
番
弓

右
同一

　
弐
餅
ハ
　
御
台
弓

右
同一

　
壱
館
ハ
　
御
半
弓

　
　
　
　
　
　
小
道
具

「
　
右
同

一
　
弐
拾
九
指
ハ
　
御
韓

右
同一

　
百
四
拾
弐
筋
ハ
　
関
弦

右
同一

　
弐
千
百
拾
六
本
ハ
　
征
矢

右
同一

　
弐
千
百
七
本
ハ
　
矢
ノ
根

　
　
　
内
八
本
高
麗
根

右
同一

　
三
拾
穂
ハ
　
御
　
　
戦

右
同一

　
拾
ヲ
ハ
　
矢
篭

右
同一

　
拾
ヲ
ハ
　
弓
懸
メ

右
同一

　
拾
九
背
ハ
　
御
難
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

右
同一

　
拾
七
足
ハ
　
御
鐙

　
　
内
壱
足
ハ
高
麗
鐙

右
同一

　
四
筋
ハ
　
御
手
綱

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
オ
リ
　

一
　
弐
拾
五
掛
ハ
　
泥
障
ノ
緒

右
同一

　
壱
本
ハ
　
黒
熊
ノ
出
シ

右
同一

　
拾
筋
ハ
　
袋
鎗

右
同一

　
弐
拾
弐
筋
ハ
　
直
鎗

右
同一

　
百
三
拾
六
筋
ハ
　
御
番
鎗

右
同一

　
三
本
ハ
　
御
番
鎗
身
斗

右
同一

　
七
勺
ハ
　
鳥
毛
鞘

右
同一

　
壱
勺
ハ
ロ
御
番
鎗
鞘

　
　
　
馬
之
尾

「
右
同

　
　
弐
勺
ハ

一右
同一

　
三
勺
ハ

右
同一

　
七
本
ハ

右
同一

　
七
本
ハ

熊
毛
鞘

御
番
鎗

ハ
　
す
ぶ
く
ろ
　

留
素
袋

指
股

突
棒

右
同

　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ひ
ね
り
　

一
　
八
本
ハ
　
　
捻

右
同一

　
四
拾
壱
本
ハ
　
熊
手

右
同一

　
三
本
ハ
　
長
柄
鎌

右
同一

　
九
本
ハ
　
鳶
口

右
同一

　
一
ご
拾
本
ハ
　
寄
棒
一

右
同一

　
三
拾
七
本
ハ
　
御
幕
串

　
　
　
　
　
内
拾
本
竹

右
同一

　
八
拾
弐
腰
ハ
　
御
番
刀

右
同一

　
百
参
拾
九
腰
ハ
　
御
番
脇
指

右
同一

　
五
拾
弐
ハ
　
御
番
刀

　
　
　
　
　
　
　
引
脇

右
同一

　
弐
拾
九
ハ
　
御
番
脇
指

　
　
　
　
　
　
　
引
脇

右
同一

　
四
腰
ハ
　
　
　
刀

　
　
　
　
内
　
壱
腰
ノ
目
貫

　
　
　
　
壱
腰
ノ
柄
小
道
具
（
朱
）
『
二
口
』
不
足

右
同一

　
三
腰
｝
ハ
　
脇
指

　
　
　
　
　
内
層
腰
ノ
目
貫
（
朱
）
『
壱
口
』
不
足

「
右
同

一
　
七
枚
ハ
　
鉄
鍔

右
同一

　
拾
参
具
ハ
　
鶏
目

右
同一

　
三
枚
ハ
　
切
羽

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
目
釘
貫

右
同一

　
弐
腰
分
ハ
　
刀
捧
鞘

　
　
　
　
　
　
　
柄
と
も
二

受
前一

　
三
百
拾
壱
筋
ハ
　
下
緒

　
現
品
弐
百
四
捨
四
筋
有
之

　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
六
拾
七
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
拾
柄
ハ
　
梯
配

受
前一

　
四
拾
七
ハ
　
腰
当
革

　
現
品
四
拾
五
有
之

　
　
　
　
（
朱
）
『
弐
勺
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
三
拾
筋
　
太
刀
搦
緒

右
同

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ホ
き
ず
な
　

一
　
弐
拾
三
筋
　
繰
標
ノ
緒

右
同一

　
五
拾
七
筋
ハ
　
上
帯

受
前一

　
三
拾
ハ
　
水
呑
柄
杓

　
　
現
品
弐
拾
九
有
之

　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
本
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
拾
ヲ
ハ
　
合
印

詔



右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

一
　
三
拾
ハ
　
風
呂
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
九
筋
ハ
　
町
縄

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
拾
ヲ
ハ
　
町
縄
遣
構

一
　
拾
ヲ
ハ
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

受
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
五
拾
九
筋
ハ
　
捕
〆
縄

　
　
　
　
　
　
　
　
（
＊
行
李
）

一
　
六
拾
八
ハ
　
飯
こ
ふ
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
現
晶
六
拾
三
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
五
ツ
』
全
不
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弐
筋
ハ
　
長
細
引

受
全
引
合
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前

一
　
拾
組
ハ
　
浮
沓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
千
三
百
四
十
六
筋
ハ
　
壱
尋
細
引

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
品
千
三
百
弐
拾
三
筋
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＊
面
桶
）

一
　
百
九
拾
五
ハ
　
め
ん
つ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
二
十
三
筋
』

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

一
　
弐
拾
ハ
　
陣
鍋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
勺
ハ
　
松
明
籠

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

一
　
弐
組
ハ
　
陣
鍋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
本
ハ
　
脛
鉗

　
　
　
　
但
五
勺
入
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
拾
ハ
　
提
手

一
　
六
拾
枚
ハ
　
楯
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
五
拾
弐
具
ハ
　
鎌

一
　
百
六
拾
五
枚
　
陸
楯
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
九
拾
四
挺
ハ
　
銘

一
　
五
枚
ハ
　
鉄
楯
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
四
挺
ハ
　
　
　
斧

一
　
百
五
拾
五
ハ
　
楯
杖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
品
　
三
挺
有
之

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
挺
』
全
不
足

一
　
五
百
五
拾
四
枚
ハ
　
下
ヶ
札
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弐
挺
ハ
　
唐
鍬

一
　
六
勺
ハ
　
木
硯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弐
拾
八
ハ
　
花
色
　
絹
法
被

一
　
三
拾
緒
ハ
　
拍
子
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同

　
　
　
記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

全
不
足

一
　
拾
八
ハ
　
柿
色
　
右
同

右
同一

　
弐
勺
ハ
　
子
持
筋
　
右
同

受
前一

　
拾
四
ハ
　
浅
黄
　
右
同

　
　
　
　
　
現
品
拾
参
　
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
勺
』
全
不
足

「
受
前
引
合
済

一
　
四
勺
ハ
　
子
持
筋
　
右
同

右
同一

　
九
勺
ハ
　
柿
色
　
布
法
被

右
同一

　
弐
拾
六
ハ
　
股
引

右
同一

　
三
拾
四
張
ハ
　
高
提
灯

右
同一

　
弐
枚
ハ
　
能
｛
皮

右
同一

　
壱
か
ら
け
ハ
　
白
熊

右
同一

　
弐
拾
四
枚
ハ
　
程
村
紙
（
＊
下
野
国
選
村
原
産
の
直
紙
）

右
同一

　
弐
百
弐
拾
五
枚
ハ
　
四
方
切
紙

受
前一

　
三
百
拾
枚
ハ
　
木
屋
札

　
　
　
現
品
三
百
枚
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
拾
枚
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
三
本
ハ
　
竹
ノ
筒

右
同一

　
九
筋
ハ
　
手
縄

詔



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）

右
同｝

　
壱
勺
ハ
　
御
昇
竿
　
た
め
木

〆
「

文
政
二
年
卯
十
二
月
十
五
日

御
櫓
奉
行
よ
り
出
ル
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
田
義
八
郎

　
　
　
　
御
櫓
奉
行
　
外
山
平
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
田
弥
左
衛
門

　
受
持
御
用
聞

　
　
　
　
　
　
伊
丹
九
郎
左
衛
門

五
　
八
　
大
小
御
記
玉
調
子
帳

（
表
紙
）

「
黒
判
　
四
角
枠
内
に
「
伊
丹
家
蔵
」
」

大
小
御
筒
玉
現
調
子

（
朱
）
『
五
冊
之
内
』
御
武
具
西
奉
行

「
御
櫓
御
備
玉
現
調
子

　　　　　　　　　　一　　　　　一一

五
拾
ハ
　
弐
貫
八
百
目
玉

　
右
　
不
残
文
化
六
年
長
崎
二
被
指
越
水
浦
御
備
相
成

　
〆

五
拾
ハ
　
弐
貫
目
玉

右
同
断
水
浦
御
備
相
成

　
〆

弐
百
ハ
　
壱
貫
五
百
目
玉

内
七
拾
ハ
長
崎
二
被
指
越

　
　
増
御
台
場
御
備
二
相
成

　
　
内
八
拾
ハ
右
同
断
水
浦
御
備
二
相
成

　
　
　
　
〆
百
五
拾
ハ
引

残
る

　
　
（
朱
）
『
五
拾
ハ
』
御
事
二
有
之

　
　
〆

一
　
五
拾
ハ
　
壱
貫
五
百
目
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之

一
　
百
ハ
　
壱
貫
目
玉

「
右
不
残
文
化
六
年
長
崎
二
被
指
越
水
浦
戸
備
二
相
成

　
　
〆

一
　
五
拾
ハ
　
七
百
目
玉

内
弐
拾
ハ
右
同
断
長
崎
二
郷
指
越

　
　
　
　
増
御
台
場
御
備
二
相
成

残
る一

残
る

引　
（
朱
）
『
三
拾
ハ
』
御
三
二
有
之

　
〆

五
拾
ハ
　
五
百
三
拾
目
玉

　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫛
二
有
之

　
〆

百
ハ
　
五
百
目
玉

　
内
四
拾
ハ
文
化
六
年
長
崎
二
陣
指
越

　
　
増
御
台
場
御
備
二
相
成

引　
（
朱
）
『
六
拾
ハ
』
御
二
二
有
之

〆弐
百
五
拾
ハ
　
三
百
目
玉

　
　
（
朱
）
『
右
古
墨
』
御
櫓
門
有
之

　
〆

一
　
六
百
ハ
　
弐
百
目
玉

　
　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
煮
込
有
之

　
　
〆

〆
　
拾
口

　
　
右
ハ
御
石
火
矢
鉄
玉

　
　
玉
目
弐
貫
八
百
目
よ
り
弐
百
目
迄

　
　
現
御
有
合
高

一
　
百
ハ
　
百
五
拾
目
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
津
二
有
之

　
　
〆

一
　
三
百
ハ
　
百
弐
拾
目
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之

　
　
〆

一
　
四
千
八
百
ハ
　
百
目
玉

　
　
内
　
五
百
六
拾
ハ
文
化
六
年
長
崎
一
一
一
指
越
水
浦
御
備
二
相
成

　
　
内
五
百
ハ
長
崎
御
番
二
往
来
仕
居
申
抱
方
渡
リ
八
分

　
　
〆
千
六
拾
ハ
引

　
残
る

　
　
（
朱
）
『
三
千
七
百
四
拾
ハ
』
首
櫓
二
有
之

　
　
〆

「一
　
百
ハ
　
六
拾
四
匁
玉
（
・
玉
は
目
を
抹
消
し
て
」
に
加
筆
）

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
下
有
之

　
　
〆

一
　
千
五
百
ハ
　
五
拾
目
玉

　
　
　
内
五
百
ハ
長
崎
御
番
二
往
来
仕
居
申
抱
方
渡
り
之
分
引

　
　
残
る
（
朱
）
『
千
ハ
』
御
櫓
二
有
之

　
　
〆

一
　
百
ハ
　
四
拾
五
匁
玉
（
・
玉
管
を
抹
消
し
て
し
に
加
筆
〉

　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之

　
　
〆
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千
六
百
ハ
　
三
拾
目
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
七
万
五
千
九
百
ハ
　
三
匁
五
分
置

　
　
内
五
百
ハ
長
崎
御
番
二
往
来
仕
霊
感
抱
主
渡
り
引
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
貝
櫓
二
有
之

残
る
（
朱
）
『
千
百
ハ
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

一
　
千
六
百
ハ
　
弐
拾
目
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
千
百
ハ
　
三
匁
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
薗
二
有
之

　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
弐
百
ハ
　
拾
弐
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
千
九
百
ハ
　
弐
匁
八
分
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
薗
二
有
之

　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
拾
八
口

一
　
壱
万
八
千
五
百
ハ
　
拾
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
重
鉛
玉
玉
目
百
五
拾
目
よ
り
弐
匁
八
分
具
現
御
有
合
高

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
輿
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
無
季
備
大
小
玉
御
注
文
数
改
是
迄
二
尊
相
済
以
下
半
注
文
数
之

一
　
弐
千
弐
百
ハ
　
八
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
調
子
左
之
通

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
前
よ
り
御
櫓
御
有
来
鉄
小
筒
玉

　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
拾
七
万
九
千
七
百
六
拾
ハ

一
　
弐
千
三
百
ハ
　
六
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
玉
目
不
同
有
之

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
室
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
用
達
不
仕
分

　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
不
残
』
御
二
二
有
之

　
壱
万
弐
千
三
百
ハ
　
五
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
四
百
五
拾
弐
ハ
鉄
石
火
矢
玉

　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
玉
目
凡
弐
貫
四
百
目
よ
り
五
百
目
迄
玉
目
一
様
二
無
之

一
　
六
千
六
百
ハ
　
四
匁
三
分
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
或
ハ
ゆ
り
形
等
も
有
之

　
　
　
（
朱
）
『
右
不
残
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
不
残
』
浜
細
工
所
二
有
之

　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

一
　
六
万
七
千
三
百
ハ
　
四
匁
玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
内
弐
千
ハ
各
務
武
大
夫
二
相
二
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
二

　
　
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
前
長
崎
増
御
台
場
御
用
之
刻
御
製
立
過
二
相
成
増
玉
左
之
通

　
　
残
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
拾
ハ
　
壱
貫
五
百
目
玉

　
　
（
朱
）
『
六
万
五
千
三
百
ハ
』
御
櫓
二
有
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
七
拾
ハ
　
壱
貫
目
玉

　
　
〆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
八
拾
ハ
　
八
百
圏
玉

　
　
　
記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
一
　
拾
ヲ
ハ
　
六
百
目
玉

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

込
八
拾
ハ
三
百
呈

／
一
　
百
ハ
　
三
百
目
玉

　
　
〆
　
六
口

　
　
　
　
（
朱
）
『
不
残
』
浜
細
工
所
二
有
之

　
　
　
〆

最
前
ヲ
ロ
シ
や
御
用
一
一
テ
御
鋳
立
唐
金
包
ミ
玉
残
り
分
左
之
通

　
一
　
三
拾
ハ
　
壱
貫
五
百
目
玉

　
一
　
三
拾
ハ
　
壱
貫
目
玉

　
一
　
拾
五
ハ
　
七
百
目
玉

　
一
　
弐
拾
九
ハ
　
五
百
目
玉

　
　
〆
　
四
口

　
　
　
　
（
朱
）
『
不
残
』
浜
細
工
所
二
有
之

　
　
〆

　
　
　
御
備
玉
之
外
過
二
相
成
御
櫓
二

　
「有

之
玉
左
之
通

　
一
　
百
ハ
　
鉛
　
百
目
玉

　
　
　
　
現
（
朱
）
『
不
残
』
単
管
二
有
之

　
一
　
百
九
拾
ハ
　
同
　
三
拾
目
玉

　
　
　
　
現
（
朱
）
『
不
残
』
御
櫓
二
有
之

　
一
　
百
ハ
　
五
拾
目
玉

　
　
　
　
現
（
朱
）
『
不
残
』
御
櫓
二
有
之

　
一
　
弐
千
六
百
九
拾
ハ
　
小
筒
玉

　
　
　
　
此
分
玉
目
不
同
有
之
一
様
二
無
之

　
　
　
現
（
朱
〉
『
不
残
』
御
櫓
二
有
之

　
　
　
〆

　
一
　
百
四
拾
八
ハ
　
百
目
玉

　
　
右
ハ
水
浦
へ
置
付
二
相
成
筈
ニ
テ
同
所
二
被
指
越
有
之
由
ニ
テ

　
　
大
頭
衆
預
り
有
之

　
「

　
文
政
二
年
卯
十
二
月
十
五
日
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）

御
櫓
奉
行
よ
り
出
ル
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
〇
　
御
武
具
櫓
諸
道
具
現
調
子
帳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
浜
田
義
八
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
表
紙
）

　
　
　
　
御
櫓
奉
行
　
外
山
平
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
黒
判
　
四
角
枠
内
に
「
伊
丹
家
蔵
」
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
幸
田
弥
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
武
具
網
戸
御
器
具
現
調
子
帳
（
朱
）
『
五
冊
之
内
』

　
受
持
御
用
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奉
行

　
　
　
　
伊
丹
九
郎
左
衛
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

五
一
九
合
薬
現
調
子
帳
（
冒
頭
の
み
）

（
表
紙
）

「
黒
判
　
四
角
枠
内
に
「
伊
丹
家
蔵
」
」

　
合
薬
現
調
子
帳
　
御
武
具
櫓
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
塩
焙
御
蔵
奉
行

（
朱
）
『
五
冊
之
内
』

「
一
　
壱
万
三
千
三
百
五
拾
六
貫
四
百
九
拾
六
匁
八
厘
ハ
　
合
薬

　
　
内

　
弐
千
百
拾
九
貫
目
ハ
　
上
合
薬

　
弐
千
三
拾
八
貫
七
百
目
ハ
　
丸
印
合
薬

　
五
千
六
百
拾
七
貫
五
百
目
ハ
　
中
合
薬

　
千
弐
百
三
貫
二
百
目
ハ
　
下
合
薬

　
右
四
口

（
朱
）
『
△
』
合
壱
万
九
百
七
拾
八
貫
四
百
目
ハ
塗
輿
今
谷
御
塩

硝
蔵
二
有
之
候
高
也

　
　
但
再
製
当
卯
ノ
十
一
月
分
納
迄
ハ
此
算
用
二
加
ル

諸
口
え
御
用
借
二
出
預
り
御
櫓
二
有
之
分
左
之
通

（
以
下
略
）

御
武
具
櫓

一
　
百
六
拾
五
流
ハ
　
御
旗

　
　
　
　
　
但
壱
幅
弐
輻
三
幅

右
同一

　
六
勺
ハ
　
御
昇

右
同一

　
拾
ヲ
ハ
　
拓

右
同一

　
拾
壱
ハ
　
志
な
へ

〆右
御
旗
類
古
製
之
分
ハ
極
々
大
破
ニ
テ
御
用
達
不
仕
候

右
同一

　
七
拾
本
ハ
　
御
旗
竿

　
現
品
百
六
拾
三
本
有
之
内
七
拾
本
ハ
孟
母
前
帝
引
書
三
拾
九
本

　
ハ
御
武
具
方
請
之
分
引

残
る
（
朱
）
『
五
拾
四
本
ハ
』
全
過

〆右
同一

　
弐
百
四
拾
四
ハ
　
立
子

右
同一

　
百
弐
拾
弐
筋
ハ
　
御
旗
手
縄

右
同一

　
拾
参
本
ハ
　
鉄
折
金

　
　
現
品
弐
拾
九
本
有
之
内
よ
り
右
客
受
前
書

残
る
（
朱
）
『
拾
六
本
ハ
』
全
癒

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
鐘

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
鉦
鐘

右
同一

　
弐
拾
士
宮
ハ
　
御
軍
鐘

　
　
現
品
弐
拾
三
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
導
引

　
　
同
弐
勺
ハ
御
武
具
方
受
分
引

〆
過
不
足
無
之

「
右
同一

　
弐
拾
六
本
ハ
　
白
黒
苧
鷹

　
　
現
品
三
拾
六
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
分
引

　
　
同
六
本
御
武
具
方
受
分
引

残
る
（
朱
）
『
四
本
ハ
』
全
過

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
陣
太
鼓

　
　
　
但
　
箋
共

右
同一

　
四
拾
八
ハ
　
押
太
鼓

　
　
現
品
四
十
九
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
賢

残
る
（
朱
）
『
壱
勺
ハ
』
全
過

右
同一

　
弐
拾
四
羽
ハ
　
陣
貝

　
　
現
品
弐
拾
五
羽
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

残
る
（
朱
）
『
壱
羽
ハ
』
全
癒

右
同一

　
壱
本
ハ
　
御
本
陣
印

右
同一

　
弐
拾
九
本
ハ
　
御
木
屋
上
，

　
　
現
品
三
捨
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

残
る
（
朱
）
『
壱
本
ハ
』
全
過
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右
同一

　
壱
勺
ハ
　
母
衣
絹

　
　
極
々
大
破
ニ
テ
御
用
達
不
仕
候

右
同一

　
八
勺
ハ
　
母
衣
出
し

右
同一

　
弐
饒
ハ
　
御
台
弓

請
前一

　
九
勺
ハ
　
御
台
弓
台

　
　
現
品
七
勺
有
之
　
内
弐
勺
ハ
御
餅
付
二
相
成
長
崎
御
用
分
同

　
　
五
勺
ハ
損
シ
物

残
る
（
朱
）
『
弐
勺
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
壱
餅
ハ
　
御
半
弓

右
同一

　
壱
勺
ハ
　
御
半
弓
台

右
同一

　
五
張
ハ
　
御
半
弓

内
壱
張
ハ
唐
半
弓

「
受
前一

　
三
百
八
拾
八
張
ハ
　
御
難
弓

　
　
現
品
五
百
七
拾
四
張
有
之
内
よ
り
弐
百
張
扇
御
武
具
方
受
分

　
　
引
相
残
る
三
百
七
拾
四
張
有
之
候
に
付
御
櫓
受
前
之
内
ニ
テ

　
　
　
　
（
朱
）
『
拾
四
張
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
五
張
ハ
　
御
次
弓

　
　
現
品
七
張
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
分
引

残
る
（
朱
）
『
弐
張
ハ
』
全
過

右
同一

　
三
千
九
百
五
拾
五
筋
ハ
　
征
矢
柄

　
　
内
四
百
八
拾
三
本
ハ
根
付

右
同一

　
壱
万
八
千
六
百
八
拾
四
本
山
　
矢
ノ
根

　
現
品
壱
万
八
千
六
百
九
拾
四
本
有
之

　
内
よ
り
右
之
受
前
分
引

残
る
（
朱
）
『
拾
本
ハ
』
全
過

右
同一

　
壱
張
ハ
　
御
墓
目
弓

右
同一

　
壱
筋
ハ
　
右
ノ
矢

右
同一

　
四
百
七
拾
八
指
ハ
　
色
白
　
弓
弦

　
　
現
晶
五
百
六
拾
八
指
有
之
内
よ
り
右
之
立
前
引

　
　
指
ハ
御
武
具
方
受
之
分
引

〆
　
過
不
足
無
之

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
し
ょ
う
り
う
つ
ぼ
　

一
　
壱
勺
ハ
　
御
野
島
鞍

右
同一

　
七
拾
五
指
ハ
　
　
鞍

右
同一

　
三
拾
弐
ハ
　
簸

　
　
現
品
三
拾
六
有
之
　
内
よ
り
右
之
分
豊
前
引

残
る
（
朱
）
『
四
勺
ハ
』
全
過

右
同一

　
九
勺
ハ
　
天
鼠
革

右
同一

　
拾
弐
ハ
　
片
輪
切
割

　
　
　
　
　
　
さ
し
物

一
百
拾
穂
ハ
塗
靱

　
　
　
　
　
　
　
ネ
か
た
な
り
　

　
　
内
壱
勺
ハ
台
肩
形

　
「受

前
引
合
済

一
　
弐
拾
六
穂
ハ
　
黒
毛
靱

記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
〉

同
九
拾
八

右
同一

　
七
穂
ハ
　
白
猪
靱

右
同一

　
拾
穂
ハ
　
黒
毛
靱

　
　
　
但
永
楽
銭
御
紋
有

右
同一

　
弐
拾
五
ハ
　
弓
堅
メ

　
　
現
品
四
拾
五
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

残
る
（
朱
）
『
弐
拾
』
全
過

右
同一

　
弐
勺
ハ
　
弓
張

右
同一

　
六
拾
三
ハ
　
振
り
革

右
同一

　
拾
壱
ハ
　
御
弓
桐
油

右
同

　
　
弐
勺
ハ
　
御
半
弓
矢
篭

右
同一

　
四
拾
弐
背
ハ
　
鞍

　
　
内
七
背
ハ
　
異
国
鞍

右
同一

　
弐
拾
八
足
ハ
　
鉄
木
共
　
鐙

　
　
内
六
足
ハ
　
異
国
鐙

右
同一

　
拾
九
問
ハ
　
轡

右
同一

　
弐
筋
ハ
　
手
縄

右
同一

　
四
拾
七
掛
ハ
　
押
掛
ケ

右
同一

　
弐
勺
ハ
　
網
駄
覆

右
同

37



記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

一
　
六
勺
ハ
　
馬
面

右
同一

　
拾
五
領
ハ
　
馬
鎧

右
同一

　
弐
本
ハ
　
馬
柄
杓

右
同一

　
拾
四
ハ
　
野
口

　
　
内
三
ツ
ハ
高
麗

「
右
同一

　
口
㎜
々
ハ
　
齪
共
国
馬
亘
ハ
小
道
目
六

〆受
前
引
合
済

一
　
三
筋
ハ
　
大
鳥
毛
御
鎗

右
同一

　
壱
木
ハ
　
大
鳥
毛
御
鎗
身
金
具
添

右
同一

　
壱
筋
ハ
　
小
鳥
毛
御
鎗

右
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

一
　
四
勺
ハ
　
大
鳥
毛
上
半
鞘

右
同一

　
四
勺
ハ
　
小
鳥
毛
上
鞘

右
同一

　
士
営
筋
ハ
　
胡
麻
士
冗
御
槍

右
同一

　
四
勺
ハ
　
胡
麻
売
上
ハ
鞘

右
同一

　
五
拾
筋
ハ
　
除
瓢
物
　
御
直
鎗

右
同一

　
百
筋
ハ
　
御
直
鎗

受
前一

　
百
ハ
　
狸
々
緋
投
鞘

　
　
現
品
九
拾
七
有
之

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
三
ツ
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

　
　
三
筋
ハ
　
沢
潟
御
鎗

右
同一

　
弐
筋
パ
　
一
日
能
…
御
　
鎗
…

右
同一

　
三
筋
ハ
　
十
文
字
御
槍

右
同一

　
五
振
ハ
　
御
長
刀

　
　
但
　
壱
振
ハ
身
斗

右
同一

　
拾
筋
ハ
　
御
直
鎗

右
同一

　
拾
牌
肋
ハ
　
袋
御
脚
直
蛤
焔

右
同一

　
八
筋
ハ
　
熊
毛
鞘
　
御
器
鎗

右
同一

　
三
拾
四
筋
ハ
　
御
貯
直
〃
鎗

　
　
内
弐
拾
三
筋
ハ
大
損
也
　
穂
無
し

「
右
同一

　
五
拾
筋
ハ
　
御
直
鎗

右
同一

　
拾
筋
ハ
　
鳥
毛
鞘
　
右
回

右
同一

　
弐
拾
弐
筋
ハ
　
御
直
鎗

右
同一

　
弐
筋
ハ
　
右
同

右
同一

　
士
官
筋
ハ
　
御
持
　
袋
鎗

右
同

一
　
五
筋
ハ
　
猪
突
　
十
文
字

右
同一

　
拾
参
筋
ハ
　
同
　
直
鎗

右
同一

　
九
振
ハ
　
同
　
錠
長
刀

受
前一

　
千
百
七
拾
五
筋
ハ
　
御
番
鎗

　
　
　
現
品
千
百
七
拾
三
本
有
之

　
　
　
残
る
（
朱
）
『
弐
本
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
弐
振
ハ
　
御
長
刀
身
斗

右
同一

　
九
本
ハ
　
十
文
字
　
御
槍
身
斗

右
同一

　
九
本
ハ
　
片
鎌
　
御
槍
身
斗

右
同一

　
四
本
ハ
　
片
刃
　
御
槍
身
斗

受
前一

　
弐
拾
壱
本
ハ
　
片
鏑
袋
直
鎗
　
身
斗

　
　
　
現
品
弐
拾
有
之
　
残
る
（
朱
）
『
壱
本
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
九
拾
壱
本
ハ
　
直
鎗
身
斗

右
同一

　
九
拾
八
本
ハ
　
両
鏑
袋
直
鎗
　
身
斗

受
前一

　
千
百
五
本
ハ
　
御
番
鎗
　
身
斗

　
　
現
品
千
九
十
壱
本
有
之
　
残
る
（
朱
）
『
拾
四
本
ハ
』
全
不
足

「
受
前
引
合
済

一
　
五
本
ハ
　
御
番
鑓
之
左
柄

　
　
但
　
虫
付
損
シ

右
同
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一
　
壱
本
ハ
　
御
長
刀
之
左
柄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
四
百
九
十
三
本
　
熊
手

　
　
但
　
損
シ
金
旦
ハ
添
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
品
四
百
九
十
七
本
有
之
　
内
よ
り
拾
五
本
目
御
話
具
方
受

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
残
四
百
八
十
弐
本
有
之
候
二
付
右
上
前
之
内
ニ
テ

…
　
九
百
七
拾
ハ
　
御
番
鑓
之
鳥
毛
鞘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
拾
壱
本
』
全
不
足

　
　
現
品
千
三
百
七
十
七
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

　
　
残
る
（
朱
）
『
四
百
七
勺
』
全
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
百
五
十
弐
本
　
長
柄
鎌
　
片
鎌
共

　
　
虫
付
損
シ
或
ハ
類
逮
い
に
て
過
之
分
ハ
御
用
達
不
仕
　
　
　
　
　
］
一

受
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
五
百
三
拾
五
本
ハ
　
鳶
ロ

一
　
四
百
弐
十
五
ハ
　
御
番
鑓
之
　
留
素
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
品
五
百
四
十
七
本
有
之
　
内
よ
り
右
雨
受
盲
唖
　
残
る

　
　
現
晶
四
百
弐
十
壱
有
之
　
残
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
弐
十
弐
本
ハ
』
全
過

　
　
　
（
朱
）
『
四
ツ
ハ
』
全
不
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一

受
前
引
合
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
拾
振
ハ
　
野
太
刀

一
　
四
勺
ハ
　
鳥
毛
出
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
極
々
大
破
ニ
テ
御
用
達
不
仕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弐
腰
ハ
　
影
ノ
太
刀

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

一
　
弐
拾
三
本
ハ
　
捻
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
四
腰
ハ
　
信
国
作
也
　
刀
身
斗

　
　
現
品
四
十
壱
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
直
前
分
引
　
同
拾
本
ハ
　
　
「
一

　
　
御
武
具
方
受
前
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
腰
ハ
　
脇
指
　
身
斗

　
　
残
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
（
朱
）
『
八
本
ハ
』
全
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
九
十
五
腰
ハ
　
御
番
刀

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
勺
ハ
　
刀
ノ
柄
斗

一
　
弐
拾
四
本
ハ
　
差
股
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆

　
　
現
品
四
十
壱
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引
　
同
拾
本
ハ
御
　
　
　
「
1

　
　
武
具
方
受
分
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
拾
五
枚
ハ
　
鉄
楯
板

　
　
残
る
（
朱
）
『
七
本
ハ
』
全
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

右
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
枚
ハ
　
阿
蘭
陀
楯

一
　
弐
拾
七
本
ハ
　
突
棒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
－
一

　
　
現
品
四
十
壱
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引
　
同
拾
本
ハ
御
　
　
　
一
　
弐
十
八
ハ
　
革
頭
巾

　
　
武
具
方
受
分
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一

　
　
残
る
（
朱
）
『
四
本
ハ
』
全
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
十
六
ハ
　
革
羽
織

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

受
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
四
十
七
ハ
　
伊
達
　
黒
羽
織

　
　
　
記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
隅
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）

1
一
　
弐
十
ハ
　
張
笠
挑
灯

1
一
　
拾
ヲ
ハ
　
鬼
入
革

1
一
　
拾
五
ハ
　
浮
沓

「1
一
　
七
勺
ハ
　
抱
瓢
箪

1
一
　
七
枚
ハ
　
虎
皮

1
一
　
三
」
拾
弐
ハ
　
虎
骨

「
一
　
拾
六
ハ
　
天
水
瓶

1
一
　
九
拾
弐
ハ
　
壷

1
一
　
四
十
七
ハ
　
新
鮫

］一
　
壱
妊
｛
ハ
　
〃
御
陣
駕
…

］
一
　
三
拾
七
筋
ハ
　
重
れ
ん
じ
や
く

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
べ
　

一
　
七
十
九
斤
ハ
　
標

1
一
　
弐
十
五
本
ハ
　
丸
藤

1
一
　
三
百
七
拾
九
領
ハ
　
御
番
具
足

　
「　

　
内
拾
参
領
ハ
　
御
武
具
方
受
ノ
分

1
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

一
　
四
十
四
領
ハ
　
仕
寄
具
足

1
一
　
弐
拾
領
ハ
　
着
地
胴

1
一
　
七
拾
五
領
ハ
　
討
議
具
足

「
一
　
弐
百
十
三
頭
ハ
　
金
甲

　
　
現
品
弐
百
十
八
頭
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
　
　
　
残
る
（
朱
）
『
五
頭
ハ
』
全
過

］一
　
百
三
十
弐
ハ
　
右
之
立
物
（
・
兜
の
装
飾
）

　
　
　
現
品
百
九
十
七
有
之
　
内
よ
り
右
譲
受
前
堂

　
　
　
　
　
　
残
る
（
朱
）
『
六
十
五
ハ
』
全
過

］　　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　

一
　
八
十
六
ハ
　
鎖
頭
巾

1
一
　
九
十
六
着
ハ
　
同
着
込

1
一
　
壱
勺
ハ
　
同
股
引

1
一
　
拾
壱
頭
ハ
　
冑

　
　
　
　
　
内
壱
ツ
ハ
唐
物

「一
　
　
　
　
　
　
ハ
ホ
　
を
　
に
　
だ
　

一
　
壱
勺
ハ
　
唐
頭
立
物

〕
一
　
弐
面
ハ
　
頬
当

一
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
し
こ
ろ
　

一
　
壱
勺
ハ
　
右
鞭

1
一
　
六
間
ハ
　
右
下
散
（
＊
草
摺
の
異
称
）

1
一
　
壱
領
ハ
　
冑

　
　
　
　
但
　
飯
尾
作

］
一
　
壱
面
ハ
　
頬
当

右
同「

一
　
壱
間
ハ
　
轡

右
同「

一
　
弐
足
ハ
　
鐙

右
同「

一
　
弐
枚
ハ
　
舗
革

　
　
　
　
　
内
一
枚
ハ
極
々
大
破

1
一
　
拾
五
足
ハ
　
鉄
腰
当

1
一
　
弐
百
ハ
　
革
腰
当

］
一
　
七
百
五
十
七
領
ハ
　
三
音
具
足

　
　
　
現
品
九
百
七
領
有
之
　
内
よ
り
右
真
受
分
引

　
　
　
　
　
　
残
る
　
百
五
十
領
有
之

　
　
　
　
内
よ
り
五
領
ハ
　
鞍
屋
差
上
分

　
　
　
　
弐
十
領
ハ
　
具
足
師
　
勤
之
允
差
上

　
　
〆
弐
十
五
領
受
未
勺
潮
上
分
引

　
　
　
又
残
る
（
朱
）
『
百
弐
十
五
領
ハ

　
　
此
分
御
武
具
方
受
立
替
農
事
』

1
一
　
拾
領
ハ
　
胃
付
　
三
勺
具
足

］
一
　
三
百
六
十
三
具
ハ
　
布
小
手

1
一
　
六
百
六
十
九
ハ
　
革
笠

「　
　
　
現
品
弐
千
五
百
九
十
弐
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
　
内
千
九
百
八
勺
ハ
御
武
具
書
幅
分
引

残
る

　
　
　
（
朱
）
『
拾
弐
ハ
』
全
過

受
前一

　
百
七
拾
壱
張
ハ
　
布
御
幕

　
現
晶
百
七
十
九
張
有
之

　
内
よ
り
拾
弐
張
御
武
具
懇
志
分
引

　
相
残
百
六
十
七
張
有
之
申
付

　
御
櫓
受
前
之
内
に
て

　
　
　
　
（
朱
）
『
四
張
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
拾
三
張
ハ
　
娼
帽
御
幕

　
現
品
二
拾
張
有
之

　
内
よ
り
拾
三
張
ハ
右
受
前
引

　
同
七
張
ハ
御
武
具
方
受
分
引

　
〆
過
不
足
無
之

受
前

　
　
千
七
拾
弐
張
ハ
　
木
綿
御
幕

　
現
品
千
百
六
拾
張
有
之

　
内
よ
り
百
五
拾
七
張
ハ
御
武
具
方
受
分
引

　
相
残
九
百
八
拾
九
張
有
之
二
付
　
御
櫓
受
前
之
内
ニ
テ

　
　
　
　
（
朱
）
『
八
十
三
張
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
弐
百
四
十
五
本
ハ
　
　
御
幕
串

　
現
品
五
百
五
十
壱
本
有
之

　
内
よ
り
右
之
受
分
引

　
同
百
三
十
八
本
御
武
具
方
受
分
引

　
残
る
（
朱
）
『
百
六
十
八
本
ハ
』

全
過
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］
一
　
百
弐
十
ハ
　
絹
法
被

受
前一

　
千
五
百
六
十
五
ハ
　
　
法
被

「
　
現
品
千
五
百
弐
十
弐
有
之
二
三

　
　
（
朱
）
『
四
十
三
ハ
』
全
不
足

1
一
　
五
百
拾
ヲ
ハ
　
袖
印

　
現
品
千
六
百
七
十
一
有
之

　
内
よ
り
千
百
七
十
一
ハ
御
武
具
方
受
分
引

　
残
る
五
百
有
之
二
付
御
櫓
受
前
之
内
に
て

　
　
（
朱
）
『
拾
ヲ
ハ
』
全
不
足

1
一
　
弐
十
七
荷
ハ
　
陣
桶

　
現
品
八
十
弐
荷
有
之
内
よ
り
右
之
受
前
分
引
同
五
十
五
荷

　
御
武
具
方
受
分
引

　
〆
　
但
入
組
之
陣
鍋
惣
数
四
百
七
十
四
有
之

　
〆
　
過
不
足
無
之

］　　
　
　
　
　
　
ヘ
ネ
ふ
な
ば
し
ご
　

一
　
五
拾
六
挺
ハ
　
船
階
子

「
一
　
弐
百
八
十
枚
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
奨
／
鑑

受
前
引
合
済

一
　
九
十
弐
挺
ハ
　
置
筒

　
内「

壱
挺
ハ

四
挺
ハ

弐
挺
ハ

三
挺
ハ

壱
挺
ハ

壱
挺
ハ

三
挺
ハ

四
挺
ハ

拾
壱
挺
ハ

壱
挺
ハ

三
挺
ハ

四
十
八
挺
ハ

壱
挺
ハ

壱
挺
ハ

壱
挺
ハ

七
挺
ハ

弐
貫
八
百
目
筒

壱
貫
五
百
目
筒

壱
貫
百
目
筒

壱
貫
目
筒

七
百
目
筒

五
百
三
十
目
筒

五
百
目
筒

三
百
目
筒

弐
百
目
筒

百
五
十
目
筒

百
弐
十
目
筒

百
目
筒

拾
匁
奉
重
要
（
＊
奉
あ
る
い
は
捧
、

玉
火
矢
筒

入
子
筒

木
筒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
虫
喰
損
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
九
十
弐
挺
ハ
前
之
受
前
二
引
合

　
現
品
九
百
三
十
一
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
分
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
　
　
弐
百
目
筒

　
残
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〆
四
挺
ハ
御
武
具
方
受
分
引
合
』

　
　
　
　
（
朱
）
『
百
七
十
ニ
ハ
』
四
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
残
る
壱
挺
ハ
　
弐
貫
目
筒

「
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
壱
〆
弐
百
目
筒

一
　
四
百
三
十
本
ハ
　
寄
棒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
五
百
目
筒

　
　
現
晶
四
百
六
十
本
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
分
引
　
残
る
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
百
三
十
目
筒

　
　
　
　
（
朱
）
『
弐
十
四
本
ハ
』
全
過
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
五
拾
目
筒

　
　
　
記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
…
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

さ
さ
げ
か
）

　
〆

右
（
朱
）
『
五
挺
ハ
』
全
過

受
前
二
引
合
済

一
　
三
拾
六
挺
ハ
　
　
仕
寄
筒

「
一
　
八
挺
ハ
　
　
　
　
短
筒

1一
　
士
営
癬
拠
ハ
　
南
蛮
　
短
牌
同

「
一
　
壱
挺
ハ
　
弓
鉄
砲

1
一
　
五
十
三
挺
ハ
　
　
抱
大
筒

　
　
　
内

　
　
　
　
拾
三
挺
ハ
　
百
目
筒

　
　
　
　
拾
五
挺
ハ
　
五
拾
目
筒

　
　
　
　
拾
五
挺
ハ
　
三
十
目
筒

　
　
　
　
拾
挺
ハ
　
　
弐
十
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
海
走
台

〆
五
十
三
挺
ハ
前
之
受
前
分
二
引
合

　
　
　
（
朱
）
『
外
二

　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
　
　
　
百
目
筒

　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
　
　
　
五
十
目
筒

　
　
　
　
出
営
姐
拠
ハ
　
　
　
　
三
十
目
筒

　
　
　
　
〆
三
挺
ハ
御
武
具
方
受
分
引
合
』

　
　
　
　
残
る

　
　
　
　
　
　
　
　
壱
挺
ハ
　
金
紫
銅
（
＊
金
紫
は
金
印
・
紫
綬
か
）

　
　
　
　
　
　
　
　
士
官
挺
…
ハ
　
三
十
目
研
岡

　
　
　
　
　
　
〆

　
　
　
　
　
　
右
（
朱
）
『
弐
挺
ハ
』
全
過

受
前
引
合
済

一
　
千
九
百
挺
ハ
　
小
筒

　
　
　
現
品
千
九
百
八
挺
有
之
　
内
よ
り
右
差
引
前
引
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
　
英
雄
）

　
　
　
　
残
る
（
朱
）
『
八
挺
ハ
』
全
過

］一
　
拾
挺
ハ
　
＋
口
身
研
岡
斗

］
一
　
百
十
挺
ハ
　
着
地
小
筒

受
前一

　
千
八
百
三
拾
壱
把
ハ
　
木
綿
火
縄

　
　
　
現
品
千
七
百
七
拾
七
把
有
之
二
付

　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
五
拾
四
把
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
三
万
六
千
九
百
拾
壱
把
ハ
　
竹
火
縄

「］
一
　
四
百
弐
拾
ハ
　
大
小
鋳
形

　
　
　
現
品
四
百
四
十
三
有
之
内
よ
り
右
之
受
前
立
　
残
る

　
　
（
朱
）
『
弐
拾
三
ハ
』
全
過

］
一
　
百
四
勺
ハ
　
鋳
鍋

1
一
　
九
百
四
十
弐
ハ
　
掛
分
切

1
一
　
壱
万
四
千
六
百
八
十
四
ハ
　
分
切
（
＊
ブ
ン
ギ
リ
、
火
薬
の
装
薬

を
充
填
す
る
筒
、
『
日
葡
辞
書
』
）

1
一
　
千
百
三
拾
ハ
　
革
胴
乱

1
一
　
九
十
筋
ハ
　
右
之
緒

1
一
　
千
四
百
十
弐
ハ
　
ロ
薬
入

一
　
五
ツ
ハ
　
胴
薬
入

　
　
現
品
十
九
有
之
内
よ
り
右
冬
草
早
引

　
　
残
る

　
　
　
　
（
朱
）
『
拾
四
ハ
』
全
過

「
一
　
八
百
九
十
六
ハ
　
薬
玉
袋
鋳
留
袋
共

1
一
　
弐
百
弐
拾
七
ハ
　
鉄
砲
袋

　
　
但
狸
々
緋
羅
紗
す
た
め
ん
之
問
ニ
テ

　
　
現
品
弐
百
弐
十
弐
有
之
二
付

　
　
　
（
朱
）
『
五
ッ
ハ
』
全
不
足

受
前一

　
九
十
五
ハ
　
黒
羅
紗
　
鉄
砲
袋

　
　
現
品
九
十
一
有
之
二
付

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
四
湿
土
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
弐
十
四
ハ
　
小
倉
木
綿
　
右
同

受
前一

　
千
四
拾
六
ハ
　
革
右
同

「現
品
千
四
十
四
有
之
二
付

　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
舌
虫
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
壱
勺
ハ
　
こ
よ
り
組
物
　
右
樋

受
前一

　
三
拾
三
ハ
　
一
屑
助

　
　
　
現
品
三
十
弐
有
之
二
三

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
勺
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
百
六
十
本
ハ
　
大
小
玉
竿

］
一
　
百
弐
十
九
ハ
　
火
矢
ノ
羽

「
一
　
三
十
九
ハ
　
同
根

－
1

一
　
弐
勺
ハ
　
火
矢
　
屋
ぐ
ら

1
一
　
弐
十
七
ハ
　
大
小
早
薬
入

1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ネ
を
　
　
　

一
　
壱
勺
ハ
　
薬
入
筒
革
袋
共

］　　
　
　
　
　
　
バ
ネ
ね
じ
ぬ
き
　

一
　
拾
六
ハ
　
鉄
砲
捻
抜

1
一
　
四
勺
ハ
　
か
う
水

「
一
　
壱
勺
ハ
　
横
手
金

「
一
　
五
勺
ハ
　
薬
研
　
鍔
と
も
に

］
一
　
拾
弐
本
ハ
　
錆
こ
さ
ぎ

1
一
　
拾
弐
本
ハ
　
目
釘
抜
（
＊
『
日
葡
辞
書
』
で
は
メ
ク
ギ
は
銃
身
を
銃

床
に
と
め
る
ね
じ
）

「
一
　
弐
本
ハ
　
鉄
砲
錐

「　　
　
　
　
　
　
　
ぶ
お
　
　

一
　
百
八
十
ハ
　
砲
録
前
壷

1
一
　
拾
五
貫
目
ハ
　
松
脂

1
一
　
五
拾
貫
九
百
目
ハ
　
樟
脳

　
右
二
ロ
ハ
消
失
ニ
テ
減
有
之
居
申
候

　
「］

一
　
四
百
七
十
八
ハ
　
拾
手

　
　
　
現
品
五
百
弐
十
五
有
之
　
内
よ
り
右
早
早
前
置

　
　
　
同
三
十
九
ハ
　
御
武
具
方
請
分
引
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残
る

　
　
（
朱
）
『
八
つ
ハ
』
全
過

受
前一

　
三
百
四
十
八
ハ
　
錠

　
　
　
現
品
三
百
四
十
二
有
之
二
付

　
　
　
　
（
朱
）
『
六
勺
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
七
十
弐
本
ハ
　
打
か
ぎ

受
前一

　
百
七
十
三
具
ハ
　
鎌

　
　
　
　
現
晶
百
六
十
八
具
有
之
織
付

　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
五
具
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
弐
百
四
十
七
ハ
　
斧

　
　
現
品
弐
百
五
十
五
有
之
二
付
　
内
よ
り
下
之
受
粗
暴

　
　
　
（
朱
）
『
八
挺
ハ
』
全
過

1
一
　
六
十
弐
具
ハ
　
平
鍬

　
　
　
　
現
品
六
十
三
具
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
残
る
（
朱
）
『
壱
具
ハ
』
全
過

受
前
引
合
済

一
　
弐
十
目
バ
ハ
　
唐
鍬

　
　
　
現
品
八
拾
具
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
残
る
（
朱
）
『
六
十
具
ハ
』
全
過

「
一
　
百
八
挺
ハ
　
前
掻
（
＊
先
の
曲
っ
た
難
）

　
　
　
現
品
百
十
壱
挺
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
　
残
る
（
朱
）
『
三
挺
ハ
』
全
過

］受
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
つ
る
は
し
　

一
　
七
十
六
挺
ハ
　
鶴
暫

　
　
現
品
七
十
四
挺
有
之
二
付
、

　
　
　
記
録
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
福
岡
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
1
史
跡
整
備
の
功
罪
」

　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
弐
挺
ハ
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
百
挺
ハ
　
せ
な

1
一
　
十
七
ハ
　
壁
塗
小
手

1
一
　
四
十
六
挺
ハ
　
鉄
ノ
小
手

「
一
　
弐
百
十
四
本
ハ
　
木
小
手

　
　
　
但
　
虫
喰
損
し

1
一
　
弐
百
六
十
壱
ハ
　
万
力

1
一
　
弐
十
八
ハ
　
鉄
槌

　
　
　
現
品
四
十
三
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
面

　
　
残
る
（
朱
）
『
拾
五
ハ
』
全
品

〕
一
　
弐
百
六
十
壱
　
高
桃
灯

　
　
　
　
現
品
千
弐
拾
弐
張
有
之
　
内
よ
り
右
之
受
前
引

　
　
　
　
同
拾
七
張
ハ
御
蚕
具
方
受
分
引

　
　
残
る
（
朱
）
『
三
百
四
十
五
張
ハ
』
全
州

〕
一
　
四
張
ハ
　
騎
一
馬
桃
灯

1
一
　
壱
張
ハ
　
箱
同

1
　
　
　
　
　
　
み
せ
　
マ
　
ム
ロ
か
　

一
　
九
勺
ハ
　
足
次

］
一
　
八
勺
ハ
　
簿
鉄
籠

］
一
　
拾
弐
ハ
　
簿
台

1　
　
　
　
　
（
服
部
　
英
雄
）

一
　
拾
弐
ハ
　
屏
風
楯

］
一
　
三
百
弐
拾
六
斤
ハ
　
蟻

1
一
　
壱
本
ハ
極
大
破
　
大
朱
傘

1
一
　
七
十
三
〆
ハ
　
麻
木

「1
一
　
千
五
百
六
十
三
本
ハ
　
御
鎗
柄
木

　
　
右
之
内
虫
付
損
或
ハ
折
レ
損
シ
等
も
有
之

「
l
I
…

一
　
壱
勺
ハ
　
御
木
馬

一
　
三
領
ハ
　
御
稽
古
　
革
具
足

一
　
壱
箱
ハ
　
上
泉
谷
之
図

一
　
壱
勺
ハ
　
研
敷
板

受
前一

　
壱
勺
ハ
　
研
手
洗

　
　
　
　
朽
損
シ

］
一
　
三
本
ハ
　
研
枕

　
　
右
同
断

］
一
　
弐
本
ハ
　
研
押
え

　
　
右
同
断

一
　
拾
壱
本
ハ
　
研
輪
木

　
　
右
同
断

　
研
手
洗
よ
り
以
下

　
　
（
朱
）
『
四
口
研
道
具
』
全
不
足

受
前
引
合
済

一
　
壱
勺
ハ
　
麦
山
　
御
琵
琶

］
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記
録
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「一㌃㌃「「
世　 ＝ヒ　 一　 鳶　 士
営　宮　ご　営　営
勺勺挺勺勺ハ　ハ　6｝　ハ　ハ

一一「一］一「「一㌃㌃1－1一
ノ＼　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ＼　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、

銀
ノ
御
銚
子

さ
パ
リ
鍋

鹿
角

御
弁
当

犬
ば
り
こ

御
位
牌

御
仏
具

思
無
邪
台

鉄
砲
操
台

同
〆
台

巨
森
台

皿，

汢
ｪ
城
・
下
の
橋
門
復
原
を
め
ぐ
っ
て
一
史
跡
整
備
の
功
罪
」
（
服
部
英
雄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
勺
ハ
　
鋏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
勺
ハ
　
鍛
冶
箸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
勺
ハ
　
銅
ノ
油
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
壱
勺
ハ
　
油
入
瓶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
三
拾
壱
ハ
　
鉄
砲
手
入
道
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
七
十
枚
ハ
　
古
畳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
只
今
敷
渡
二
相
成
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
旋
風
台

　
　
　
　
石
火
矢
　
木
形

三
挺
分
ハ
　
海
走
台
ノ
金
も
の

　
　
　
　
ち
き
り
（
＊
紅
秤
。
柾
秤
、

　
　
　
　
秤

さ
お
ば
か
り
）

一
　
三
勺
ハ

「
一
　
壱
勺
ハ

ー一
　
弐
勺
ハ

］一
　
壱
勺
ハ

］
一
　
壱
挺
ハ

］
一
　
壱
勺
ハ

ー一
　
弐
勺
ハ

「
一
　
壱
勺
ハ

「
一
　
三
勺
ハ

〕

木
ノ
切
詰

鉛
鍔

石
麟

銅
鍋

石
ノ
引
臼

三
味
せ
ん
や
ぎ

れ
ん
木
（
＊
す
り
こ
ぎ
の
意
）

斤
量

小
斤
量

硯
石

一
　
壱
勺
ハ
　
挾
尺

〕
一
　
壱
本
ハ
　
打
か
ね

受
前一

　
四
勺
ハ
　
手
田
子

　
　
　
　
現
品
弐
勺
有
之

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
弐
勺
ハ
』

一
　
弐
勺
ハ
　
研
手
洗

　
　
　
　
現
品
壱
勺
有
之

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
勺
ハ
』

「1
一
　
六
勺
ハ
　
か
ん
な

　
　
　
　
現
品
五
勺
有
之

　
　
　
　
　
（
朱
）
『
壱
勺
ハ
』

受
前
引
合
済

全
不
足

全
不
足

全
不
足

一
　
弐
勺
ハ
　
鋸

「
一
　
壱
勺
ハ
　
御
鎗
柄
木
の
削
台

〕
一
　
壱
勺
ハ
　
火
床

〕　　
　
　
　
　
　
（
＊
刺
難
）

一
　
三
挺
ハ
　
さ
す
の
み

1
一
　
壱
本
ハ
　
釘
貫

1
一
　
壱
ッ
ハ
　
鉄
鍋

1
一
　
拾
壱
本
ハ
　
中
塗
ば
け

］
一
　
壱
本
ハ
　
三
ツ
目
ぎ
り

「
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一
　
弐
本
ハ
　
四
方
錐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
弐
本
ハ
　
手
箒

］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
右
同
断
』

一
　
壱
勺
ハ
　
火
鉢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
一

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
六
十
五
筋
ハ
　
細
引

一
　
弐
勺
ハ
　
火
鉢
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
切
々
ニ
テ
不
分
明
』

「
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

一
　
壱
勺
ハ
　
鉄
焼
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前

］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
拾
本
ハ
　
小
刀

一
　
壱
勺
ハ
　
小
槌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
品
壱
本
有
之

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
九
本
』
全
不
足

一
　
壱
勺
ハ
　
飯
台
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
五
本
ハ
　
株
松
箒

一
　
拾
枚
ハ
　
薄
縁
（
＊
ゴ
ザ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前

受
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
八
枚
ハ
　
七
嶋
表

一
　
壱
勺
ハ
　
鉄
砲
　
洗
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
損
シ
物
ニ
テ
形
不
分
明
』

　
　
　
　
（
朱
）
『
現
無
之
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
六
十
壱
挺
ハ
　
掛
矢

一
　
壱
勺
ハ
　
手
桶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朱
）
『
朽
損
シ
ニ
テ
右
同
断
』

　
　
　
（
朱
）
『
右
同
断
』

－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
受
前
引
合
済

一
　
壱
勺
ハ
　
油
入
瓶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
百
五
十
ハ
　
三
百
め
　
鉄
玉

　
　
　
（
朱
）
『
右
同
断
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
　
七
箱
二
入

］
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
磯
野
彦
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Symposiac about the Reconstruction Shirno-no-hashi-mon Gate inside Fukuoka-jo Castle

ffideo Hattori

    This is a Report of Symposiac examining the Maintenance of historic Monuments, and reconstruction

of the historical buildings.

    Prof Hattori reported about the restoration work ef the Shirno-ne-hashi-mon gate inside the Fukuoka-

jyo castle. Fukuoka City is doing restoration works of Shimo-no-hashi-mon gate based on the image of

old photo Kami-Ro-hashi-mon gate. The most similar building to this Shimo-no-hashi-mon gate and

Karfii-no-hashi-mon is honmaru-omote-mon gate. The window shutter of the henmaru-omote-rr}on gate is

hung by the hinge and projected from the wall when it is open.

    In this style of window which is similar to Bahama shutter style, the window looks consecutive with

the wall, and the number of windows can be doubled that of the sliding shutter style windows needing

storage place behind the wall.

    The upper half of the Shimo-no-hashi-men gate is a lattice and has holes through which you can shoot

at the enemies.

    The restoration plan made by Fukuoka City assumed that the part colored white in the black and

white photo was a wall and decided to make sliding shutter style wiRdows on the wall. It is argued,

however, the part coloured white is the shutter which made look lighter than it should be in the photo by

overexposure.

    The restoration plan made by Fukuoka City has failed to catch the characters and values Fukuoka-

jyo castle gates. In addition, it also points out that the restoration plan has made a mistake to make the

passage of the second floor net passable.

    Prof Senda Yoshihiro explained the case that the Repair of various historical Ruins and Monuments.

The wrong reconstruction gives people misunderstanding. For instance, Yaraanaka jyo castle, Hachiouji

jyo castle, and an Ozu castle, etc.

    Next Report is the discussion, the questiennaire.

    Finally there are an introduction and the reimpression of historical materials, Itami-Shiryo. In this

documents, the nurnber of the Cannon, the Gun, and Arrns in the Fukuoka-jyo-castie was written.
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